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2006年の年頭にあたり一言こ挨拶申し上げます。

　われわれ海運業界の大きな使命は、わが国の産

業、暮らしを支えるライフラインとして膨大な量

の物資を安全かつ安定的に輸送することにありま

す。そして、その基本となるのは安全運航の徹底

に他なDません。

　海⊥：人命安全条約（SOLAS条約）を始めとする

各種国際基準の遵守に加えて、船体構造や航海設

備等における安全技術の開発や採用、乗組員に対

する教育信川練の充実、強化など、ハード、ソフ

トの両面から地道な安全対策を推進していく所存

です。安全運航を徹底する上で最も重要なことは、

日常における安全対策の積み重ねだと確信してい

ます。こうした取σ組みを徹底することで、海難

事故や白濁による海洋汚染を防止できるものと考

えています。

　また、昨年3月には日本籍タグボート「津駄天」

がマラッカ海峡において海賊に襲撃され、日本人

船長を含む乗組員3名が拉致されるという事件が

発生し、一躍世間の注目するところとなりました。

最近ますます凶悪化する海賊行為や船舶に対する

テロの脅威などに対しては、本船の保安対策の徹

底を図る一方、関係省庁を通じ、関係各国の海上

警備機関との連携の強化、協力体制の確立を働き

かけております。

　さて、昨年、一昨年と海運市況は、コンテナ船、

不定期船、タンカーの3部門ともに堅調に推移し、

外航海運各社は好業績を達成するところとなりま

蔦　識

鎌

　　　　　　　　　　　　　　日本船主協会

　　　　　　　　　　　　会長鈴木邦雄

した。一方、世界的な海運好況を背景に、既にト

ン数標準税制を導入している各国海運企業にあっ

ては、わが国との比較において法人税負担が10分

の1以下に軽減されています。この傾向が続けば

邦船各社と外国船社の財務体質の格差は今後ます

ます拡大していくこととなり、土船各社の競争力

が相対的に低下していくことは明らかです。わが

国においても一刻も早くトン数標準税制が導入さ

れるよう、関係者で叡智を絞っていきたいと考え

ています。

　運航費の面では、昨年来の燃料油価格の高騰が

海運企業の経営を圧迫する状況になっています。

特に、燃料費が運航コストの過半数を占める内航

海運各社にあっては、燃料油価格の高止まりが経

営に深刻な影響を及ぼしています。

　国内物資の安定した輸送を維持していくために

も、各方面に対し内航海運業界への支援を要請す

るとともに、必要な規制緩和や税制措置の導入を

訴えて行きたいと思います。

　この他、いよいよ仕上げの段階に差し掛かる水

先制度の抜本改革、船長・機関長2名配乗要件の

撤廃と日本人海技者の確保・育成問題など期限が

定められた課題への対応、冒頭で述べた船舶の安

全運航や海洋環境の保全への取D組みなど、海運

業界を巡る課題は山積していますが、関係者のこ

理解、ご協力を得ながら一つ一つ問題の解決に全

力を尽くして行く所存です。
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■毎日新聞社論説室顧問玉置和宏■

　一箇年のサミット（主要国首脳会議）は米国の

ジョージア州サバナという小さな港町で行われた。

こう書くといやその年はシーアイランド・サミッ

トだったと訂正されるかもしれない。その指摘は

正しいがシーアイランドはサバナから100キロ以上

離れた首脳たちの会議のホテルの場所であって取

材陣のいた所ではないのである。

　最近のサミットは反グローバリゼーション団体

などからデモの標的になることが多い。警備上の

理由でこうした入里離れたリゾート地区で首脳会

合を開き、報道陣はそれをIT化された大型モニタ

ーを通じて取材することが多くなった。首脳たち

と我々のなまの記者会見の際だけは大統領ら首脳

が国際メディアセンターに直接やってくる。つま

り報道の拠点がサバナという町にあったというこ

とである。

　そんなことよりこの人口約5万人のサバナに1

週間余り滞在して日本人に余り知られて居ないこ

の町がすっかり気に入ったのである。一言でいう

と美しくゆったりしているし上品な感じがする。

米国人はここを米国で最も美しい町と言う。一番

人気のある町としていつもトップクラスにあるの

も当然と思う。

　この月報の読者は海運関係者が多いだろうから

この港町を知っている人もいよう．。米国でも有数

のコンテナ積出港だからだ。あるいは国際金融論

に詳しい方ならケインズやホワイトらが第二次大

戦後のIMF（国際通貨基金）、いわゆるブレトンウ

ッズ体制の準備会合を開いたのがこの町であるこ

とを知っているだろう。映画ファンならクリント

・イーストウッド監督のサスペンス映画「真夜中

のサバナ」はいまでも人気で有名な町である。

　しかし不思議なことにサバナには米国や欧州か

ら多くの観光客が来るが日本人観光客がやって来

ることはまずない。筆者が発見した市内に一軒だ

けある小さな寿司屋がある。千葉県柏市出身だと

いうご夫妻の話だが数年前に日本人客が大勢で来

たことがあると言っていた。ジョージア州の穀倉

地帯の視察に来た農協の視察ツァーだったようだ。

日本人が来たのはそれ以来久しぶりだったそうだ。

　この町の美しさはしばしば映画のロケ地となる

ことが証明している。1776年の米国独立の前に英

国からきた移民が町をつくったのだ。それ故に町
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には大きな公園があり歴史をうかがわせる大きな

樹木が歴史を物語るようだ。

　市の中心街に海事博物館がある。これは見もの

だと聞いてサミットの評価の社説とコラム、それ

に週刊経済誌「エコノミスト」の原稿をほとんど

徹夜で書き上げた後に出かけてみた。

　この博物館は大きな敷地に二階建ての堅牢な建

物だ。一見していかにもコロニアル風のかつての

豪商か何かの邸宅を買い取って設立したものと分

かる。もう70代と見える素敵なご夫人が出てきた。

筆者を見るなり「シニアでしょ」と5割安の入場

料金でいれてくれた。大したフィーではないが気

持ちがいい。というのは01年のイタリアのジェノ

バ・サミットの後に市内の美術館に行ったときの

ことだ。シニア料金を払おうとしたら「外国人は

シニア扱いにしないのよ」とにべも無い。一度財

政破綻した国だけあって厳しいのだろう。すでに

財政破綻し近々破産しかねないわが日本国もこう

なるのだろうと考えたら他人事ではなくなった。

　博物館は小粒だが船の展示品はさすがである。

A大佐に率いられた英国入たちが帆船でここに上

陸してこの町を建設したのだ。その歴史的な帆船

から始まって最近の客船まで実に豊富だ。こんな

小さな町にこれだけの海事博物館があるのは本当

に羨ましい隈りだ。

　英国からの移住者がここに移ってきたのは1700

年代初期だがその目しばしば戦いの場になったら

しい。しかし英国風の美しい町並みが保存されて

いて米国人にも人気の町と聞いて納得するものが

ある。

　ふとロンドンのグリニッジにある海事博物館を

思い出した。かつての海軍兵学校跡を利用した世

界最大のマリタイム・ミュージアムだろうがそこ

の移民コーナーの正面は英国からみた移民を厳し

く見詰めていて印象深かった。夫婦がこちらに背

を向けて米国大陸に向かっている姿が描かれてい

る。「彼らは何故この地を離れたのか」と問題を提

起し「彼らは貧しかった、彼らは犯罪者だった」

とあり母国を捨てたと言わんばかりの実に冷たい

扱いである。

　この近辺は綿花の産地で有名だ。シーアイラン

ド・コットンのワイシャツを着ている人も居るだ

ろう。その綿花の取引所がまだ残っている。川に

沿ってそうした古い建物が並びそれに古着の店、

レストラン、お土産ショッ’プなどが軒を連ねてい

る。

　私は最近立ち上げられた「海事広報戦略会議」

（根本二日座長〉の委員としていかに国民に海事

思想を普及させるかについて頭を絞っている。サ

バナでのサミ．ットには2500人物報道陣が世界中か

ら集まったがジョージア州知事、サバナ市長らが

折を見て港のPRを熱心にしていたのが思い出され

る。港を回る！時間程度のクルーズ船も希望者の

ために設定するなど至れり尽くせりのもてなしだ。

日本は海運国ではあろうがどうやら海事国ではな

さそうだ。ビジネスとしての海運があってもトー

タルとして国民が海を愛しているかと言えばはな

はだ心もとない。「海の日」ができたが3連休制度

の「犠牲」になって毎年くるくる日が変わるのも

面白くない。「海の誕生日」が入間の都合で日を変

えられていいものか。

　サバナの海事博物館を一回りして帰ろうとした

ら先ほどのおばあさんのご主人とおぼしきかなり

のお歳を召した白髪の館長が現れた。「もし時間が

あれば直接ご説明したい」と言う。「喜んで」とそ

の好意を受けることにした。グリニッジの博物館

では「国を捨てた」と名指しされた子孫がサバナ

の栄光ある海の歴史を語り始めた。その時世界の

海はひとつにつながっているのだなと実感したの

である。

ぜんぎよう力㍑2006麺3
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辮国際会議レポ←1卜黒

　国際労働機関（ILO）、国際海事機関（IMO）、バ

ーゼル条約（BC）の3国際機関による第2回合同

作業部会〔JWG　2）が2005年12月置2－14日にジュ

ネーブで開催された。

　JWG　2には、　IMO代表国として、バングラデシ

ュ、日本、オランダ、ノルウェーおよび米国が、

BC代表国として、中国、ガンビア、ジャマイカ、

ロシアおよび英国が、lLOからは雇用者代表として

ボルテック国際海運協議会（BIMCO）、国際海運蓮

盟（ISF）、オランダ（オランダや英国で解撤ヤード

の建設を計画中の「Ecodock」社の代表）およびト

ルコ解撤協会、労働者代表として国際鉄鋼労連

（IMF）、国際運輸労連（ITF）およびインド鉄鋼エ

ンジニアリング労連が出席、その他オブザーバー

として、30ヶ国、5団体および欧州委員会（EC）が

参加した。＊1わが国からは、ジャパンシップセン

ター大坪次長（前海事局造船課課長補佐）、海事局

造船課田村課長補佐、ジュネーブ代表部日笠／奥

山両一等書記官、等が出席した。

　JWGは、シップリサイクル問題を取扱う3国際

機関の役割や作業の重複等を避けるための調整と

協力の場として設立されたものであるが、2005年

2月の∫WG　1で明らかになったように、　BC側には

JWGを利用して“事前同意スキーム”＊2などのバ

ーゼル条約上の考え方をIMOでの議論に反映させ

ようとする思惑がある（本誌2005年3月号P．6参

照）。JWG　2でも、　BC側の強い意向により、リサ

イクルに向かう船舶のための“通報システム1’や

“船舶解撤の環境上適切な管理（ESM）＊3”等が議

題として挙げられていた。一方、IMO側の主要国

である日本ノルウェー、米国は、今後のIMO

’4轡ぜんきよう力π2006



での検討に影響を及ぼすような不合理な結論が∫WG

2で導かれぬよう対応することを事前に確認して

いた。

　JWG　2ではBC側の英国が議長を務めていたこと

もあり、IMO側にとって議論が不利に働くことも

懸念されたが、上述IMO側の3国で、出席者数で

は優位に立つBCとILOの労働者代表に対峙し、

結果として∫WG　2でIMOでの検討に影響を及ぼす

ような結論が導かれることは避けられた。（主要議

題の審議概要は、以下ロ）～（7＞参照）

　BC側とiLOの労働者代表の意見を抑える大きな

要因としては、ノルウェーがIMOのシップリサイ

クル条約の草案をJWG　2に提出したことがあげら

れる。同草案は、MEPC53で作成された条約の骨子

（本誌2005年8月号P．12参照）に条約文を当て嵌め

たもので、JWG　2の直前にノルウェーよりIMO

に提出されたものである。草案の内容は荒削りで

更なる検討が必要であるが、JWG　2においてMO

の作業が急速に進んでいることをアピールするた

めに、JWG　2の前に作成する必要があったようで

ある。実際に、JWG　2では、　BC側の参加国である

英国、．デンマーク、カナダ等が、バーゼル条約上

の“ESM”や“事前同意スキーム”等の考え方を

IMOでの規則の中に取り入れるべく発言を繰り返

す際に、草案の中味を引用しバーゼル条約の考え

方も一部考慮してあると伝えることで、そのよう

な国々の意見を抑える形となった。

　また、∫WG　3の開催時期について、ノルウェー、

日本は、IMOの海洋環境保護委員会（MEPC）が2

回開催される2006年中は実務上困難とし、これに

対しIMFなどからIMOのみで強制要件の検討が進

められることに対する懸念が表明されるなど種々

議論があったが、結果として∫WG　3の日程は決め

られなかった。議場の雰囲気ではJWG　3は、IMO

MEPC55（2006年10月）およびBC第8回締約国会

議（COP　8。．同年秋）後の2007年初めの開催にな

ると思、われる。

　今後は、ノルウェー提案によるシップリサイク

ル条約の審議が2006年3月のMEPC54より開始さ

れる。JWGでの検討はひとまず休息に入ると思わ

れるが、BCでは同年4月に第5回公開作業部会

（OEWG　5）、秋にCOP　8が開催され、　IMOに圧力

をかけるための検討が継続される。そのため、わ

が国としても引き続きBC側での議論を注視してく

とともに、今後のMEPCでの検討について、　BC

側の意見にも配慮した対応を検討する必要がある

かもしれない。

　なお、JWG　2の主要議題の審議概要は、以下の

とおりである。

（D　各機関の作業計画

　　IMO事務局より、法的拘束力のある規則（四条

　約）の検討を進める決議案が2005年7月のMEPC

　53で作成され、同年12月のIMO第24回総会で採

　択されたことが報告された。続いてノルウェー

　より、同国がMEPC54に提出したシップリサイ

　クル条約の草案について説明があった。多くの

　参加者がノルウェーの作業を評価する一方で、

　グリーンピース、ガンビア、トルコより、新条

　約が策定されるまでは、ガイドラインや既存の

　規則（バーゼル条約）を実施することが重要で

　ある旨発言があった。また、IMFより労働安全

　の問題が新条約案には盛り込まれるべきであり、

　これについてILOがIMOでの条約案策定作業に

　参画すべきである旨の主張がなされた。

（2）3機関が夫々作成したシップリサイクルに係

　るガイドライン＊4の実施促進

　　英国より、同国の本問題への取り組みとして、

　シップリサイクルの戦略策定、国内のシップリ

　サイクル施設の調査、等について作業中である

　との報告がなされた。また、デンマークより、

　BCのガイドラインを使いやすくするため、簡略

　化したポケットブックの素案を作成中で、2006

　年4月のOEWG　5に提案するとの報告があった。

（3）　3機関共同の技術協力活動

　　IMO事務局より、BC、　ILO事務局とも連携し

　てトルコのイズミールにおいてシップリサイク

　ルに関する地域セミナーを開催した旨報告があ

　つた。また、同事務局より、2005年6月のIMO

　技術協力委員会（TCC55）においてシップリサ

　イクル基金の創設が承認されたとの報告があっ

せんぎょう∫醐2006霧5
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　た。IMFより、同基金がどのような役割を果た

　すのかについて質問があったのに対しIMO事務

　局より、基金が創設された段階で取扱う問題で

　あるとの回答があった。

（4）シップリサイクルの環境上適切な管理（ESM＞

　　バーゼル条約におけるESMについて解説した

　文書について、英国から説明があった。同文書

　にはESMのチェックリストが含まれており、同

　リストは英国におけるリサイクルヤードの評価

　に活用しているとのことである。英国をはじめ

　とするBC側は同文書を元に、JWG　2でIMOへの

　勧告のようなものが作成されることを目指して

　いたようであるが、ノルウェー、日本などのIMO

　側の主張により、同文書は単なる情報提供文書

　として取扱われることとなった。

㈲　リサイクルに向かう船舶に関する事前通報・

　同意（PriQr　Informed　Consent）

　　事前通報・同意について、BC事務局が作成し

　た文書（IMOの「通報システム」案と、　BCにお

　ける「事前同意スキーム」を比較したもの）が

　紹介された。本文書もJWG　2での議論を促進す

　べく用意されたものであるが、ノルウェー、日

　本などの主張により、単なる情報提供文書とし

　て取扱われることとなった。また、オランダよ

　り2006年に実際の船舶（4隻）を使った解撤の実

　証実験を実施、同プロジェクトを通じて①イン

　ベントリー、②シップリサイクル計画、③ESM

　のチェックリスト、④引渡し／切断作業前の事

　前洗浄、⑤通報とその時期、を検証し、同年10

　月のMEPC55に報告するとの発言があった。

㈲　リサイクルに向かう船舶からの有害物質の事

　前除去（Pre－deaning）

　　トルコ解撤協会より、アスベスト等の物質は

　船舶の構造に組み込まれているため、事前除去

　の適用には限界がある旨発言があった。日本は、

　事前除去の程度や範囲はヤードの能力等と関連

　するものでありケース毎に異なるため、事前除

　去のみを括りだしてその有効性を論じるべきで

　はない等主張した。蘭からリサイクルヤード到

　事前の事前除去は実施困難であるが、そのコン

　セプトは有効である旨のコメントがなされた，

（7）その他

　　議場外でトルコ解撤協会より同国の解撤につ

　いて発表が行われた。同国の解撤ヤードは、環

　境・労働安全に配慮した解撤を実施するため解

　撤協会から派遣される専門家チームが船舶を事

　前検査、アスベスト等の除去を行った上で、解

　撤作業を実施するとのことである。環境・労働

　安全対策にかなりのコストをかけているようで

　あるが、実際は商船ではなく、欧州各国の官公

　庁船を格安で購入して実施しており、一般商船

　の解撤という国際マLケットでは競争できない

　ようである。

＊l　JWGは、　IMOからは海運／造船／解撤国より5ヶ

　国、BCからは主要地域より5ヶ国、　ILOからは労働者

／雇用者から夫々5つの代表が出席、その他の国／団

体はオブザーバーとして参加するルールとなっている。

ただし、審議の過程において、代表国／団体とオブザ

ーバー国／団体の意見は同等に取扱われ、このルール

は形骸化している。

＊2　有害廃棄物の国境移動を規制するバーゼル誓約（BC＞

　の「事前同意スキーム」では、“輸出国”が”輸入国”

　と“通過国”の同意を得た上で有害廃棄物の輸出を行

　うことができるとしている。また、“輸出国”は有害物

　質の種類や性状等を把握する必要があるほか、”輸入国”

　における廃棄処理施設が環境上適切な管理を行えるか

　を評価しなければならないなど、輸出するにしても煩

雑な手続きを要する。一方、IMOでは、海運の特性に

考慮し事務手続きを極力省いた「通報システム」を目指

すこととしている。BCは、　IMOの通報システムが同条

約上の事前同意スキームと同等の効力を有するものと

　なるよう働きかけを行うこととしている。

＊3　ESMはバーゼル条約上の理念のひとつ。同条約第

　2条（8）項では、“「有害廃棄物又は他の廃棄物のESM」

　とは、有害廃棄物又は他の廃棄物から生ずる悪影響か

　ら人の健康及び環境を保護するような方法でこれらの

廃棄物が処理されることを確保するために実行可能な

あらゆる措置をとることをいう”と定義している。

＊4　BCは2GO2年12月にシップリサイクルヤードのESM

　に関するガイドラインを、ILOは、2003年10月にシップ

　リサイクルヤードの労働安全衛生に係るガイドライン

　を、IMOは2003年12月に船舶の建造からシップリサイ

　クルヤードへの引渡しまで船舶のライフサイクルを通

　じて環境・労働者への負荷を軽減するためのガイドラ

　インを作成した。

　　　　　　　　　　　　　　（企画部：本澤）
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アジア蝉声の共通認識を共有
一アジア船主フォーラム（ASF）シッビング・エコノミックス・レビュー委員会（SERC）

　第18回中間会合の模様一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　威㍉帰撫需鳶鴇硫藩　　“　「㌔　“㌧．、．論し．、一気i，．〆．迄．7

　2005年12月13日、東京において、ASFシッビン

グ・エコノミックス・レビュー委員会（SERC）の

第18回会合が開催された。

　同会合は、2005年4月の第17回会合（於ペナン）

に続くもので、ASFメンバー船協から6力国／地

域の代表22名が出席し、当協会からは芦田昭充常

任理事（商船三井社長）をはじめ7名が出席し、率

直かつ活発な意見交換の後、了解事項を採択して

会合を終了した。（了解事項、出席者リストは【資

料1】、【資料2】の通り。）

　会合では、今回から芦田常任理事が新委員長と

して議長となり、太平洋およびアジア域内コンテ

ナ航路の需給見通し、ドライバルク／タンカーの

市況動向のほか独禁法適用除外問題など海運を取

り巻く重要事項についても議論された。議論の主

要点は以下のとおりである。

　①定期船部門

　・最近の大規模M＆Aに関し、一連の合併が必ず

　　しもコンテナ船腹量のネットの増加を意味す

　　るものではない。

　・太平洋トレード：市況は引続き堅調であり、

　　コンテナ貨物の荷動きはアジアからの輸出の

　　着実な伸びに支えられ健全と見られる一方で、

　　増大するコスト要因、特に外航船舶やフィー

　　ダー／内陸輸送の燃料油価格の高騰への懸念

　　を共有。

　・アジア域内トレード1アジア経済は好況であ

　　り、コンテナ貨物の荷動き量は増加している

　　が、用船料や燃料油の高騰などコスト要因に

　　つき懸念を共有。また、インドネシア港湾に

　　おける最近のターミナル・ハンドリング・チ

　　ャージ（THC）問題については、民間による

　　運賃設定行為に対し、厳格な罰則を伴う政府

　　の直接介入が実施されたことを遺憾とし、こ

　　うした問題は荷主と船社問の民間によるマー

　ケット体系と定期的な商対話の中で解決され

　るべきである。

・東京で開催された荷主／船社の代表による「コ

　ンテナ・シッビング・フォーラム」について

　報告され、そのような公開フォーラムでの率

　直な意見交換の場を持つことの価値を認識。

②ドライバルク／タンカー部門

・ドライバルク：2006年は、新造船引き渡しに

　よって船腹量は増加するだろうが、荷動き量

　の増加によって相殺されるとの予測を示され

　た。

・タンカー：VLCC市況は堅調であり、米国や中

　国における持続的な経済成長によって石油消

　費は引続き増加するものと見込まれていると

　報告された。

③　独禁法適用除外制度

・最近シンガポール競争委員会（CCS）が、同盟

　・協議協定・コンソーシャムなどの外航貨物

　定期船社：問協定に対し、包括適用除外を与え

　る方策を選んだとの発表を歓迎した。

・独禁法適用除外制度は貿易業界全体に利益を

　もたらしているものであり、船型問協定が果

　たしている重要な役割について、荷主や政府

　などの理解を得る努力を船社が継続すべきで

　ある。

　　　　　　　　　　　　　（企画部：笠原）
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【資料1】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年12月13日、東京

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2005年12月14日東京で発表）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　了解事項

　　　　　　　　　　　　　　　アジア船主フォーラム（ASF）

　　　　　　　　　シッビング・エコノミックス・レビュー委員会（SERC）

　　　　　　　　　　　　　　第18回中間会合陳京）にて採択

　アジア船主フォーラム（ASF）シッビング・エコノミックス・レヴュー委員会（SERC）第18回中間会

合は、ASFメンバー船協のアセアン、中国、台湾、香港、日本、韓国から6豊国／地域の代表22名が出

席し、2005年12月13日、東京で開催された。出席者名簿は添付の通り。

1．世界経済の概要

　会合は、世界のマクロ経済構造が数年にわたり次第かつ確実に変化していることに留意した。例えば、

消費物資の生産拠点のアジアへの移転は、米国における製品の低価格化とより高水準な個人消費をもた

らした。世界貿易にとっての生産拠点であると同時に消費主義への巨大な可能性とともに急違に現出し

ている国民経済である中国の持続的経済成長は世界貿易を押し上げている。その結果、東西航路たおけ

るコンテナ貨物荷動きは引続き増加し、そうした安定状況が今後数年聞は持続するものと見られている。

2．ドライバルク／タンカー部門

　1）2005年6月から8月にかけて急激に下落したドライバルク市況は、9月から回復を見せたことが

　　報告された。2006年は、新造船引き渡しによって船腹量は増加するだろうが、これは荷動き量の増

　　加によって相殺されるであろう6

　2）タンカー部門につ．いては、現在のVLCC市況が適度に堅調であり、米国や中国における持続的な

　　経済成長によって石油消費は引続き増加するものと見込まれていることが報告された。

3．定期船部門

　1）コンテナ海運業界における最近の大規模M＆A（企業の合併・買収）に関連し、出席者は一連の合

　　併が必ず蔓もコンテナ脚結畢のネット（正味）の増加を意味するものではないことを確翠したrそ

　　れゆえアジア海運会社のCEOは、正確なデータ分析による冷静かつ思慮深い市場対応を奨励された。

　2）太平洋トレードについては、市況は引続き堅調であり、コンテナ貨物め荷動きはアジア、とりわ

　　け申国、からの輸出の着実な伸びに支えられ健全であることが注目された。しかしながら、出席者．

　　は増大するコスト要因、特に外航船舶やフィーダー／内陸輸送の燃料油価格の高騰への懸念を共有

　　した。また、鉄道機能、ターミナル能力、より厳格な環境規制についても深刻な懸念が表明された。

　　会合は、将来の需要の伸びに見合った長期的再投資の継続を実行可能なものとするため、現在のコ

　　スト状況について荷主からの正しい理解を得るため最大限の努力をすることが、同トレードの運航

　　船社CEOにとって絶対的に必要であることを強調した。

　3）アジア域内トレードに関し、アジアは好況の最中にあり今後数年間はその状況は変わらないこと

　　が留意された。コンテナ貨物の荷動き量は、主に中国貿易の強力な成長に支えられ絶え間なく増加

　　していることが報告された。しかしながら、出席者は同トレードにおいても、特に用船料や燃料油

　　の高騰などの深刻なコスト要因に直面していることへの懸念を共有した。出席者は、荷主のサブラ

　　イ・チェーン・マネージメントにおける重要な役割を果たす上で、増大する運航コスト回収のため

　　の適切な方策を見出すことが、全てのCEOにとって必要であると合意した。アジア船社CEOは、
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　　あらゆる経済要因を十分に考慮していく経営方針に基いて、世界各地の現地代表／代理店を含め会

　　社の舵取りをしていくことを求められた。．

　4）イ≧ドネシア港湾における最近のターミナル・ハンドリング・．チャージ．（THC）．問題について、

　　民間による運賃設定行為に対し、不順守に対する謙格な罰則を伴う政府の直接臨みが実施されたと

　　いう．混乱事態が同国で発弔したことにつき遺憾をもつそ留章さ誕た。SEkρ出席煮は、運賃やTHC

　　を含むサrチャージなどの価格談定は、原禦原則として商業問題であり、こうした問題は荷主と船

　　．発問の星間部門によっ下竪申参マーケッ野体系ζ三期的な商紺話の中で解深されるべきものである

　　ことを確認した』出席都ま、’本問題は商業上め知恵と対話を有効に活桐レつつ、関係する全ての船

灘纏欝め岬ト∵叩堺騨マて〕轡マ騨騨処r騨で
．：’

E．）2・・5年婦のぺ押備催されたアジ備主婦会（Asc）ζrSERcζ．の初編今合以降・・ジア

　　荷茸の縣韓製する鋤め㍗rプ．・躍動騨続的に推鞘れてきたことカミ雛棟た・

　勲・．縛胡および・↓即棘で離された・躰聯疎髄轡スとす為嘩／鮒め臓
　　による丁アンテナ1シッぢヒグ‘フ門田74」ρ模様についても輯宥きれた・、串好者は・そのタケ

　　な公町すラムで嘱儲間による馬脚意解即時持つこ．との骨端言冒した・
　　傘合は・・．上亨己4賠に．も関連して・．・一匹．とぐの現地民国／代理店にと？て・．画内的／地域的な対話

∫琴勢嘩づ・、て鎮勤弾弓的な関即羅に向け汐ジァの駐と糊的な騨雄持してい
　　く・とがますます聾で南る・．とを離郵た・そ抑え・癌イ・バ噸協は・．こうした醐を、

　　達成す弛め訟的酪糊団体曝撃破輝繹供するこ．と螺められた・．
・タ．・蜘購運業に斌・糠髄即吟外制度・．．

ユ坤儲は・最近㌣ガポー・競争委員会．（CCSI力桐盟臓蹴・汐・ソーシ私などの外航

　　貨物薙期麟社間協牢に対し、包括適用降外脅与える方策宇畢ん葎と発憎し鳶ことを特別に歓迎した。

　　今回のシンガポrルの決寒1孝、アジアの近隣諸国をはじめ、世界め大部分の地域の法制と調和した

　　ものである。

　2）」方、近々欧州黍員会が1同盟に対す為独禁法包括適用除外制度の廃止を公式提案する旨示して

　　いることが結醜た・このような提案1ま・E警部において徹底した欄力｛行われるべ師ある・

　　また、．ELAA（Rurope㎝Hn畔A耳airs　Associ面on）が同盟借替制度の更奪る提案を準備していること

　・に注目し、船社問協定の一定機能の維持に向けたELAAの活動を全面的に支持することが確認された。

　3）’出席者は、海運業の健全性と、増加する国際貿易需要を支えるために必要となるその投資能力

　　を維持するため、狸禁法適用除外制度は絶対に不可欠であるというASFの長年に亘る立場を確認し

　　た。同制度はまさに貿易業界全体に利益をもたらしているものである。出席者は、貿易の拡大を支

　　える上で船社問協定が果たしている重要な役割について、荷主や政府などの理解を得るための努力

　　を船型が継続すべきである点を験調した。

5．その他

　1）海賊問題に関しては、事件数は減少しているもの．の、．最近、身代金目的で人質を取ったり誘拐し

　　たりする武装強盗事件が驚くべき増ヵ日を示していることに留意した。本件はASF航行安全および環

　　境委章会1（SNEC）の主要詳題であ1う漁暴力事件それ自体を防止するためのみなちず海上テロの潜

　　在的脅威に対処するため、海賊対策のマ層の強イζが求められていることを確羅したg

　2）　出席者はまた、WTO海運交渉や運輸保安問題を含む米国海事法制など海運業界に関する最近の
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　　その他の事項についても意見交換を行った。

【資料2】

　　　　　　　　　　　　　　　アジア舶主フォーラム（ASF）

　　　　　　　　　シッビング・エコノミックス・レビュー委員会（SERC）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第18回中間会合

　　　　　　　　　　　　　　日　時：2005年12月13日㈹

　　　　　　　　　　　　　　場所：東京（日本船主協会会議室〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出．席　者

委員長
　　芦田　昭充　　　　　　　日本船主協会　常任理事

　　　　　　　　　　　　　　（商船三井　社長）

メンバー

〈中国船主協会＞

　　Mr　Ma　Zehua　　　　　（Executive　Vice　President，　China　Ocean　ShipOing（Group）Co．）

　　Mr　Chen　Chang　Hai　　　（President，　China　Shipping　Japan　Co，，　Ltd．）

　　Mr　Zhu）Gang　Ke　　　　（Deputy　General　Manager，　Sinotrans　Container　Lines　Co．　Ltd．）

．〈アセアン船主協会連合会〉

　〈フィリピン船主協会＞

　　Ms　Doris　Magsaysay　Ho　（President　and　CEO，　Magsaysay　Mari廿me　Corl）．）

　〈インドネシア船主協会＞

　　M・∫・k・Asi・g頸h．　（G・・up　Managi・g　Di・ect・鵡B・mi胎・t　G・・up）

　　Mr　Budηi　Halim　　　．　（Chariman／CEO，　PHMM）

　〈シンガポール船主協会＞

　　Mr　Ronald　D　Widdows　（CEO，　APL　Co．，　Pte　Ltd，）

　〈タイ船主協会＞

　　Mr　Sumate　Tanthuwanit　（President，　Regional　Container　Lines　Group）

〈香港船主協会＞

　　Mr　IUIan　T　S　Wong　　　（Managing　Director，00CL（Asia　Paci丘。）Ltd．）

〈日本船主協会〉

　　清水　俊雄　　　　　　　（川崎汽船　専務取締役〉

　　村上　英三　　　　　　　（川崎汽船　取締役コンテナ船事業グループ長）

　　薬師寺正和　　　　　　　（商船三井　専務執行役員）

　　関　　政志　　　　　　　（商船三井　常務執行役員）

　　石田　忠正　　　　　　　（日本郵船　副社長）
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　　井上登志仁

〈韓国船主協会＞

　　MrJSLee
　　Mr　Jae　Hyun　Lee

〈台湾船主協会＞

　　Mr　Amold　Wang

　　Dr　C　C　Chen

　　Mr　Randy　Chen

　　Mr　Robert　Ho

弁護士
　　Mr　Je血ey　F　Lawrence

事務局
　　園田　梧一

　　．石川．　尚

　　笠原　永子

（商船三井　経営企画部　部長代理）

（Senior　Vice　President，　Hanlin　Shipping　Co、，　Ltd．）

（S6nior　Execu偵ve　Vice　President，　Hyundai　Merchant　Marine　Co，，　Ltd）

（President，　Evergreen　Marine　Corp．（raiwan）Ltd．）

（Group　Chairman，　Wan　Hai　Lines　Ltの

（Special　Assistant　to　President，　Wan　Hai　L［nes　Ltd．）

（Executive　Vice　President，　Yang　Ming　Marine野ansport　Corp．）

（Part皿er，　Sher＆Blackwdl）

（日本船主協会企画部長）

（日本船主協会、企画部　副部長）

（目本船主協会　企画部）

灘 内外情轍 曝1

1．平成18年度海運関係税制改正

　当協会は、平成ユ7年7月開催の定例理事会にお

いて、トン数標準税制の早期導入や、平成18年度

末に期限切れを迎える特定資産（船舶）の買換特

例措置（圧縮記帳）、国際船舶に係る所有権移転登

記等の登録免許税の軽減措置、外航用コンテナに

係る固定資産税の課税標準の軽減措置、外貿埠頭

公社が所有または取得するコンテナ埠頭に係る固

定資産税および都市計画税の特例措置などの延長

をはじめとして、24の要望項目を取りまとめ、9

月に「平成18年度税制改正要望」として自民党税

制調査会に提出後、政府・国会等関係方面への要

望活動を開始した。（本誌2005年10月号P．2参照）

　一方、政府税制調査会が11月25日にとりまとめ

た「平成18年度の税制改正に関する答申」では、

租税特別措置等の整理合理化について、『本年度末

を迎える不動産登記に係る登録免許税の軽減措置

などについて、現行の措置を延長する必要はない』

とするとともに、『租税特別措置・非課税等特別措

置を講ずるにあたっては、これまでの答申で指摘

している通り、既存の措置について大胆な整理合

理化を進めつつ、競争力向上等の構造改革や経済

社会の活性化を進めるために真に有効な措置に集

中・重点化していかなければならない。』とこれま

でになく厳しい姿勢が示された。

　同答申を受けて11月末に租税特別措置等につい

て財務省および総務省より各省に対し、厳しい整

理合理化案が提示された。圧縮記帳については、

買い換え資産である船舶を新造船または省エネル

ギー船に限定することや、外航コンテナに係る固

定資産税の課税標準の軽減措置の廃止が打ち出さ

れた。さらには、内航船を対象とする中小企業投

資促進税制、特別修繕準備金制度、外貿埠頭公社

が所有または取得するコンテナ埠頭に係る固定資

産税および都市計画税の特例措置の縮減など厳し

い内容が示された。このため当協会は、国土交通

ぜんきようノ翻2006磯11
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省とも連携を図り、自民党税制調査会へ当協会の

要望が反映されるよう国会議員へ陳情活動を展開

し、これらの現状維持を精力的に訴えた。

　その結果、12月15日に決定した与党税制改正大

綱においては、圧縮記帳では買い換え資産（船舶）

について、新造船または環境配慮型（中古船に限

定）の設備要件が課されたものの、ほぼ許容でき

る範囲の設備となった。また、国際船舶の登録免

許税の軽減措置について縮減があったものの、外

航コンテナの固定資産税、特別修繕準備金が現行

通り、コンテナ埠頭に係る固定資産税の特例措置

もほぼ現行内容で延長が認められるなど、概ね当

協会の要望が実現した。

　また、当協会の要望項目でもある『償却制度の

改善　①税法上100％償却を可能にすること、②耐

用年数の短縮』に関運し、日本経団連の税制委員

会企画部会では、「償却資産に係る税制ワーキング

グループ」を平成17年4月に設置し、以降4回に

亘り会合を開催した。

　同ワーキンググループでは、当協会財務幹事も

参画し、減価償却制度ならびに償却資産に係る固

定資産税のありかたについて検討を重ね、日本経

団連による平成18年度税制改正に関する提言にお

いて減価償却制度の改革として、償却可能限度額

については100％償却可能とする要望を盛り込むこ

ととなった。

　一方、経済産業省では、平成18年度税制改正要

望において、機械および装置を対象（船舶・建物

・構築物は対象外）とした償却制度の改善につい

て、備忘価格まで償却可能とする要望を行った。

　その後、自民党税制調査会で審議し、12月15日の

与党税制大綱において、長期検討課題とされ『減

価償却制度は費用と収益を対応させる観点から設

けられているものであるが、最近の償却資産の使

用の実態や諸外国の制度を踏まえ、企業の国際競

争力や財政への影響に配慮しながら、税制の抜本

的改革と合わせ、総合的に見直しを検討する。』こ

ととなった。

　今後、この結果を踏まえ、関係省庁などで償却

制度全体について検討されることとなるが、当協

会においてもこれを注視しつつ、海運業界が一方

的な不利益を被らないよう必要に応じて意見反映

するなど対応していくこととする。

　平成18年度の当協会が要望した海運関係税制改

正要望結果は【資料1】、改正後の海運関係税制の

全容は【資料2】の通りである。

2．平成18年度海運関係予算

　平成18年度予算については、国土交通省をはじ

めとする関係省庁が平成18年度予算概算要求事項

をユ7年8月末に決定し、財務省に対して要求を行

っていたが、12月24日の閣議において政府予算が

決定された。

　このうち、外航海運に関連する流通効率化・貿

易物資安定供給のための財政投融資（日本政策投

資銀行）については525億円を要求しており、当協

会としてもその動向を注視していたが、平成17年

11月初め、国土交通省海事局より、「政府において

政府系金融機関の民営化や統廃合についての検討

が行われているが、本件については今後、経済財

政諮問会議において議論されていくことになる。．

現在、日本政策投資銀行が行っている外航海運企

業向けの政策金融についても影響がある可能性も

ある。」との情報を得た。

　このため、本件について政策幹事会において検

討を行い、外航海運産業が高品質なサービスを提

供していくためには、不断の船隊整備による事業

基盤の強化を図っていく必要があることから、外

航海運事業に対する低利かつ長期安定資金の政策

金融の堅持を求めることとし、11月4日付で、国

交省海事局長および政投銀総裁宛てに同融資制度

の現行維持を要望した（【資料3】参照）。

　その結果、ユ2月24日に閣議決定された平成18年

度政府予算案においては、金利等の融資条件につ

いては、制度全体として、金利が現行の3つ（政

策金利1～皿）から2つに統合されたものの、当

該制度については当協会の要望通り、実質現行内

容にて存続されることとなった。また融資額につ

いては、「広域ネットワーク整備枠」（鉄道・航空

等を含んだ大枠）全体に対し2，51G億円とされ、海
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運向け融資はこの枠内で対応されることとなり実

質的に満額確保となった。

【資料1】平成18年度税制改正　最終結果

【海運税制】

（企画部　松本（税制改正）・宇佐美（予算））

項　　　目 現　行　制　度 要望内容
財務省（総務省）

@　整理案
最終結果

1，特定資産の買い換え

i圧縮記帳）の延長

船舶から船舶および内航船舶から減価

梛p資産への買換えにより生じた譲渡
綜Yの譲渡益については、買換資産の

??ｿ額を圧縮することにより、原則

ﾆして、その8096相当額までの損金算

?ｪ認められる。

@　減税見込み額
@　約17億6，000万円（平年度）

延長
i適用期限

ｽ成18年3月末）

買換資産である船舶を

V造船又は省エネ船に

ﾀ定

買換資産（船舶）に新造

D又は、環境負荷低減
^の設備要件を課し、

T年間延長
i法人税＝平成18年4

氏`平成23年3月末）

2．国際船舶に係る登録免

鱒ﾅの軽減措置

軽減後の税率（本則4／1000）

i、）所有権保存登記

@国際船舶．船舶価額の2／1000

拠?膜?ﾝ定登記
@国際船舶：債権金額の2／1000

@　減税見込み額

@　細，000万円
@　（平年度2．5／1000の場合）

@　【VLCC　3隻相当対象】

延長
i適用期限：

ｽ成18年3月宋〉

軽減税率引上げ
i1）および（2）

@2／1000→2，5／1000

税率を変更して2年間

?ｷ
@2／1000→2，5／1000

3，外航用コンテナに係る

ﾅ定資産税の軽減措置
課税標準：価格の4／5

@　減税見込み額

@　約5～6億円（平年度）

延長
i適用期限；

ｽ成18年3月末）

廃止 現行内容で2年間延長

4，とん税、特別とん税の

p止または軽減
税額
@と　ん　税　　1純トン当り　16円

@特別とん税　　1純トン当り　20円

廃止または軽減

｝
実現せず

5，外貿埠頭公社が所有お

謔ﾑ今後取得するコンテ

i埠頭に対する固定資産

ﾅ・都市計画税の軽減措
u

課税標準1

E平成1G年3月31までに取得の埠頭の

@うち、旧外貿埠頭公団からの継承資
@産　価格の3／5、その他　価格の1／2・平成10年4月i日以降に取得の埠頭

謫ｾ後10年間
@　　価格のレ5、その後　価格の1／2

@　減税見込み額
@　約22億円（平年度）

延　長

i適用期限’

ｽ成18年3月末〉

縮減 平成1B年4月1日以降
ﾉ新設分のコンテナ埠

ｪにかかる課税標準を
撃Qとした上で、2年間

?ｷ

6．内航燃料油に係る特例

ﾌ創設

輸入重油については無税措置、国産精

ｻ油については実質非課税措置（還付

ｧ度）の導入。石油石炭税2、040円！kL

@　実現の場合の減税見込み額
@　約80～90億（平年値）

一 『
実現せず

7中小企業投資促進税制
@（中小企業による機械装

u等の取得に係る特例）

@1）機械装置
@（取得価額160万円以上）

Q）器具備品

@（取得価額12〔四日以上）

R）船　舶
@（内航貨物船〔基準取得

@価額＝取得価額×ア5
@％〕）

取得価額×30刀GOの特別償却又は取得

ｿ額×7／100の税額控除

i資本金1億円以下の法人に適用、た

ｾし、税額控除を選択できるのは資本

烽R，000万円以下の法人のみ）

i船舶については、

譓?謫ｾ価頷×30／100の特別償却

狽ﾍ基準取得価額×7／100の税額控除）

@　減税見込み額
@　約しO26億円（平年度）

@　うち海事関係約26億円
@　（含む、造船、胎用、内航貨物船）

延長　　　　’
i適用期限：

ｽ成18年3月末）

縮減
寃梶[ス税額控除の廃

@止
尅ﾎ象設備の晃直し

寀?yび備品の除外

專ﾁ別償却率及び

ﾅ額控除率の引下げ

ﾁ償30％→20％
ﾅ額控除　ア％→5％

対象要件を一部変更の

繧Q年闘延長（船舶は

ｻ行通り）
ﾎ象要件に。トラック単両

@〔車両総重量3．5トン

ﾈ上）。電子計算機等及び一

閧ﾌソフトウエア

i器具及び備品は除

O）を追加

8．船員の支払給与に係る

ﾛ税標準の特例措置の創
ﾝ（法人事業税に外形標準課

ﾅを導入）

2004年度から資本金1億円超の企業に
ﾎし、外形標準課税を法人事業税に導入。この外形標準課税に係る付加価値

cの課税標準には、収益配分額に報酬

距^額が含まれる。

@税率
@　所　得　割　　　　　　　7．2％

@　付加価値割　　　　　　　0，48％
@　資　本　割　　　　　　　0．2％

船舶の乗組員に対して

x出される報酬給与額
�Z定方法から除外

一
実現せず
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【その他財務省より整理案の出た海運関係税制】

項．　　．目 現行制．度 要望内容 財務 m，饗斧） ﾅ終結果

○船舶の特別修繕準備金制

@度．

．5年毎の定期修繕（法定）に係る費用．の3〆4を、準備金として各年度に積立．

@　減税見込み額
@　約6～7億円（平年度）

一
○特別三三す碓．額の見直し

C糠用の3／4諏2

現行内容で存続

【国際課税】

項　　　目 現行制度 要．望．．内．容
財務省（総務省）．

@　整理案
最終二三．

1，タックスペイブン 特定外国子会社の利益 ω特定外国子会社にっき弘留保所得のある子会
　

実現せず

対策税制の見直し のみ合算課税コ損金は 社のみならず欠損金のある子会社も合算の対象．

含算不可 とすること

②　欠損金繰越期限を撤廃すること．（17年度改正

で、欠損金繰越期限を5年から：7年に延長）．

（3＞軽課税国の判定基準を引き下げること．．

④　課税済留保金額の損金算入制限を撤廃す．るζ．

と（17年度改正で損金算入制限を．5年を10年に．

延長）

⑤控除未済課税済配当の控除期間制限を撤廃す

ること

⑥．適用除外の非適用業種から「船舶の貸付」：を．

外すこと．．

移転価格税制上定義されている国外関連者から、1

タックスヘイブン対策税制が適用される特定外国．

子会社を除外する．．

2，外国税額控除制度 外国税額控除：． G＞一括限度方式の堅持．

　
．実現せず．．．

の見直し． ・損金算入に制限 ②　控除隈度超過額の損金算入制度の創設．．．：

・持ち株比率に制限 ①．控除限度超過となった外国法人税について

は繰越か損金算入の寒択を認めるこど．．

②．繰越期限内に控除でぎず、：控除不能が確定．

．した繰越外国港人税は損金算入を認める．ζと

（3）控除限度超過額および控除余裕額の繰越期間

．を撒廃すること．．

（4）間接外国税額控除制度の拡大．．

①．間接外国税額控除の持ち株比率の制限を現．

．行の「2596以上」．から．、．欧米先進国並みのDO％1

以上」．とするζと．．．1

②．．間接外国税蓼控除の対．象範囲を孫会社か．．

ら、曾孫会社ま．で拡大すること．．．

⑤．．みなし外国税額控除制度の維持．、．〔

⑥地方税から控除未済となった金額め還付制度．
．の創設．．．

．①地方税から控除未済となった金額はぐ法門．．

．税と同様に還付すること．

②．還付が認め．られない場合は、．少な：く．とも損

．：金算入を認めること．：．1

【一般企業税制】

項．　．目 現．行：制　度． 要望内容． ．．
燒ｱ省㈱務省）

@　　整理案．．．
最終結果．1

1，法人税の実効税率 引き下げ．．

一
．実現セザ．

2．連結納税制度の改善 ω．グル7プ内の寄付．．

　
実現せず．

金の容認．：

．：②．小規摸子会社の交

際費損金算入．．．

③．連結納税子会社の

轡吉納税適用以前の．

欠損金の当該子会社

所得とめ相殺

（4）連結対象に特定外

国子会社qOO％）．も．

含める．
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項　　　目　　　　　　　　現　行　制　度 要望内容
財務省（総務省）

@　整理案
最終結果

3，償却制度の改善 （D．税法上の償却可能額は取得価額の

@95％
A　耐用年数：油槽船13年、薬品槽船

@10年、その他15年

①税法上100％償却を

ﾂ能とすること

A船舶の耐用年数を

Z縮（税法上の償却

ﾆ会計上の償却を分

｣させることを条件

@とする）

一
与党税制大綱におし、て

沒｢課題とさ糠：。

4．償却資産（船舶）に係

骭ﾅ定資産税の廃止．

燗瓶などの償却資産に対する保有課税

ﾍ収益課税との二重課税で課税根拠が

s明確。．

償却資産に対する課税

ﾌ廃止 一
実現せず

【一般企業税制関係1

項　　　目 ．現．行．制　度． ．要望内容．．
財務省（総務省）

@　整理案
最終結果

．5，海外投資等損失準備金．

ｧ度．

海外投資を行う際の政治的・経済的リ．

Dス．クに備えるため、一定の要件に合致

ｵた特定株式などを取得した場合、．投
曹ﾌ糸定額を準備金と．して積み立てた．場合には積立金を損金算入でぎる特例

ﾏ立率．
@（イ）．資源探鉱．　　　　　100％．

@（口）資源開発．．　　　　　　．30％．

D（八）特定海外経済協力　　　　14％

@（二）新開発地域．　　　　　．．10％

@（上記八二については1平成11年3．

視灯注Fでに取得した特定株式等に限．

Dる）．

．延長．

i適用期限：

@平劇簿3月末）

「部縮減 ．資源開発事業等の対象

ﾆなる資源かう蛍右を

怺Oした上で、2年間

?ｷ

6．温眠i化対策税制の導入

ｽ対

　（環境省からは、京都議定書目標達成．計上に位置付けられた対策をより一薩

D確実に達成するため、化石燃料に課税．

Dする環境税を創設する方針が出されて

｢る）．

一 一
導入阻止．

　　　　　　　　　　　．V．欠損金の繰越期間制限

ﾌ撤廃

．． ｻ在はア年に制限されている（平成17

N度改正で．5年から7年に延長）．

撤廃．
一

18年度は実現せず．

8．欠損金の繰戻還付不適

p措置

租税特別措置により1．平成4年以降不

K用措置が継続されている

廃．．止

｝
実現ぜず

s適用措置2年間延長

甑受取配当金の苗金隈算

?ｧ度の改善

平成14年度の連結納税制度導入による

ｸ収の穴埋めとレて、以下の増税措置

ｪ行われた
D・．

ﾁ定利子規定の廃止

E特定株式以外の株式等に係る受取配

@当につき、益金不算入割合を8096が

@ら5〔％に減額、

．ω特定利子規定の復

@活
A特定株式以外の株．
@式に係る受取配当の：益金不算入割合の引

@上げ

一
実現せず

10．退職給与引当金制度 平成14年度の連結納税制度導入による

ｸ収の穴埋めとして、当該制度は廃止

ｳれた。

復活 一
実現せず

11，事前確認制度 新規導入

｝
実現せず

12，交際費の損金算入
｝

実現せず

13．減価償却費、．各種引当

燉又�焉A圧縮記帳積
ｧ金等の各種項目におけ

髏ﾅ法での損金経理．・利

v処分経理要件

会計と税務が分離していく流れのなか

ﾅ、．会計で処理したものしか認められ

ﾈいとする損金経理要件・．利益処分経

D理要件は不合理・

撤廃 一
実現せず

ぜんきょう如32006欝15
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【資料2】平成18年度税制改正後の海運関係税制一覧

項　　　目 制　　　度　　　の　　　概　　　要 適用期間

1，船舶の特別償却 ・外航環境低負荷船（3000G／T以上）

ﾁ償率　マ8／100

E内航環境三一荷船（300GIT以上）
ﾁ償率　雀6／10D

平17，4，1～平19，3，3了

ｽ17．4．1～平19，3．31

平18，4．1～平20，3．312．中小企業投資促進税

ｧ（中小企業による機

B装置等の取得に係る
ﾁ例）

取得価額×3G／100の特別償却又は取得価額×7／100の税額控除

i資本金1億円以下の法人に適用、ただし、税額控除を選択できるのは資本

@金3、000万円以下の法人のみ）

i船舶については、基準取得価額×30／100の特別償却又は基準取得価額x7／100

@の税額控除）

@1）機械装置（取得価額160万円以上）
@　　（リース費用総額210万円以上）

@2）電子計算機等及び一定のソフトウエア
@　　（取得価額120万円以上）

@　　（リース費用総額160万円以上）

@3）船舶（内航貨物船（基準取得価額＝取得価額×75％））

@4）トラック車両（車両総重量3．5トン以上）

3．特定資産の買換特例
i圧縮記帳制度）

昭45．4，1～平23，3．31ω船舶から船舶

A　内航船舶から減価償却資産
i（1×2）とも譲渡差益の8D96を圧縮記帳）

リｷえ資産（船舶）に新造三又は環境負荷低減型（中古船に限定）の設備要

昭594．1～平23．3．31

件が課される

4．特定外国子会社等の

鞄ｾの合算課税

特定の外国子会社等の留保所得のうち、親会社（内国法人）の持ち分に対応

ｷる部分を親会社の所得に合算して課税する。

平16，4．1～丁丁．33｝5．登録免言午税の課税の

ﾁ例

軽減後の税率（本則4／1DOO）

i1）所有権保存登記　　国際船舶：船舶価額の2．5／100D

（2）抵当権設定登記　　国際船舶：債権i金額の2．5／10DO

6．特別修繕準備金 修繕費用×事業年度の月数／60か月×3／4

7．船舶の耐用年数 ・油そう船　　　　　　　　　　13年・薬品そう船　　　　　　　　　　　τD年・その他のもの　　　　　　　　　　　15年

ヒ

8，とん税、特別とん税 （1）と　ん　税　　　　1純トン　　　　16円

A　特別とん税　　　　1純トン　　　　20円

9．固定資産税の課税の

@特例
@D船　舶

黹ﾏF一冒冒一一一

・課税標準：

i1）内　航　船　　　　　　　　　　　価格の1／2

A外航　船　　　　　　　　　　価格の1／6
i3）外国貿易船（外貿実績50％超）　　　価格の1／10

求@外国貿易船のうち国際船舶　　　　価格の1刀5

平9～平18年度取得分

2）外航用コンテナ ・課税標準：　　　　　　　　　　　価格の4／5
　　　　　　　「一ρ冒一一一一一一

ｽ10～平19年度取得分

平14，4．1～平20．3．31

抑．港湾施設の特例措置

@D外回埠頭公社が所
@　有又は取得するコン
@　テナ埠頭に対する固
@　定資産税・都市計画
@　税の軽減措置

|巨P．一一冒一匿．

課税標準：

i1）平成10年3月31までに取得した埠頭

@①　旧外罰埠頭公団からの継承資産　　価格の3／5

@②　その他（承継分）　　　　　　　価格のレ2
A平成10年4月1日～平成ユ8年3月31日までに取得する埠頭
@①　取得後10年間　　　　　　　　　価格のレ5
@②　そ　の　後　　　　　　　　　価格の1／2
i3）平成18年4月1日～平成20年3月31日までに取得する埠頭

@①　　　　　　　　　　　　　　　価格のV2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一一一
i1）公社から民営化会社への不動産の移転

一一「冒－－一一一一P一幽瞭曽－

ｽ1B．4，1～2）川幅埠頭公社の民

c化に伴う税制上の

蒲vの措置
　登録免許税　　軽減税率　8刀000（当初2年間）

@　　　　　　　　　〃　　15／1000（その後1年間）

@不動産取得税　　非課税
A公社から民営化会社へ承継するコンテナ埠頭
①　旧公団から白丁が承継した埠頭

@課税標準　　　価格の3／5（承継国IO年間）

A公社が解散するまでに所有した埠頭（①を除く）
@課税標準　　　価格の1／2（承継後10年間）
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項　　　目 制　　　度　　　の　　　概　　　要 適用期間

3）スーパー中枢港湾 課税標準：価格のレ2 平］7，4．1～平19．3．31

の次世代高規格コン

テナターミナルにお

いて整備される荷捌

き施同等に対する固

定資産税・都市計画
　　税の軽減措置－－一一一一一一辱¶魑－－一一一一一一一一p一酌－一

“「冒－一一－． 一一

4）P円法（民間資金等 課税標準：

の活用による公共施 ①　固定資産税（税率L4％）：価格の1／2 平12．4．1～平20．3．31

設等の整備等の促進 （2）都市計画税（税率0．396）1価格の1／2 平14，4．1～平20，3，31

に関する法律）に基 ③不動産取得税（税率3％）　：価格の1／2 平15．4，1～平19．3．31

つく選定事業として

整備される公共荷捌

き施設等の特例措置

η，海外投資等損失準備 積立率：

金制度 （イ）．資源探鉱　　　　　　　　　　　沁096． 平16．4．1～平20，3．31

（□）資源開発　　　　　　　　　　　30％ 平16，4．1～平20．3，31

（対象となる資源から蛍石を除外）

（ハ）特定海外経済協力　　　　　　　　14％ 平10，4．1～平20，3．31

（二）新開発地域　　　　　　　　　　　10％ 昭48，4．1～平20，3．31

（上記八、二については、平成U年3月3旧までに取得した特定株式等に限
る）

※下線は平成18年度税制改正による変更箇所である。

【資料3】

平成17年11月4日

国土交通省

　海事局長　星野茂夫　殿

日本政策投資銀行

　総　裁．小村三殿
社団法人日本船主協会

　　会長鈴木邦雄

外航船舶整備融資制度の維持に関する要望

拝　啓　時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。

　海運事業に．関する政策金融につきましては、平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

　さて、私ども外航海運産業は、我が国の貿易物資安定輸送を確保するという使命を担っておりますが、

その一方で諸外国の海運企業との熾烈な国際競争に晒されております。また、最近は、燃料油価格の高

騰、造船船価の上昇などにより、船舶経費が大幅に増加しております。

　今後も私ども外航海運産業が高品質なサービスを提供していくためには、不断の船隊整備による事業

基盤の強化を図っていく必要がありますが、船舶建造のための設備投資は、巨額の資金を必要とする上、

建造期閾も長期であり、投資資金の回収は相当長期にわたることから、民間金融による融資のみでは、

時々の金融情勢に左右され、長期資金を安定的に供給して頂くことは困難なものと思われます。このた

め、事業者にとりましては、低利かつ長期安定資金を確保できる政策金融が不可欠であり、また、船舶

の建造にあたっての収支採算も多くはこうした安定資金の確保を前提として計画しております。

　現在、政府においては、政策金融改革として、政府系金融機関の民営化や統廃合が論議されていると

灰聞しておりますが、私ども外航海運産業の果たすべき公益的使命と資金調達面の現状についてご理解

を賜り、外航海運事業に対する低利かつ長期安定資金の政策金融を堅持していただきたく、特段のご配

慮をお願い申し上げます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬　具

せんきょう力π2006膨17
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1ACS、タンカー／バルカーの共通構造規則（CSR）
を正式採択
一2006年4月1日以降の建造契

　国際船級協会連合（込CS）は、各船級協会によっ

て異なる船体構造部材の寸法（長さ、幅、板厚）

などの設計基準を統一するため、タンカーとバル

カーを対象とした共通構造規則（Common　Struc－

tural　Rules：CSR）の策定を行ってきた。この内、

タンカーに係る規則についてはABS（米国船級）、

LR（英国船級）、DNV（ノルウェー船級）によるJoint

Tanker　Project（JTP）が、またバルカーに係る規

則についてはNK（日本海事協会）、KR（韓国船級）

をはじめとする7船級によるJoiht　Bulker　Project

（JBP）がその開発にあたっていた（本誌2005年5

月号P．13参照）。

　今般、同規則の改正案が2005年12月に開催され

たIACS理事会において採択され、2006年4月1日

に発効することとなった。同規則採択までの経緯

等は次のとおりである。

（1）CSR採択スケジュールの延期

　　2005年4月にタンカー／バルカー両規則の第

　二次草案が発表されたが、この時、IACS内部で

　は、海運・造船業界が要望していた両規則間に

　おける技術的不整合の調和作業が進んでおらず、

　またCSR発効後の取り扱いについても意見が纏

　まっていなかった。このため、IACSメンバーで

　ある各船級協会は、2005年6月13日にパリにお

　いて会合を開き、概要以下のとおり合意した。

　①CSRを2005年10月1日までに理事会におい

　　て採択し、2006年4月1日に発効させる。

　②両規則間の調和作業に関し、短期で終了可

　　能な項目についてはCSR採択までに終了させ

　　る。時間を要する項目については採択後に作

　　業を開始することとし、その計画についても

　　採択までに明らかにする。

　③CSRの採択とともに規則の所有権は各船級

　　協会に属することとし、JTP／JBPは両規則の

　　開発等に要した費用を互いのプロジェクトに

約船に適用一

　請求することはしない。

　　これを受けて、当協会／日本造船工業会（造

　工）は、IACSに対して7月7日付でレターを送

　付し、2006年4月1日にCSRを発効させるため

　には、上記スケジュールでは第二次草案を検証

　する期間が不十分であること～また同草案に対

　する業界からのコメントをIACSがCSRに取り

　込む時間的余裕がないと思われることから、コ

　メントの受け付け期間、ならびに採択に関し再

　度スケジュールを延期するよう申し入れた。こ

　の結果、IACSは当初8月末までとしていたコメ

　ントの受け付けを9月末までに延期するととも

　に、採択を2DO6年1月1日までとすることを公

　表した。

（2）CSRに関する意見交換会の模様

　　2005年9月8、9日、東京において、IACSと当

　協会／造工との問でCSR策定に関する意見交換

　会が開催された。

　　席上、IACSはタンカー／バルカー両規則の調

　和作業に関する進捗状況、および今後のスケジ

　ュールについて説明を行い、「船体梁強度」や

　「腐食予備厚」等、短期間で調和可能な項目に

　ついては同年ユユ月30日までに完了し、「波浪荷重」

　や「疲労」等、更なる時間を必要とする項目に

　ついては、CSR採択後も作業を継続するとした。

　　一方、造工は、CSRの設計計算プログラムに

　関するソフトウエアが依然として不完全である

　ため、最終的な検証を行えないことから、これ

　を早急に改善して造船関係者に配布するよう求

　めた。これに対し、IACSは、同ソフトは各船級

　協会によって作成・公表されるため、配布時期

　については明確にできないが、JTP／JBPともに

　最低1セットのソフトを2005年中に提供するこ

　とを約束した。
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（3）IACS理事会によるCSR最終案の採択

　　2005年ユ0月11日にJTPよりタンカー規則最終

　案が、同年12月1日にJBPよりバルカー規則最

　終案が公表され、これらは12月13日から15日ま

　で開催された第52回IACS理事会において特段の

　変更無く採択された。この結果、CSRは2006年

　4月1日に発効することが正式に決定し、同日

　以降に建造契約が交される長さ150m以上のタン

　カー、および長さ90m以上のバルクキャリアに

　適用されることとなった。また、長期的な調和

　作業については、今後5年をかけて継続するこ

　とが合意された。

　　現在、造船関係者が最終的なソフトを用いて

　試計算を行なっているところであり、個々の船

　種における重量増加については2月中には明ら

　かになる模様である。

（4）CSRにおける「塗装基準」適用時期について

　　国際海事機関（IMO）では、耐用年数15年を想

　旧した「防食塗装の性能基準（塗装基準）」を将

　来的に海上人命安全条約・（SOLAS条約）に取り

　入れ、バルカーの二重船側部、および全船種の

　バラストタンク等に適用することが既に合意さ

　れている。同基準案は2006年2月に開催される

第49回設計・設備小委員会（DE49）において作

成される予定である。

　本塗装基準については、INTER［ANKO（国際

独立タンカー船主協会）等が船舶の安全性を強

化するため、CSRに同基準を盛り込むよう、IACS

に強く要望していた。これに対しNKは、同基準

がIMOにおいても未だ検討段階にあり、これを

CSRに取り入れれば海運・造船業界に混乱を招

くことになるとして反対した。このような状況

から、IACSは両者の折衷案として、同基準をCSR

発効直後には適用しないものの、IMOにおける

適用日より前倒しで実施するという内容をCSR

に盛り込んだ。

　IMOにおいて、同基準の適用を強制化するた

めにはSOLAS条約H－1章3－2規則の改正が

必要となるが、現在のところ、改正規則案は最

短で2008年5月に採択され、2010年1月に発効す

ると見られていており、この発効日以降の起工

船が適用対象となる。

　しかしながら、CSRにおいては、上記改正規

則案が採択された日以降に建造契約が交される

タンカー／バルカーに同基準を適用することと

なった。　　　　　　　　．（海員部：高野）

　外航船社問協定に対する独禁法適用除外制度（以

降「除外制度」）を巡る最近の動き（シンガポール、

EU）は以下の通りであり、欧州委員会が除外制度

の廃止を公式に提案した一方、シンガポールでは、

海運界などからの要望を反映（当協会もコメント

を提出）した形で独禁法適用除外制度が新たに認

められたことが特筆される。

　我が国では、船舶・荷主間の協議メカニズムが

確立されており、当協会もコンテナ・シッビング

・フォーラムへの協力＊ユやASF　SERC（アジア船

主フォーラム　シッビング・エコノミックス・レ

ビュー委員会）におけるアジア荷主との対話＊2を

通じ、日本はもとよりアジア各地における荷主との

相互信頼の深化と、除外制度への理解促進に努め

ているところである。国土交通省もこれら乱声・

荷主間の自発的な取り組みを評価した上で、（日本

の）除外制度は我が国荷主の利益を確保・向上させ

るものと認識＊3している。

　当協会は、EU、豪州などの除外制度見直しに対

しては、引き続き現行制度維持を求めるとともに、

上述のアジアにおける取り組みや除外制度に対す

る評価が、各地の除外制度の見直しにおいても十

分に考慮されるよう、働きかけを継続することと

している。

　なお、各地の除外制度に関する動きに関連し、

我が国公正取引委員会は05年エ1月末、外航海運に
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輔匿W5髄暉W5騰灘轡騒懸羅轡騨羅騨醗繊轡麟、難験蕪

関する実態調査を開始し、日本発着の貸船・外船　　な制度が策定・施行されるよう取り組みを継続す

社、関係荷主等にアンケートを実施した。　　　　　ることとしている。

1．シンガポール

　2004年10月に成立した2004年競争法（The　Com－

petidon　Act　2004）の大部分の規定は06年1月1日

に施行予定であるものの、外航船社問協定に対す

る適用除外制度が盛り込まれていなかったため、

当協会はQ5年5月に開催されたASF総会のSERC

会合において問題提起の上、同月、香港船卸と連名

で除外制度策定を求めるコメントを提出した。＊4

当協会のコメント提出と相前後して、シンガポー

ル船協（SSA＞、　ICS（国際海運会議所）なども同趣

旨のコメントを提出している。

　その後も、SSAなどによるシンガポール政府へ

の働きかけが行われていたところ、同国独禁当局

（シンガポール競争委員会（CCS））は、05年12月

6日、外航船社間協定（同盟、協議協定、コンソ

ーシアム）に対し、当面の間、競争法適用除外を

与えることを公表した。プレスリリースの概要は

以下の通り。

一CCSは、貿易産業大臣に対し、外航定期船社問

　協定を競争法の適用から除外することを提言す

　る。

一包括適用制度に関する規則は、06年7月までに

　最終化し、06年1月（＝競争法施行時〉に遡及

　して適用することを目指す。

一包括適用除外制度は、定期船社の同盟、協議協

　定、コンソーシアムを対象とする。

一コンソーシアムに対する包括適用除外は、2010

　年（＝EUのコンソーシアム規則の定期見直し期

　限）を期限として認める。

一同盟と協議協定に関する包括適用除外は、当面

　の間認めるものの、海運業を取り巻く内外の状

　況に応じて適宜見直しを行う。

一包括適用除外制度の内容は06年3月後半に公表

　し、関係者の意見聴取を行う。

当協会は引き続き、SSAなどと連携して、適切

2．E　U
　2003年3月以来、外航定期船社間同盟に関する

EU競争法適用除外制度（欧州理事会規則4056／86）

の見直しを行ってきた欧州委員会は05年12月ユ4日、

これまで得られた関係者意見、公聴会、外部委託

した調査結果等を踏まえた上で、現行同盟制度を

廃止すべきとの最終結論をまとめ、同日付にて4056

／86廃止提案を規則の改廃権限を持つ欧州閣僚理

事会に提出した。欧州委の発表の要旨は以下の通

り。

〈定期船同盟関係〉

一欧州委は、同盟制度（4056／86）廃止を欧州連

　合理事会（閣僚理事会）に提案する。

一現在の同盟はEU競争法の定める適用除外を与え

　る要件（ローマ条約81条第3項）を満たしてお

　らず、同盟廃止は運賃低下やサービス向上等に

　つながる。

一同制度の廃止は閣僚理事会が廃止を採択してか

　ら2年経過後に実施。（船社・EUメンバー国に

　十分な対応期間を与えるため）

一同制度廃止の場合、欧州委は海運分野における

　情報交換を含む共同行為に対してEU競争法がど

　のように適用されるかに関するガイドラインを

　出す予定。

一ガイドラインでは、trade　associa丘onも．しくは対

　話フォーラムの設置、運賃指標やサーチャージに

　係る共通フォーミュラーの発表等の問題を扱う。

一欧州委は、同盟制度に関する国際的側面を十分

　認識しており、これまでも米、加、豪、日本等

　主要貿易相手国と緊密に連絡をとってきた。今

　後も二国間の連絡を継続したい。但し、EUの貿

　易相手国が船社の同盟結成を強いる制度を採ら

　ない限り、法制の衝突は発生しない。太平洋航

　路等EU外の航路で同盟の継続に関しては、欧州

　委がそれを妨げるものではない。

一本提案は、コンソーシアムへの競争法包括適用
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除外制度（欧州委員会規則823／2000）には影響

を与えない。

〈不定期船・カボタージュ関係〉

一上述4056／86廃止提案には、不定期船・カボタ

　ージュに関する競争法手続法からの適用除外措

　置（欧州理事会規則1／2003　32条）の廃止を

　含めることとす．る。

一これにより、欧州委は同分野において他業種と

　同じく、競争上の手続権限（調査・罰金課徴等）

　を持つこととなる。

一上述のガイドラインは、不定期船・カボタージ

　ュもカバーするものとなる。

　今後は、06年1月下旬に開催される競争閣僚理

事会（運輸閣僚理事会メンバーの出席も可能）で

本提案に関する審議が開始される。欧州委は、06

年末までに理事会が提案を採択することを望んで

いると報じられているが、審議には数年を要する

との見方もあり、提案の採択時期は未確定である。

　なお、欧州議会は本件に関しては諮問を受ける

ものの、閣僚理事会との共同決定権は有さず、拘

東力のない意見を提出できるに留まる。

　また、上述の定期船・不定期船等に関する欧州

委のガイドラインについては、06年9月に関係者

の意見を求めるIssues　Paperが公表され、07年末

を目途に最終化される予定である。

　当協会は、外航船社横協定は海運業界のみなら

ず貿易業界全体にとって有益なものであるとの考

え方に基づき、ICSやECSA（欧州船協〉などと連

携して除外制度維持に向けてコメント提出をはじ

めとした取り組みを行ってきたが、これらは欧州

委には受け入れられなかったこととなる。今後は、

閣僚理事会での審議を通じ、ECSAなどの関連団体

とも協調して当協会意見の反映に努めることとし

ている。

＊1　本誌2005年12月号P，25参照

＊2　本誌2005年4月号P．8参照

＊3　「海運同盟への独占禁止法適用除外に対する行政の

　見解」国土交通省海事局外航課長（当時）櫻井俊樹

　氏（『海運』2005年3月号P．16、日本海運集会所）

＊4　コメント詳細は本誌2005年6月号P．24参照

　　　　　　　　　　　　　　（企画部：山上）

新年賀詞交換会を開催

　当協会は、1月5日困、海運ビル2階大ホールにおいて新年賀詞交換会を開催した。一昨年まで

（社）日本海運倶楽部が主催していたが、同倶楽部の解散に伴い、昨年より当協会の主催により海運

1造船関係者が参加し開催している。

　当日は、松村国土交通副大臣より挨拶をいただき、国土交通省等官庁関係、経済関係団体、報道

関係などから約430名にも及ぶ多数の参加者の下盛大に行われた。　　　　　　　（総務部：斎藤）

▲鈴木邦雄当協会会長 ▲松村龍土国土交通副大臣 ▲会場の様子
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乙BlMCO／lSF　2005年船員需給調査一
偏附蜘轟雛綿二蕊謡ゑ轟

　ボルテック国際海運協議会（BIMCO）およびISF

（国際海運連盟）は、1990年より5年毎に船員需

給に関する世界的な調査を実施しており、この度

2005年の調査結果「BIMCO／ISF　2005　Manpower

Update」を発表した。以下は、同調査のサマリー

レポートの内容を当部にて和訳したものである。

　なお、同サマリーレポート（英語版）は、以下

ISFホームページアドレスから入手できる。

http：／／wwwmaris6c．org／resources／Manpower

2005UpdateSUMMARY．pdf

概　要

　「BIMCO／ISF　Manpower　Update」は、商船に乗

り組む船員に関する世界的な需給調査の中では最

も包括的な調査と考えられる。2005年の調査結果

は、1990、1995、2000年の調査結果の積み重ねとな

っており、次の二つの主要な調査結果を提示して

いる。

　①現在の世界的な船員の需給状況

　②海運産業が状況の変化を予測し、適切な対

　　応策を講ずるための今後5年～10年間の予測

　本調査結果には、海運会社の経営者や海事行政

機関の見解および英国のWarwick大学の学術的な

分析を組み入れている。

　サマリーレポートでは、主な結論と要点を概説

している。

1　主な結論

（1）2005年の供給

　　今回の調査結果による世界全体の船員供給数

　は、ほとんど全ての主要な船員供給国およびそ

　の他海運国から、最新の政府統計値を収集する

　ことにより推定したものである。この調査結果

　から、2005年における全世界の船員供給数は、

　職員が46万6，000人用部員が72万1，000人と推定し

　ている。北米、西欧、および日本等の経済協力

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　；嚢疇1
蝋熱蝋。＿二臨舗縞藁＿凱＿．蒸i臨一丁＿＿＿誌＿証謡護1

開発機構（OECD）諸国は、引き続き重要な職員

の供給国であるが、東欧諸国において職員数の

増加が際立っている。極東諸国およびインド亜

大陸は、引き続き重要な部員の供給国であると

ともに、職員の主要供給国として急速に発展し

ている。

図1船員供給国（ケータリングとホテルスタッフは除く）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（千人）
　　　　0　　　　　50　　　　100　　　　肇50　　　　200　　　　250
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團

（2）2005年の需要

　　世界全体の船員需要数は、過去における調査

　のために開発されたコンピュータープログラム

　を用いて、夫々の国の現在の配乗基準・予備員

　率の予測の改訂のみならず、世界の商船隊の隻

　数、船型および船種における変化も十分に考慮

　．して推定した。また、クルーリストに基づく配

　乗基準を確かめるために国際船員研究センター

　（SIRC）のデータベースも使用している。

　　需要予測は、船型と配乗人数を考慮し、供給

　予測と一致するように測定した。その測定値は、

　約100社からの十分な提供資料から引き出し、全

　体の需給バランスを予測している。

　　現在における世界の船員需要数は、職員が47

　万6，000人、部員が58万6，000人と推定している。

　これらのデータには、国籍、年齢構造、および

　離職による減少予測情報も含まれている。

（3）2005年需給バランス

　　表1は、職員については理論上、控えめな推

　測をもってしても、1万入（全体の労働力の2％）
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の不足、部員については著しく過剰な状態であ

ることを示している（※ユ）。しかしながら、この

内どの程度の部員が国際航海に従事できるのか

疑問が残る。

　今回推定した職員不足は、前回の調査に比べ

緩和されている。職員の供給が改善されたのは、

インド亜大陸および極東諸国における海事訓練

のレベルが上がったことが挙げられるが、その

他の理由としては、㎝CW（※2）95条約の履行に

より不正免状が減少したことから、より正確な

データが報告されたこと、および東欧諸国の船

員が自国船の減少により、世界の船員マーケッ

トに進出してきたことなどによる。

　なお、前回の調査に比べ職員不足は緩和され

ているものの、特殊船や特定の職位にある職員

は、深刻な不足状態にある。いくつかの国では、

早期退職が職員不足の原因となっている。

　前回調査で予測したとおり、2000年から2005年

まで、毎年船腹量が1％の増加で推移した。特

に大型船舶の増加が目立った。職員の需要につ

いては、2000年の予測より高い数値で推移し、

船員全体の需要については、2000年の予測より

急速に増加している。また、供給についても、

顕著に増加している。

　異なる文化・言語、国際経験不足および船員

国籍制限など、船員の余剰国から不足国への補

充の妨げとなる障害が存在することから、予測

される職員不足は2％となっているものの、実

際には推計以上に深刻であると予想する。

表1　2005年の船員需給状況 （千人）

供　　給 需　　要 バランス

職　　　．員
466 476

．一
P0

部　　貴 721、 586 ．135

（4）今後の需給バランス見通し

　　今回の調査結果においては、将来におけるさ

　まざまな船員需給バランスのシナリオを提示し

　ているが、海事訓練および離職船員に対する対

　策が講じられなければ、控えめな予想をもって

　しても、現在の緩やかな職員不足はもっと深刻

　な状況になると最近の状況および海運会社の経

　営者の見解が傾向を示して．いる。なお、ここで

　は、過去ユ0年間の実績を参考に、世界の船舶数

　の推移は、僅か1％程度の増加を見込んでおり、

新入／離職率は、過去5年間とほぼ同様の水準

で想定されている。

　本予測は、メインレポートにおいて深く探究

している多くの要因から成っているため、非常

に精緻なものであり、本サマリーレポートに添

付されているいくつかの図表例を用いて簡単に

説明している。上述の要因の中には、不確定な

ものも含まれているが、需要は増加し、供給は

減少するという見通しは、海事産業にとって好

ましくない状況を示している。

表2　船員需給バランス

2005
i千人） ％

2015
i千人）、 ％

職　　員 一10 ．一 Q．1 一27 一5，9．

部　　員
135

1B．8
167

21．6

2，主要点

（1）変化する船員の国籍

　　今回の調査結果は、船員の労働市場の中心が

　引き続き西欧、日本、北米といった伝統的な海

　運国から、極東諸国、インド亜大陸および東欧

　諸国に移っていることを表している。中国にお

　いては、海事労働者の供給が著しく増加してい

　るものの、労働力の殆どが、拡大する国内の需

　要を満たすために自国の商船隊に配乗されてい

　る。また、中国人船員の申には、英語力に問題

　のあるものもいる。

（2）増加する船員需要

　　過去10年間で、商業貿易に従事する船舶数は

　年率約1％ずつ増加している。職員・部員双方

　に対する全体的な需要増加は、ある程度は船舶

　の大型化による。新造船は増加し、船舶のスク

　ラップは減少している。労働時間規制やISPS

　コード（※3）などの国際的に求められる要件によ

　って、船上での作業量が増加していることから

　今後の1隻あたりの配乗船員の減少は見込まれ

　ない。従って、船舶数の僅かな増加予測であっ

　ても、船員の需要は更に高まる結果となるであ

　ろう。その需要増加に対しては、船員の補充お

　よび訓練の強化によって対処するしかない。ま

　た、特定の職位にある船員不足および特殊船の

　職員不足の解消のためには、教育訓練に真剣に

　取り組む必要がある。

ぜんぎよう∫碗2006勲23



（3）高齢化するOECD諸国職員への依存

　　世界の商船隊は、引き続き、多くの職員を欧

　州、北米、日本およびその他のOECD諸国に依

　存している。しかしながら、これらの職員の25

　％以上が50歳、50％以上が40歳を超えており、

　その殆どは船機長などの上級職員であり、上級

　職員に替わる十分に訓練・経験を積んだ代替要

　員がいない状態で、彼らが退職した場合、影響

　は非常に大きなものとなる。

㈲　アジア船員の上級職員への昇進の必要1生

　　本調査結果では、極東諸国またはインド亜大

　陸の職員は、OECD諸国と異なり、50歳を超えて

　海上職に留まろうとするものが殆ど存在しない

　ことを示している（特に極東諸国の50歳以上の

　職員については8％にも満たない：図3参照）。

　これが唯一の理由とは言えないものの、これら

　の国の船員が上級職員として現れない理由の一

　つであると言える。この傾向は、新興船員供給

　国においても予想され、年齢構成も時間が経つ

　につれOECD諸国の形と同様になるであろう。

　過去10年間の統計から、年齢構成は、この傾向

　が一貫して続いていくことを示している。今後、

　職員が50歳までに退職し続けるなら、アジアの

　職員がOECD諸国の上級職員に取って代わると

　の予測に疑念を抱かざるを得ない。現時点では、

　東欧諸国の船員の退職傾向は明らかではないも

　のの、今後の5年間で明らかになるであろう。

図2　職員の年齢構成＝OECD諸国
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図3　職員の年齢構成＝極東諸国
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紛　新規船員の増加および離職船員の削減の必要

　性

　　幸いに、新規船員の補充と訓練の全体的なレ

　ベルは上昇している。しかしながら、今回の調

　査結果では、新規採用レベルの更なる上昇の必

　要性を示している。それと同時に、離職数を減

　らさなければならない。このことは、特に職員

　訓練生と関連しており、約10人に1人が訓練未

　了で失敗していることを本調査結果が証明して

　いる（インド亜大陸およびアフリカ／ラテンア

　メリカでは極端に低い数字となっている）。これ

　を解消するためには、船員数を維持するための

　要因について把握することの他、訓練生の選定

　の基準・職業認識の見直しが必要である。なお、

　いくつかの国では、部員から職員への昇進のた

　めの必要な教育および技量を身に付けさせるた

　めの方法を考えている。

（6）データ改善の必要性

　今回基本資料における明確な改善点は、SI℃W

　95条約の履行により、不正免状が減少したこと

　から、より正確なデータが報告されたことであ

　る。しかしながら、依然として各国資料の改善

　の必要性が相当あり、今回の調査結果では、多

　くの国における資料不足が明らかとなった。本

　調査の一義的な目的は、国ごとの分析よりも、

　世界的な需給状況についての展望を提示するこ

　とにあり、本資料は、世界的な需給状況を論じ

　るための国の行動指針になり、今後の対策に役

　立つと思われる。

3，結　び

　今回の調査結果では、職員については世界的に

若干不足し、部員については引き続き過剰である

ことが示された。前回の予測から比べると、職員

不足は小幅であるが、特殊船および特定の職位に

ある職員が不足していること、また世界的に船腹

量の増加が継続していることおよび労働時間規制

やISPSコードなどの国際的に求められる要件によ

って作業量が増加していることから、これからの

10年間も能力を有する船員の需要は増加していく

ことを示している。船員補充と訓練強化および離

職率の低下を図らない限り、この需要増に対応し

ていくことができないであろう。
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図6　船舶職員の需給ギャップ
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※1　前回の調査結果においては、2005年の職員につい

　ては3万3，000人の不足、部員については23万人の過剰

　になるであろうと予測している。（本誌200〔｝年5月号P．33

　参照）

※2　船員の訓練要件、資格証明、当直の基準などに関

　する国際的な統一基準を定めた条約。ユ978年7月7日

　に採択され、1984年4月28日に発効した。1992年末か

　ら、連続的に発生したタンカー事故および海難事故に

　おけるヒューマンファクターを考慮したISMコードの

　強制化等の動きと相まって、包括的な見直し作業が進

　められた結果、1995年7月7日に78年条約の内容を全

　面改正した95年改正条約が採択され、1997年2月ユ日

　に発効した。

※3　船舶と港湾の国際保安コード。船舶と港湾施設が

　協調して、テロ行為などの保安に脅威を与える事を阻

　止することを目的としている。2002年12月ユ3日に改正

SOLAS条約として採択され、2004年7月1日に発効し
　た。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（海務部：堀）

ぜんきょうノ礁2006働25



1…1　　　　、，，、i

縣董；1憂：蕪釜1潔

〆　　　．．‘．「

！　　　　　「一匡

こ＝＝＝こ＝二：二1

一国際海運会議所⑯＆国際髄運連盟㊥

●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●

名　　称：Interna廿Qnal　Chamber　of　Shipping（国際海運会議所）

　　　　　International　Shippillg　FederaUon（国際海運連盟）

所在地：（事務局）Maridme　International　Secretariat　Services　Limited（Marisec）

　　　　　12Carthusian　Street，　London，　ECIM　6EZ　United　Kingdom

Tel：＋4420－7417－8844　Fax：＋4420・7417－8877

HP：http：／／www．marisec．org／（ICS／ISF共に）

会　　長：Mr．　Ro廿Westfa1－Larsen（ICS／ISF）

事務局長：ML　Chris　Horrocks（ICS／ISF）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▲Larsen氏　　　　　▲Horrocks氏
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2003来日時撮影）

1｛羅麟軽ll細φ船主協会等によ蠣成される国際籠団体諸唯軽詳論灘

◇lCS（国際海運会議所）

　加　盟：35団体＋準メンバー6団体（各国／地域船協レベル）

　設立：1921年

　船主の利益を擁護・代表し、商船隊の発展を促進させることを目的とする団

体。各国／地域船協や企業の代表が集まり委員会等で海洋環境保全・船舶航行

安全・海事法制・情報システム等に関し具体的な検討を行い、国際海運業界と

しての意見を集約、IMOなどにおいて海運業界を代表する組織として助言・意見開陳等の活動を行って

いる。（ISFの活動以外の全分野）

〈機構〉

総　　　会 執行委員会 海　　務　　委　　員　　会

海洋法委員会
保　　険　　委　　員　　会

海運政策委員会（SPC）

海運PRワーキンググループ

無線および航行小委員会

運河小委員会
原油タンカー部会
バルクキャリア部会

ガスキャリア部会
コンテナおよび危険物部会

客　　　船　　　部　　　会

造船および設備小委員会

環境小委員会
ケミカルキャリア部会

26趨ぜんぎょうル躍2006



◆ISF（国際海運連盟）

@総　　　会

qICS／ISF活動のフロー〉

　加　盟135団体＋準メンバー1団体（各国／地域船協レベル）

@設　立：1909年

@船員の労働条件、資格、訓練、福利厚生など海上労働問題全般にわ

ｽる国際的な検討、処理を目的とする団体（労働問題に特化）。メンバーに海上労働問題に関する助言

w導を行なう一方、業界の声を集約し、ILOやIMOにおいて使用者を代表する国際組織として活動して

｢る。

q機構〉

@　　　　　　　　理　　事　　会　　　　　　労　務　委　員　会（LAG）

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　配乗および訓練委員会（MTC）

　　　　●

､　・　吻
@　　　　　　　　　　　，

　　　　　iMO∵．lLO等

U噂各国政府無噸
撃h暇㌣1遣　　　　　．「賛　　　　　．㌃Pり．「戸戸、　∵”ご辱　㌔炉　　　　　輝鱒（所麟二二1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（HPより作成）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘

E各国の船主協会は会員の個々の海運会社に対し助言を行なう

E各国の船主協会はICS／ISFの政策を各国政府へ助言し、また国際会議へ出席する

@政府代表団の一員として参加する

@直接的（工CS／ISFとして）および間接的（各国政府を通じて〉に業界の意見等を国際会議において反映

ｳせている。

国際海事Worid～Webから～は海運に関係のある国際的な機関・団体等のHPにアクセスし内容をご紹介していくコーナーです。

Rーナー掲載内容以外の情報につきましては各機関にお問合せください。　　　　　　　　　（コーナー担当：総務部・長嶋）
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阪神地区事務局の廃止にあたって

　本年2月末をもって阪神地区事務局が廃止され

るにあたりまして、私が船主協会に勤め始めた頃

を振り返ってみたいと思います。ただし、阪神・

淡路大震災で事務局にあった書類の殆どを失いま

したので、思い違いなどあるかと思いますが、ご

容赦ください。

　私は昭和43年大学卒業と同時に船主協会に採用

されまして、阪神地区事務局に勤務することにな

りました。当時の事務局は現在と同じ商船三井ビ

ll　事務局が入居儲船三井ビル

毒　鰍瓢鵬鰯粥聯盟脚欄響

蒙瀟瀟鰍＿蹴総欄講
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ル4階にありました。総務・業務・海務・労務・

海図の5課目わかれており、総務には和文タイピ

スト、私送便の定時制高校生、嘱託の小使いさん

を含め7人、業務・海務・海図がそれぞれ2人つ

つ、労務は外航中小船主労務協会の阪神支部への

出向者2人、一洋会への出向者1人を含め5人、

事務局長を含め合計／9人の大所帯でした。阪神地

区所属の会員会社は70余社で、2年後の昭和45年

には100社に達しました。

　神戸港にポートアイランドが完成、マトソン社

のコンテナ第1船が入港した年でもありました。

当然ながらまだ在来型貨物船がたくさん入港して

おり、特に月末・月初は入港船で込み合うため、

神戸税関が関係者を集めこの対策を検討されたり

しておりました。

只今作業中。
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　その後、昭和48年に事務局は明海ビル5階に移

転、途中2度目5年間にわたる本部勤務がありま

したが、平成7年の阪神・淡路大震災までそこに

勤務し、震災で事務局のあったビルが潰れました

ので、現在は商船三井ビルの4階にいるという訳

です。

　この間、愛媛・中国地区の会社多数の入会もあ

りましたし、内航から近海への進出、会社の度重

なる合併や統合、2度にわたる石油ショック、船

員制度近代化、緊雇対などなどを経て、いまや会

員数31社、その内訳は神戸に14社、大阪に8社、

四国・中国に9社となっています。

　現在、事務局は私と主任の女性の他、一洋会の

職員の計3入です。事務局の廃止も世の中の流れ

かとは思いますが、いささか寂しい気持ちがする

阪神地区船主会活動中です。

のもやむを潤えません。

　最後に、長年にわたりご指導・ご鞭捷をいただ

いた会員会社の皆様を初め関係官庁、関係団体な

ど数多くのお世話になった皆様方のご健勝と、会

員である海運会社がますます発展されるようにお

祈りし、事務局廃止にあたってのご挨拶とさせて

いただきます。本当に長い間ありがとうございま

した。

　　　　　　（阪神地区事務局長　谷ロ　一朗）

糟
馨
潔
馨
弱
諜
嚢
一
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タンカー訪船記

　2005年11月16、日、職員研修の一環により筆者を．

含め当協会7人のスタッフは、新日本石油タン

カー株式会社海門グループ・和田さんにご案内

を頂き、新日本石油精製株式会社根岸製油所を

訪問、荷役中の内航アフラタンカ」「錦江丸」

を見学した。

　最寄の根岸駅より専用の小型送迎バスで製油

所へ。到着後、タンクの立ち並ぶ広大な構内を

走り、A桟橋に接岸・荷役中の同船へ向かう。

ヘルメット・救命胴衣を着用し、甲板の多くの

パイプラインの下をくぐりぬけ、船内に入る，先．

ずは大型テレビ等AV機器やマッサ「ジチェアの

ある居住区の休憩室にて、船長にご挨拶をした。

同階には食堂・厨房・会議室らしき部屋・荷役

のコントロールルーム等が広がり、船舶独特の

．機器を除けばファイルやEAXの並ぶ一見普通の．

オフィスと変わらないような錯覚さえする。荷

役中のためコントロールルー．ムではチーフオフ

ィサー（一等航海士）がパソコンに向かい勤務

中であ．つた。翌日にはまた出航とのことでゆっ

rくりもしていられないようである。同船は内航

の日本船めため21名・玉響日本人船員とのこと。

外出されている人も多いのか人は少なめであっ
た。． D内なので天井は低めであるが、ベージュ

を基調とした室内は思ったより明るい印象。根

岸駅よ、りご案内してくださっ．た和田さんによる

と、船での勤務は一旦乗船すると数ヶ月乗りつ

づけるため、長期の乗船になると疲れるという。

　小休憩の後、’いよいよ居住区から見学が始ま

った二先ずは同母の食堂、厨房岱。タ7カーの

△錦江丸へ向かう桟橋にて

ため火気は一部を除き厳禁、厨房も火は使えず、

ヒーターで調理をしているそうである。その後

急勾配の階段を使い（船内の階段はほとんどそ

うである）上階へ、文具やプリンタ用紙等が並

ぶ備品室、船員の方が使用する船室、船長室を

見学させていただいた。想像していたよりも各

部屋は比較的広めであった。いよいよブリッジ

へ。パソコンやECDIS＊1、　AIS＊2等の機器が並

ぶ傍らには、鉛筆で書き込みがいろいろなされ

た海図が大きく広げられて．いる。上に置かれた

デバイダー、三角定規。．多くの機器がコンピュ

ーター化され、船内LANが張られた現在でも、

アナログも重要でありまた健在なようである。

ブリッジの外へ出るとファンネルがすぐ近くに

見え、上方にはINMARSAT＊3のアンテナとレー．

ダーが見られた。

　その後ブリッジから見下ろした多くのパイプ

が並ぶ甲板を歩く。甲板を触ると温かい。冷える

と固まってしまう原油を積載しているので常に

温めているとのことだった。船体の端．の方にあ

る筒のようなものを覗くとく遥か下にかすかに

水面が見えた。バラスト水とのことだったQ目

を傍らの海面へと向けるとそれはかなりの高さ。

原油をおろしているため満載ではないが｛台～

7メートルあるとのことだった。甲板にいくつ

も走る白い筋はなんと塩1この船がいくつもの

航海や荒波を経験していることを感じさせる。

　次ばドアのついた船内エレベータ（定員6名）

を使い下層部へ。エンジンルームを見学させて

いただいた。停泊中なのでメイ．ンエンジンは止

三
三

▲Gaptain’s　roon1（船長室）。来客用ス　　ム船員さんの部屋。思ったより広めで
　ペースもあり、広いで．す　　　　　　　した
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められているが荷役のための発電機やモーター

が稼動、機関士の方がモニタチェックをされて

いた。こちらも多くのレバーやメーターのよう．

なものが並び、素人にわかるはずもない。ただ、

「A重油使用中」との文字を発見。船舶の燃料

は、発電機も含め主にC工油といわれる精製度

の低い燃料油であるが、環境を考え同社では停

泊中のみA重油（C五油よりも精製度の良いも

の）を使用している、と機関士の方よりお話が

あった。

　舌ンジンルームを出て下を見下ろすといくつ

もの階段が続いているのが見えた。． D底は遥か

下らしい。少し歩くと発電機の音が凄ま．じく、．．

近く．では会話はほぼ不可能。音同様発する．熱も

凄いらしく、船舶の動力エリアはかなり暑い。

真夏の状況を考えると∵船員の方のご苦労がし

のばれる。和田さんによるとメインエンジンが．

動け1ぎ更に音は倍増．し、男振り手振りで章馬韓．

通をとることもあるそうだ。

　広い船内外を歩き回りも．との休憩室へ戻り、．．

バスを待つ間船上での生活、素朴な疑問など和

田．さんのお話を．伺う。当協会に入社するまで、．

物流　海運業に全．く無縁・無知であった自分に

と．つて、お話1つ1つの全てが自分にとって新．．

しいものであり、船の現場というものきほんの

僅かな一部に過ぎないのであろうが、知るζと

ができたような気がした。こういつ．たことを知．．

つた上で業務に取り組むめとそうでな．いのとで

は、業務遂行におけるコミュニケーション等に

おいて大きな違いがでてくると個人的には思う。

そしてご案内め和田さんを含め船内でお目にか．

かった船員の方お一人お一人が船舶を支え、船

舶一隻一隻が企業を支え、業界を、日本経済を

孟．ブリッジでAISについて伺う

妻

支えて吟るの灯との壮大なつ．ながりに少々．思い．

を馳せた。船内にい．るうちに陽が落ちて、精油

所側のいくつもの光が煤きζ美し．い．夜景までお

土産に戴いてしまつ．た。

　今回の研修に参加でき．ましたこ．と乱関係の皆

様には貴重な機会を本当に有難う．ございました

＊　なおこの研修は2回に分けて実施され、先立つ

　こと11月10日には、同様にスタッフ7名が同所

　を．訪問、新日本石油タンカー・丸本さんご案内

　の下、「新世丸」を訪船致しました。

＊1ECDIS：Electronic　Ch舐Dlsplay　and　h㎡o㎜a血on

　Systemの略6溝図情報をデジタル化レ、　CD　ROM
　に納めた電子海図をモニター画面上に表山する装置

　　レーダーの画像情報や入ヵさμオ航1毎情報とをリ／

　ク．させて電子海図の諏像と重ねて表示で．きるほカ、

　電子海図上に百船の予定航路を設定し、．オートブイ

　ロット．（自動操舵装置）．に接続して　針路や航路を

　自動制御するな．ど寅度な付加機能を持つものもある

＊2　AIS：4uto加atic　ldent迅qation：Syste卑の略．自船ρ

　船名、位置、速力おまび針路等の情報を、船舶の丁丁旺

　を行う陸岸局および他船に自．動的た送信すると同時

　に、他船からも同様の情報を自動受信し表示するこ

　ζに．タり、輻蜘毎域で②航行管制お＝よ．ゲ他船との衝

　突回避に役車でるためのセス．テム。改年SOL薦条約

　発効によ．り．2003年7月1日．以降、lri再次AIS：φ措載が義

　．務！寸けらμ｝国際臨画心する維トノ数300トノ以

　上の全ての船舶に適用されている。

＊3　1NMARS訂’国際海事衛星機構。．1979年に．設立』

　サービス開始は1982年。静止軌道に打ち上ヴう．れた．

　　9つの衛星により、船舶をはじめ航空機、陸上交通．．

　機関．に．よる竜舌．・．テ．レッ．．クス・フ．．アノクス・．ハソコ．．

　ン通信な．どの世界．的な利用を可虎と．するシ．ステム

　31ヶ月、．約40の地上島で受信する。．当初は船舶の運

　航状況や海難、航行安全情報の提供に留ま6ていた

　が、順次対象範囲を拡大した6．

　　　　　　　　　　　　　　（総務部：長嶋）

磯
繍
融

輪
爺

▲広大な甲板。背景には製油所が見え
　ます（ブリッジより）．

▲甲板にて和由さんめ説明を伺う
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1鐡国土交通省は・ヒュ覗ンエラー｝こよる重大

峯鍛1事故やトラブルの防止対策について検討する

　　「運輸安全マネジメント態勢構築に係るガイ

　　ドライン等検討会（座長：杉山武彦・一橋大

　　学学長）」第1回会合を開催した。

響　　シンガポール競争委員会は、2006年1月目り

　　施行される2004年競争法に際し、2006年7月ま

　　でに外航船社問協定に対する包括適用除外制

　　度を策定し、1月に遡及して適用する方針を

　　示した。（P．19海運ニュース参照）

講国土交通省は・日’ASE訓交通連携プロジェ

馨鱗クトの一環として「アジア地域・船員の資質

鍵騰㌫」をフィリピンのマニ

　　IACS（国際船級協会連合）は理事会を開催し、

　　タンカー・バルカーの共通構造規則（CSR）の

　　最終規則案について審議がなされ、採択され
i麟た調馬は2。。6年4月1日の予定。

　　（P．18海運ニュース参照）

同庁1第8回「船員保険制度のあり方に関する検討

ii忌事（座長：岩村正彦・東京大学大学院教授〉」

　　が開催され、検討会報告がまとめられた。

照影欧州委員会（EC）は、欧州閣僚理事会に対し、

ii圏｝ii海運同盟の独占禁止法（競争法）包括適用除外

　．を規定した欧州理事会規則4056／86を廃止す

　　る提案を行った。（P．19海運ニュース参照）

蹴磐灘涛翻欝膿歪日面弄

　．の買換特例措置（圧縮記帳）についての買換

　　対象に一部設備要件が課されたものの、ほぼ

　　許容できる範囲となるなど概ね現行内容で存

　　続が決定した。（P．11海運ニュース参照）

罐鎌平成18年度予算の政府案が出され、国土交通

li園ili省関係では「スーパー中枢港湾プロジェクト」

巴：の385億円等が計上された。

鑑繍饗脚狸弊紙灘二馨
　　（第9回）が開催された。

　　．回中間会合が東京において開催された。

　　（P，7海運ニュース参照）

塑儀国土交通省は、政策群『安全かつ効率的な国
灘蟻擦物流の実現』に関する関係省庁調整会議に

　　おいて平成17年中にとりまとめることとなつ

　　ていた「国際海上コンテナの陸上における安

　　全輸送ガイドライン」および「官と民及び事

　　業者間での電子化促進に向けたグランドデザ

　　インのイメージ」を発表した。
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懸・

提出日　2005年12月6日

宛　先　国土交通省、日本経団連

件　名：石綿による健康被害の救済に関する法律

　　　　案について

要　旨：標記法律案においては、事業者からの拠

　　　　出金の徴収にあたって、「労働者を雇用す

　　　　る事業主」と「船員を雇用する船舶所有

　　　　者」と分けて記載されるとともに、船舶

　　　　所有者からの拠出金徴収について環境再

　　　　生保全機構を活用するとしているが、こ

　　　　れらに関連し次のとおり当協会意見を述

　　　　べる。

　　　・船員保険の分野でも、既存の保険徴収シ

　　　　ステムが存在することから、環境再生保

　　　　全機構を活用するのではなく｛既存のシ

　　　　ステムを活用すべきである。

　　　・これに関連し、法案の書き振りを「既存

　　　　の保険徴収システムを活用するものとす

　　　　ること」等の表現．に改めることにより、

　　　　「労働者を雇用する事業主」と「船員を

　　　雇用する船舶所有者」の別を無くすべき

　　　　である。

会議名：ILO海事総会・合同海事委員会

日程：2月7日～23日・24日

場所：ンユ不一フ

齢曜堀獅　》．毒、

会議名：IMO第49回設計設備小委員会（DE49）

日程：2月20日～24日

場　所：ロンドン

会議名：国際油濁補償基金（10PCF）

日程：2月27日～3月3日
場所：．ロ．ンドン
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1，わが国貿易額の推移

海運統計一翻一一…　一一

　　　（単位：τ0億円）　　2．対米ドル円相場の推移（銀行聞直物相場）

輸　出 輸　入
前年比・前年同期比（％）

年　月 （FOB） （CIF）
入（△）出超

輸　出 輸　入

1990 4L457 33，855 7，601 9．6 16．8

1995 411530 31，548 9，982 2．6 12．3

2000
51β54 40，938 10，715 8．6 16．1

2001
48，979 42，415 6，563 △5．2 3．6

2002 52，1c9 42，228 9，881 6．4 ▲G．4
2003 54，548 44，362 10，186 4．7 5．1

・2004 61，i82 49，17ア 12，0D5 12．2 10．9

2004年12月 5，395 4，258 1，137 8．8 1LO

2QO5年1月 4，412 4，218
194

3．2 11．4

2
4，847 3，757 1，090 1．7 1L4

3
5，776 4，657 1，119 6．1 7．7

4 5，5D6 4，548
958 7．8 12．8

5 4，796 4，503
293 1．4 18．7

6
5，478 4，609

869 3．6 τ1．1

7
5，537 4，668

869 4．3 11．7

8 5，221 5，108
112 9．1 21．3

．
9

5，925 4，9フ2
953

8．8 17．5

10 5，910 5，092
818

8．0 17．9

剪 5，915． 5．，：31フ．．． ．597．．． D14．：7．．． P6：．7．「

（注）財務省貿易統計による。

3．不定期船自由市場の成約状況

年　月 舗）平均 最高値 最安値

τ99D 144．81 124．30 16D．10
1995 94．06 80．3D 104．25
200D

107．77 102．50 114．90

20D「 121．53 ｝13，85 131．69
2002 125．28 115．92 134．69
2003

115．90 107．03 120．81

2004 108．］7 102．20 114．40
2005

110．16 102．15 121．35

2005年1月 103．2〕 102．15 104．57
2

104．88 103．63 105．73
3 105．31 104．10 107．35
4 107．36 105．78 108．68
5 106．91 104．68 108．OB
6

108．63 106．82 110．40
7

川．94 110．95 112．99
8 1τ0．72 109．33 112．40
9

川．06 109．15 113．15
10

114．B2 113．48 115．90
1
1 118．41 τ16，55 119．83

．12．． ．．118．．7．64．． P021．15．． P21．．35．．．．

（単イ立：干M／T）

区分 航 海 用 船

定期 用船

△
シングル

（品　目 別 内　訳）

年次

口　計 連続航海
航　海

石　炭 穀物 砂　糖 鉱　石 スクラップ 肥　料 その他
Trip Perbd

1999 1411321
1，304 150，481 56，184 3D，686 3，274 57，309

235 11709
1，082 149，734 39，581

2000 146，643 2，182 144，461 46，549 26，147 4，576 67，431
198 182 1．55、 17G，D32 45，021

20D1
154，005 3，063 150，942 52，324 16，789 7，288 72，177

472 978 914 150，154 38，455

2002 132，269
978 131291

43，406 15，182 5，853 65，105
442

1，Q54
249 184，890 5G，474

2003
99，655

11320 98，335 30，722 6，097 3，657 57，001
248 438 172

208，690 81，721

2004 83，398 2，414 80，984 31，875 5，621
700

41，394
596 69D 108

25D，386 59，906

20D5　4 4，322
0

4，322 2，328
170 0

1β20
0 4 0

21β71 5，549

5
6，407

D
6，407

11828 282 0 4，217 80 0 0 τ9，684 11844

6
8，957

670 8，287 3，026
328 0

4，874
55 4 0 16，70丁 1，902

7 9，311
0

9，311 3，596
478 27 5，028 52 130 0

27，463 3，052

8 4，359
0

4，359 1，870
463 16

2，010
0 D 0

23，263 4，646

9 4，9フ7 0 4，977 1，860
332 0

2，785
o 0 D 26，99フ 5，912

マ0 7，265
70 7，195 L750 495 14

4，925
0 1

1
0 29，425 5，296

1
1 7，795

15G 7，645 2，20G
193 14

5，090
o 148 〔

〕 34，830 3，494

．12 ．41…463 0． ．4，，463
．．
Q99． 0

．．

Q1，663． @　．0
0 86 20，， U39 2，393、：

　　　　（注）①マリタイム・リサーチ社資料による。②品目別はシングルものの合計。③年別は暦年。
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；『i：機場薄型二隈懲撚重韓盤濡脳鏡勲騨議蝦蟹鋳聾婁搬盛照照轍愚詠難騒驚驚荷馬鶴翼黛懸繍藤登難撫無鐸舞騒輔無懲凝撚謡無購毛i鱗脳謡鑑熊蝦蓼ミ聞継黒鍵欝ミ蕊齋雛燃1鶴1
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4。原油（ペルシャ湾／日本・ペルシャ湾／欧米）

ペルシャ湾／日本 ペルシャ湾／欧米

月次
2003 2004 2005 2003 2004 2005

最高 最低 日読「

謫ｯ
最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低

1
161．00 102．50 152．50 87．00 85．00 59．50 120．00 75．00 127．50 82．50 77．00 62．50

2
132．50 67．50 159．00 102．50 167．50 75．00 117．50 6500 13250 8750 140．00 112．50

3
160．00 1D5．00 117．50 70．75 τ37．50 75．00 145．00 85．00 112．50 60．00 τ02．50 75．00

4
137．50 52．50 110．00 77．50 96．00 80．00 97．00 45．00 87．50 67．50 90．00 72．50

5
109．50 42．00 125．00 71．25 90．00 62．50 99．00 50．00 100．00 69．50 88．25 62．50

6
90．00 56．00 135．00 114．00 67．50 52．50 70．00 52．50 U2．50 87．5Q 61．25 50．GQ

7
63．75 4500 148．00 T20．00 102．00 73．75 54．0D 42．50 マ23．00 95．00 85．00 62．50

8
68．00 41．00 121．00 97．50 72．50 56．50 5ア．50 4D．00 102．50 87．50 67．50 60．00

9
135．00 7G．00 157．50 83．50 102．50 62．50 115．00 50．00 145．00 75．0G 102．5G 65．0G

10
78．00 42．50 290．00 156．00 125．00 90．00 90．00 47．50 225．00 117．50 120．00 87．50

1
1 152．50 102．50 350．00 265．00 216．00 τ35．00 126．50 75．00 255．00 167．50 170．00 130．00
12

τ60．00 133．75 31000 8500 137．50 95．00 225．00 97．50

（注〉①日本郵船調査グループ資料による。

　　④グラフの値はいずれも最高値。
②単位はワールドスケールレート。　③いずれも20万D／W以上の船舶によるもの。

5．穀物（ガルフ／日本・ガルフ／西欧） （単位：ドル／トン）

ガルフ／日本 ガルフ／西欧

月次
20Q4 20G5 2GO4 20G5

最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低
1

一 60，50　　59．75
一1 一2

ア3．00
　 　 一3

72．50
『 一 一4

一 『 ｝ 一5
一 『 ｝ 一6

37．00
『 ｝ 一

7
50，00　　46．50 37．75　　37，50 『 一8

53．75
一 『 　9

一 』 『 　10
59．00 47．50

一 一1
1 62．50

』12
61．00

一
（注）①日本郵船調査グループ資料による。②いずれも5万ロ／W以上8万〔〕／W未満の
　　船舶によるもの。③グラフの値はいずれも最高値。

㌧蕊鵠：；㍉こ∴舜㌦詫四＝∴1・胃β∴凝ノ囁斧一15∵’二郷湾二∵・・｝・1∴ガ．～・1評∴㌧；、写＼爵、、”1内チ、ζ、げρ耀！二三鶴き1．：｝涛1揺鷲・ハFげ”『こ勉誇べ囁い四内戦「
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6．石炭（オーストラリア／西欧）・鉄鉱石（ブラジル／中国・ブラジル／西欧） （単位：ドル／トン）

オーストラリ ア／西欧（石炭） ブラジル／中国（鉄鉱石〉 ブラジル／西欧（鉄鉱石）

月次
2004 2005 2004 2005 2004 2005

最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低
　　　　　最低一隅取同 　　　　　　最低』宣園田

最高　　最低
1

39．70　　35．00 一 46．50　　34．00 40．00　　1250 26，00　　22，00 1975　　16，0D
2

32．0D
一 50，00　　3500 36，00　　33，00 26．00　　20．フ5 22．00　　17，25

3
31．65 27．00 40．00　　35．50 39．25　　3475 19，00　　17，25 16．20

4
『 一 35．00　　3250 38．50　　3400 18．DO　　］525 24，25　　22，75

5
18．30

一 26．50　　25．DO 33，40　　2150 14，75　　1L30 20、50　　ユ3，25
6

『 一 28．00　　22、90 2L50　　1668 13．50　　　825 1125　　10，00

7
『 一

32．00 23、50　　1900 18．90　　1690 1150　　9，25
8

『
13．60 34，50　　10，20 24，50　　17．50 19．00　　1490 12，15　　10．30

9

『 一 37．55　　30．00 29．5D　　260D 18，25　　1450 一10
27．50 2L50 4Q，00　　33，25 34，00　　2763 一 18、50　　15，BO

11 4100 45．80　　40．00 32．00　　23，48 　
14．00

τ2

『 50，60　　4180 2ア．10　　22．50

（注）①日本郵船調査グループ資料による。

　　③グラフの値はいずれも最高値。
②いずれもケープサイズ（14万DIW以上）の船舶によるもの。

7，タンカー運賃指数

夕 ン 力 一　　運 賃 指 数
月次

2003 20D4 2005
VLCO

中型 小型 H・D H・C VLCC Suez Afra Handy Clean VLCC Suez Afra Hand Clean
1

9B．6 161．9 165．6 266．3 23L　3
133 250 289 386 28フ 80 170

2㍗o 307 322
2

133．3 180．9 186．8 267．1 245．6 マ32 178 215 355 326 135 マ65 181 233 267
3 114．0 224．9 275．6 290．0 273．4

132 153 182 238 323 96 162 195 255 289
4 128．6 240．2 294．0 290．0 328．2

96 141 140 204 210 85 124 157 212 274
5

79．8 150．4 217．7 200．0 294．3
95 137 164 201 235 75 ］37 旧1

271 253
6

85．4 156．2 200．9 235．0 231．1 η9
149 193 233 256 61 126 157 267 253

7 50．6 110．5 132．9 250．O 2210 127 156 ｝87 243 24D 83 1D8 144 248 243
8

52．8 103．2 1677 1975 2211 107 155 169 219 21ア 69 107 133
］90

211
9

58．4 92．1 138．2 208．9 233．1
103 154 163 229 226 82 120 154 244 350

10
57．9 120．4 1533 202．Q 1800 195 285 355 320 263 109 1B6 149 376 385

1
1 70．4 158．4 1640 2583 213．3

276 342 374 433 390 179 225 269 358 312
12

125．5 2789 3325 2900 288．6
216 240 268 378 36フ

平均 87．9 164．8 202．4 246．3 246．8 144．3 195．Q 224．9 286．6 278．3

（注）①2003年までは「Lloyd’s　Shlp　Manager」、2004年からは「Lloyds　Shlpplng　Economlst」による。②タンカー運賃はワー

　　ルドスケールレート。③タンカー運賃指数の5区分については、以下のとおり（～2003）⑦VLCC：15万トン以上◎中型：7万一
　　15万トン⑳小型：3万～7万トン◎H・D＝ハンディ・ダーティ：3万5000トン未満㊥H・C＝ハンディ・クリーン全船型。（2004

　　～）⑦VLCC：20万トン以上◎Suez：12～20万トン⑪Afra’7～12万トン◎Handy：25～7万トン㊥C「ean：全船型

｝囁兎 R・＝マ～　　　ら’扉♂　；・∵　「　　ら”
“　　　　再　需rP　、、　　　　　　　　　　　　、彗　，　　　　P♂

㌃
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8．貨物船定期用船料指数
2002 2003 2004 2005

月次
総合指数 BDl 総合指数 BDI 総合指数 BDI 1．2万～

@2万
2万～
R，5万

3，5万～

@　5万

5万～
W，5万

8．5万～ 総合指数
BDI

1 89 889 185
1，733

553
4，539

686 656 577 846 680 677 4，471
2 73 915 156 L669 613

5，290
899 579 531 711 711 715 4，51］

3 1Q2
1，Q73

151 11802 615
5，122

432 550 65Q 766 7Q5 565 4，685
4 104

1，085
203 2，081 558

4，635 一

588 580 760 635 624 4，810
5 93 11034 290 2，317

533
3，452 一

579 526 544 545 552 3，737
6 95

1，035 304 2，135
401

2，762 一

440 421 422 306 412 2，586

7 99
1，005

273
2，238

478
3，971 一

375 350 305 288 342 2，307
8 113 992 276 2，322

562
4，竃80 一

284 281 300 279 285 2，169
9 125

1，063
294 2，467 514

4，214 曽

335 334 385 389 352 2，949
10 114

1，063
337

4，477
503

4，602 一 3フ7 353 419 469 391 2，949
1
1

140 ｝，163 309 4，046
544

4，264 一

370 354 367 450 376 2，991
12 154

1，163
360 4，539

701
5，176 2，624

出所＝

　（注）

「〕oy〔1唱s　Shipping　Economist」

①船型区分は重量トンによる。

②用船料指数は1985年＝100。

③BDI（Baltlc　Dry　Index）は月央値。

9，係船船腹量の推移
2003 2004 2005

月次 貨物船 タンカー 貨物船 タンカー 貨物船 タ　ン　カ　一

隻数干G／T千D／W 隻数千G／T千D／W 隻数千G／T干D／W 隻数千GIT干D／W 隻数千G／T千DIW 隻数千G／T千D／W
1 241　　1，859　　11958 43　　　905　1，838 205　τ1317　11350 53　　　287　　　489 138　　　779　　　830 35　　　135　　　209
2 236　　1，865　　11911 44　　　741　1，488 206　11236　11279 51　　　286　　　490 τ47　　　766　　　813 32　　96　142
3

237　1，770　1，791 45　　　485　　　940 188　1，156　11234 56　　　300　　　509 137　　　733　　　ア97 33　　　　147　　　229

4 232　1，687　1，720 44　　　361　　　706 181　　1，101　1，232 55　　　　163　　　256 130　　　670　　　765 35　148　231
5 224　　11525　　1，555 46　　　525　　1，016 175　　1，041　1，178 54　　　145　　　224 128　　　640　　　752 36　　　　103　　　150

6
215　　L441　1，513 48　　　527　1，019 168　　　935　　1，057 55　　　　142　　　218 129　　　637　　　750 36　　　　103　　　　150

7 226　　1，556　　11719 48　　　524　1，014 166　　　902　　11006 52　　　　131　　　204 達33　　　641　　　754 34　　99　145
8

215　1，477　1，633 50　　　786　11569 159　　　900　　1，008 50　　　　130　　　　199 τ32　　　645　　　766 34　　99　145
9

213　1．407　1，534 50　　　784　1．567 146　　　802　　　881 47　　90　146 134　　　668　　　745 34　　　1ア0　　　了94

｝0 203　　1，273　　1，383 53　　　709　言1414 155　　　882　　　934 43　　　103　　　148 138　　　676　　　75τ 34　　　103　　　149
1
1 209　］1320　L406 52　　　706　L40フ 138　　　813　　　87ア 38　　　　113　　　　162 139　　　649　　　731 34　　　13τ　　　173
12

2G7　、1308　11386 51　　　705　L4G7 モ38　　　811　　　877 39　　　143　　　218

（注）インフォーマ発行の〔］イズ・インアクティブベッセルズによる。

藻．囁r：；・51遍i｝；・読宙ζ彦：1，㌢31鐸yビ＝論1・ごひ認1稔’；ミ：・蕊：・数1瓦∵｝よ凛難く．＝iiき罷：寧ヘニ観1．蔑ザ：脇：ド鷺：二1；i『葺1贋趣軍il鵜二壷．：，1職・｝給摂號ぎ窯il濃斡・履ごi藷三《1；；ジ：；ぐぎi濠・籍色：＝：．〆1ジ㌧ゴ嘱・㌧：
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轍鷹㎜　一一一一一一一一 ﾒ集雑感一一一一一…一一一一一一一

　IMO（国際海事機関）といえば、海運や船舶に関

係する条約や規則などの技術的な問題を検討する

国際機関として、読者諸兄もこ既承のことでしょ

う。ここでは海上安全委員会や海洋環境保護委員

会といった委員会等において、各国政府の代表団

が自国の主義主張を通すため喧喧謬誇の議論がな

されている。当協会も、わが国政府代表団の一員

として参加し、意見反映に努めているところであ
る。

　このIMOのトップである事務局長のミトロプロ

ス氏が、先般、東京で開催された「国際交通セキ

ュリティ大臣会合」出席のために来日した。その

折、当協会の鈴木会長との会談があり、小生も同

席させていただいた。

　同事務局長はギリシャ出身の65歳。商船、コー

ストガード等での乗船経験を経て、海運経済に関

する研究で博士号を取得したり、Lloyd’s　Register

of　Shippingで海上技術に関する研究をしたりした

秀才でもある。1979年にIMO事務局に参加し、2003

年に事務局長まで登りつめた。

　会談では、鈴木会長から海賊・テロ等のセキュ

リティ問題や、IMOで作成される国際ルールと各

国・地域ごとに作られる地域規制との整合性等に

ついて言及があり、IMO主導による問題解決を要
請した。

　ところで、2004年のIMO予算における各国の拠

出金額を見ると、日本は第6位の約1億6千万円
（全体の4．0％）を拠出している。1位はパナマの

約7億6千万円（同18．9％）であるが、邦船越の

多くの船舶がこの国に便宜置籍していることを考

えれば、邦当社が支払った税金から賄われる拠出

金は相当な額にのぼると想像できる。

　自分たちだけに都合の良い規則を作る気はもち

ろん無いが、IMOの運営に重要な役割を担ってい

る我々の立場が正しく認知され、より大きな発言

力と存在感があって然るべきと考える次第である。

日本船主協会　海務部長　半田　枚

一一一一一一 ﾒ集委員名薄心蹴～　・～　　蹴聯…編集後記　櫓隅田’賦

第一中央汽船　総務グループ次長

飯野海運　総務グループ広報・IR室

川崎近海汽船　総務部副部長

川崎汽船　旧・広報グループ情報広報チーム長

日本郵船調査グループコンテナ・港湾調査チーム長

商船三井　広報室マネージャー

三光汽船　社長室経営企画課長

三洋海運　総務部副部長

新和海運　総務グルーブ総務・法規保険チームリータL

日本船主協会　常務理事

　　　　　常務理事

　　　　　服務部長

　　　　　企画部長

　　　　　総務部長

　　　　　海務部労政担当副部長

加藤和男

石川達也

廣岡　啓

高山　敦

細野直也

鹿野謙二

遠藤秀己

荒井正樹

藤田正数

梅本哲朗

植村保雄

半田　牧

園田裕一

井上　　晃

山脇俊介

　明けましておめでとうございます、とは

言っても既に年度末に向け、慌しい日々を

送っている方も多いかと思います。一番寒

い時期でもありますので体調を崩さずに過

ごしたいものです。

　今年も当協会では3月31日に業界新入社
員を対象とした海運講習会を開催致します。

なぜ海運業だけこのような会があるのかは

私も知らないのですが、とかく目の前のこ

とで一杯になりがちな新・社会人に業界全

体というマクロ的視点でアプローチするこ

とは海運人として成長する上でプラスに働

くのではないか、と個入室には思っていま

す。また、当然個々の企業はライバル的側

面を持っていても、業界全体で日本の経済

の根幹を支えているという意識が必要な業

界だからこそあるのではないかとも思いま

す。各社のご参加をお待ちしております。

　　　　　　　　　　　　　　　（MN）
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　四方を海に囲まれ、資源小国・貿易立国であるわが国にとって海運は国の存立にかかわる重要
産業ですが、わが国海運業は、諸外国との競争において税制の上で大きなハンディキャップを負っ
ています。

　欧州先進海運国は、船舶のトン数を基準に法人税額を算出するトン数標準税制を相次いで導入

し、企業がこれを選択的に採用できるようにすることにより、海運業所得に対し大幅な減税を行

い、自国海運の維持・発展を図っています。例えば、イギリスでは、海運の果たす役割の重要性

から、海運業への実効税率は他産業の1／10程度ときわめて低くなっていましたが、さらにトン数

標準税制の導入によって、その半分程度に軽減し、自国海運を強化しています。

　産業と国民生活の基礎を支えるわが国海運を維持していくため、税制上の競争条件を諸外国と

同一にしていただきたい、というのが私たちの切なる願いです。

　海運税制の充実・改善は、小泉内閣の構造改革が目指すわが国産業・経済の競争力の強化に資す

るものと、私たちは考えます。

トン数標準税制の導入国

．導入済み

導入決定済

オランダ、ノルウェー、ドイツ、イギリス、スペイン、ギリシャ、デンマーク、フランス、

アイルランド、ベルギー、インド

米国、韓国

の

⑨

っ　諸タト国　＿…

　　　　税豚
窩、〃

♂　・　　』’…ウノ・

　　船が支える日本の暮らし

社団法人日本船主協会
http：〃www．jsanet．or．jpノ



平成18年1月20日発行　毎月1回20日発行　No　546昭和47年3月8日第3種郵便物認可欝藩No．546轡｛一　＿m　　　　　　　嘱　　脇・ノせんきょう［圏涯懸蘇、．2006年新春を迎えて日本船主協会会長【】鈴木邦雄1［匿躍藝欝サバナの海事博物館で毎日新聞社論説室顧問α玉置和宏2［睡建艦灘鑑賢き　　　ニアミト1．シップリサイクル関係機関／国／団体が一同に会す　一ILO／IMO／バーゼル条約第2回合同作業部会（JWG2）の模様一2．アジア船社の共通認識を共有　一アジア船主フォーラム（ASF）シッビング・エコノミヅクス・レビュー委員会（SERC）　　第18回中間会合の模様一1．現行海運税制の存続決まる　一平成電8年度海運関係税制改正・予算が決定一2．IACS、タンカー／バルカーの共通構造規則（CSR）を正式採択　一2DO6年4月1日以降の建造契約船に適用一3．シンガポール政府、独禁法適用除外制度策定へ　一一方、欧州委員会は除外制度廃止提案を公表一4411　．黛日＝　1．　竃難雛｝船舶職員不足を懸念　一BlMCO／lSF　2005年船員需給調査一22［國躍醗簸国際海運会議所ICS＆国際海運連盟ISF26［1囲璽麗欝欝28海運日誌（12月）32船級だより　　　33海運統計編集雑感4833・新年賀詞交換会を開催。タンカー訪船記1023欝饗轡2006年の年頭にあたり一言こ挨拶申し上げます。　われわれ海運業界の大きな使命は、わが国の産業、暮らしを支えるライフラインとして膨大な量の物資を安全かつ安定的に輸送することにあります。そして、その基本となるのは安全運航の徹底に他なDません。　海⊥：人命安全条約（SOLAS条約）を始めとする各種国際基準の遵守に加えて、船体構造や航海設備等における安全技術の開発や採用、乗組員に対する教育信川練の充実、強化など、ハード、ソフトの両面から地道な安全対策を推進していく所存です。安全運航を徹底する上で最も重要なことは、日常における安全対策の積み重ねだと確信しています。こうした取σ組みを徹底することで、海難事故や白濁による海洋汚染を防止できるものと考えています。　また、昨年3月には日本籍タグボート「津駄天」がマラッカ海峡において海賊に襲撃され、日本人船長を含む乗組員3名が拉致されるという事件が発生し、一躍世間の注目するところとなりました。最近ますます凶悪化する海賊行為や船舶に対するテロの脅威などに対しては、本船の保安対策の徹底を図る一方、関係省庁を通じ、関係各国の海上警備機関との連携の強化、協力体制の確立を働きかけております。　さて、昨年、一昨年と海運市況は、コンテナ船、不定期船、タンカーの3部門ともに堅調に推移し、外航海運各社は好業績を達成するところとなりま蔦　識鎌　　　　　　　　　　　　　　日本船主協会　　　　　　　　　　　　会長鈴木邦雄した。一方、世界的な海運好況を背景に、既にトン数標準税制を導入している各国海運企業にあっては、わが国との比較において法人税負担が10分の1以下に軽減されています。この傾向が続けば邦船各社と外国船社の財務体質の格差は今後ますます拡大していくこととなり、土船各社の競争力が相対的に低下していくことは明らかです。わが国においても一刻も早くトン数標準税制が導入されるよう、関係者で叡智を絞っていきたいと考えています。　運航費の面では、昨年来の燃料油価格の高騰が海運企業の経営を圧迫する状況になっています。特に、燃料費が運航コストの過半数を占める内航海運各社にあっては、燃料油価格の高止まりが経営に深刻な影響を及ぼしています。　国内物資の安定した輸送を維持していくためにも、各方面に対し内航海運業界への支援を要請するとともに、必要な規制緩和や税制措置の導入を訴えて行きたいと思います。　この他、いよいよ仕上げの段階に差し掛かる水先制度の抜本改革、船長・機関長2名配乗要件の撤廃と日本人海技者の確保・育成問題など期限が定められた課題への対応、冒頭で述べた船舶の安全運航や海洋環境の保全への取D組みなど、海運業界を巡る課題は山積していますが、関係者のこ理解、ご協力を得ながら一つ一つ問題の解決に全力を尽くして行く所存です。ぜんきょうノα％．2006麟1’墾、　群■毎日新聞社論説室顧問玉置和宏■　一箇年のサミット（主要国首脳会議）は米国のジョージア州サバナという小さな港町で行われた。こう書くといやその年はシーアイランド・サミットだったと訂正されるかもしれない。その指摘は正しいがシーアイランドはサバナから100キロ以上離れた首脳たちの会議のホテルの場所であって取材陣のいた所ではないのである。　最近のサミットは反グローバリゼーション団体などからデモの標的になることが多い。警備上の理由でこうした入里離れたリゾート地区で首脳会合を開き、報道陣はそれをIT化された大型モニターを通じて取材することが多くなった。首脳たちと我々のなまの記者会見の際だけは大統領ら首脳が国際メディアセンターに直接やってくる。つまり報道の拠点がサバナという町にあったということである。　そんなことよりこの人口約5万人のサバナに1週間余り滞在して日本人に余り知られて居ないこの町がすっかり気に入ったのである。一言でいうと美しくゆったりしているし上品な感じがする。米国人はここを米国で最も美しい町と言う。一番人気のある町としていつもトップクラスにあるのも当然と思う。　この月報の読者は海運関係者が多いだろうからこの港町を知っている人もいよう．。米国でも有数のコンテナ積出港だからだ。あるいは国際金融論に詳しい方ならケインズやホワイトらが第二次大戦後のIMF（国際通貨基金）、いわゆるブレトンウッズ体制の準備会合を開いたのがこの町であることを知っているだろう。映画ファンならクリント・イーストウッド監督のサスペンス映画「真夜中のサバナ」はいまでも人気で有名な町である。　しかし不思議なことにサバナには米国や欧州から多くの観光客が来るが日本人観光客がやって来ることはまずない。筆者が発見した市内に一軒だけある小さな寿司屋がある。千葉県柏市出身だというご夫妻の話だが数年前に日本人客が大勢で来たことがあると言っていた。ジョージア州の穀倉地帯の視察に来た農協の視察ツァーだったようだ。日本人が来たのはそれ以来久しぶりだったそうだ。　この町の美しさはしばしば映画のロケ地となることが証明している。1776年の米国独立の前に英国からきた移民が町をつくったのだ。それ故に町2鐡ぜんぎょうノ卿2006には大きな公園があり歴史をうかがわせる大きな樹木が歴史を物語るようだ。　市の中心街に海事博物館がある。これは見ものだと聞いてサミットの評価の社説とコラム、それに週刊経済誌「エコノミスト」の原稿をほとんど徹夜で書き上げた後に出かけてみた。　この博物館は大きな敷地に二階建ての堅牢な建物だ。一見していかにもコロニアル風のかつての豪商か何かの邸宅を買い取って設立したものと分かる。もう70代と見える素敵なご夫人が出てきた。筆者を見るなり「シニアでしょ」と5割安の入場料金でいれてくれた。大したフィーではないが気持ちがいい。というのは01年のイタリアのジェノバ・サミットの後に市内の美術館に行ったときのことだ。シニア料金を払おうとしたら「外国人はシニア扱いにしないのよ」とにべも無い。一度財政破綻した国だけあって厳しいのだろう。すでに財政破綻し近々破産しかねないわが日本国もこうなるのだろうと考えたら他人事ではなくなった。　博物館は小粒だが船の展示品はさすがである。A大佐に率いられた英国入たちが帆船でここに上陸してこの町を建設したのだ。その歴史的な帆船から始まって最近の客船まで実に豊富だ。こんな小さな町にこれだけの海事博物館があるのは本当に羨ましい隈りだ。　英国からの移住者がここに移ってきたのは1700年代初期だがその目しばしば戦いの場になったらしい。しかし英国風の美しい町並みが保存されていて米国人にも人気の町と聞いて納得するものがある。　ふとロンドンのグリニッジにある海事博物館を思い出した。かつての海軍兵学校跡を利用した世界最大のマリタイム・ミュージアムだろうがそこの移民コーナーの正面は英国からみた移民を厳しく見詰めていて印象深かった。夫婦がこちらに背を向けて米国大陸に向かっている姿が描かれている。「彼らは何故この地を離れたのか」と問題を提起し「彼らは貧しかった、彼らは犯罪者だった」とあり母国を捨てたと言わんばかりの実に冷たい扱いである。　この近辺は綿花の産地で有名だ。シーアイランド・コットンのワイシャツを着ている人も居るだろう。その綿花の取引所がまだ残っている。川に沿ってそうした古い建物が並びそれに古着の店、レストラン、お土産ショッ’プなどが軒を連ねている。　私は最近立ち上げられた「海事広報戦略会議」（根本二日座長〉の委員としていかに国民に海事思想を普及させるかについて頭を絞っている。サバナでのサミ．ットには2500人物報道陣が世界中から集まったがジョージア州知事、サバナ市長らが折を見て港のPRを熱心にしていたのが思い出される。港を回る！時間程度のクルーズ船も希望者のために設定するなど至れり尽くせりのもてなしだ。日本は海運国ではあろうがどうやら海事国ではなさそうだ。ビジネスとしての海運があってもトータルとして国民が海を愛しているかと言えばはなはだ心もとない。「海の日」ができたが3連休制度の「犠牲」になって毎年くるくる日が変わるのも面白くない。「海の誕生日」が入間の都合で日を変えられていいものか。　サバナの海事博物館を一回りして帰ろうとしたら先ほどのおばあさんのご主人とおぼしきかなりのお歳を召した白髪の館長が現れた。「もし時間があれば直接ご説明したい」と言う。「喜んで」とその好意を受けることにした。グリニッジの博物館では「国を捨てた」と名指しされた子孫がサバナの栄光ある海の歴史を語り始めた。その時世界の海はひとつにつながっているのだなと実感したのである。ぜんぎよう力�g2006麺3騨EWS閥EW5騨謄W蕊齢羅騨蕊鱒醗轡翻耀騨聾鑓難轡蕊騰嶽　舞勝、繋駕辮国際会議レポ←1卜黒　国際労働機関（ILO）、国際海事機関（IMO）、バーゼル条約（BC）の3国際機関による第2回合同作業部会〔JWG　2）が2005年12月置2−14日にジュネーブで開催された。　JWG　2には、　IMO代表国として、バングラデシュ、日本、オランダ、ノルウェーおよび米国が、BC代表国として、中国、ガンビア、ジャマイカ、ロシアおよび英国が、lLOからは雇用者代表としてボルテック国際海運協議会（BIMCO）、国際海運蓮盟（ISF）、オランダ（オランダや英国で解撤ヤードの建設を計画中の「Ecodock」社の代表）およびトルコ解撤協会、労働者代表として国際鉄鋼労連（IMF）、国際運輸労連（ITF）およびインド鉄鋼エンジニアリング労連が出席、その他オブザーバーとして、30ヶ国、5団体および欧州委員会（EC）が参加した。＊1わが国からは、ジャパンシップセンター大坪次長（前海事局造船課課長補佐）、海事局造船課田村課長補佐、ジュネーブ代表部日笠／奥山両一等書記官、等が出席した。　JWGは、シップリサイクル問題を取扱う3国際機関の役割や作業の重複等を避けるための調整と協力の場として設立されたものであるが、2005年2月の∫WG　1で明らかになったように、　BC側にはJWGを利用して“事前同意スキーム”＊2などのバーゼル条約上の考え方をIMOでの議論に反映させようとする思惑がある（本誌2005年3月号P．6参照）。JWG　2でも、　BC側の強い意向により、リサイクルに向かう船舶のための“通報システム1’や“船舶解撤の環境上適切な管理（ESM）＊3”等が議題として挙げられていた。一方、IMO側の主要国である日本ノルウェー、米国は、今後のIMO’4轡ぜんきよう力π2006での検討に影響を及ぼすような不合理な結論が∫WG2で導かれぬよう対応することを事前に確認していた。　JWG　2ではBC側の英国が議長を務めていたこともあり、IMO側にとって議論が不利に働くことも懸念されたが、上述IMO側の3国で、出席者数では優位に立つBCとILOの労働者代表に対峙し、結果として∫WG　2でIMOでの検討に影響を及ぼすような結論が導かれることは避けられた。（主要議題の審議概要は、以下ロ）〜（7＞参照）　BC側とiLOの労働者代表の意見を抑える大きな要因としては、ノルウェーがIMOのシップリサイクル条約の草案をJWG　2に提出したことがあげられる。同草案は、MEPC53で作成された条約の骨子（本誌2005年8月号P．12参照）に条約文を当て嵌めたもので、JWG　2の直前にノルウェーよりIMOに提出されたものである。草案の内容は荒削りで更なる検討が必要であるが、JWG　2においてMOの作業が急速に進んでいることをアピールするために、JWG　2の前に作成する必要があったようである。実際に、JWG　2では、　BC側の参加国である英国、．デンマーク、カナダ等が、バーゼル条約上の“ESM”や“事前同意スキーム”等の考え方をIMOでの規則の中に取り入れるべく発言を繰り返す際に、草案の中味を引用しバーゼル条約の考え方も一部考慮してあると伝えることで、そのような国々の意見を抑える形となった。　また、∫WG　3の開催時期について、ノルウェー、日本は、IMOの海洋環境保護委員会（MEPC）が2回開催される2006年中は実務上困難とし、これに対しIMFなどからIMOのみで強制要件の検討が進められることに対する懸念が表明されるなど種々議論があったが、結果として∫WG　3の日程は決められなかった。議場の雰囲気ではJWG　3は、IMOMEPC55（2006年10月）およびBC第8回締約国会議（COP　8。．同年秋）後の2007年初めの開催になると思、われる。　今後は、ノルウェー提案によるシップリサイクル条約の審議が2006年3月のMEPC54より開始される。JWGでの検討はひとまず休息に入ると思われるが、BCでは同年4月に第5回公開作業部会（OEWG　5）、秋にCOP　8が開催され、　IMOに圧力をかけるための検討が継続される。そのため、わが国としても引き続きBC側での議論を注視してくとともに、今後のMEPCでの検討について、　BC側の意見にも配慮した対応を検討する必要があるかもしれない。　なお、JWG　2の主要議題の審議概要は、以下のとおりである。（D　各機関の作業計画　　IMO事務局より、法的拘束力のある規則（四条　約）の検討を進める決議案が2005年7月のMEPC　53で作成され、同年12月のIMO第24回総会で採　択されたことが報告された。続いてノルウェー　より、同国がMEPC54に提出したシップリサイ　クル条約の草案について説明があった。多くの　参加者がノルウェーの作業を評価する一方で、　グリーンピース、ガンビア、トルコより、新条　約が策定されるまでは、ガイドラインや既存の　規則（バーゼル条約）を実施することが重要で　ある旨発言があった。また、IMFより労働安全　の問題が新条約案には盛り込まれるべきであり、　これについてILOがIMOでの条約案策定作業に　参画すべきである旨の主張がなされた。（2）3機関が夫々作成したシップリサイクルに係　るガイドライン＊4の実施促進　　英国より、同国の本問題への取り組みとして、　シップリサイクルの戦略策定、国内のシップリ　サイクル施設の調査、等について作業中である　との報告がなされた。また、デンマークより、　BCのガイドラインを使いやすくするため、簡略　化したポケットブックの素案を作成中で、2006　年4月のOEWG　5に提案するとの報告があった。（3）　3機関共同の技術協力活動　　IMO事務局より、BC、　ILO事務局とも連携し　てトルコのイズミールにおいてシップリサイク　ルに関する地域セミナーを開催した旨報告があ　つた。また、同事務局より、2005年6月のIMO　技術協力委員会（TCC55）においてシップリサ　イクル基金の創設が承認されたとの報告があっせんぎょう∫醐2006霧5髄εW5難薦W5臨羅馳鷹騨鰹騨藻》薦醗轡懸儀羅轡繋；罐懸犠薦　た。IMFより、同基金がどのような役割を果た　すのかについて質問があったのに対しIMO事務　局より、基金が創設された段階で取扱う問題で　あるとの回答があった。（4）シップリサイクルの環境上適切な管理（ESM＞　　バーゼル条約におけるESMについて解説した　文書について、英国から説明があった。同文書　にはESMのチェックリストが含まれており、同　リストは英国におけるリサイクルヤードの評価　に活用しているとのことである。英国をはじめ　とするBC側は同文書を元に、JWG　2でIMOへの　勧告のようなものが作成されることを目指して　いたようであるが、ノルウェー、日本などのIMO　側の主張により、同文書は単なる情報提供文書　として取扱われることとなった。�求@リサイクルに向かう船舶に関する事前通報・　同意（PriQr　Informed　Consent）　　事前通報・同意について、BC事務局が作成し　た文書（IMOの「通報システム」案と、　BCにお　ける「事前同意スキーム」を比較したもの）が　紹介された。本文書もJWG　2での議論を促進す　べく用意されたものであるが、ノルウェー、日　本などの主張により、単なる情報提供文書とし　て取扱われることとなった。また、オランダよ　り2006年に実際の船舶（4隻）を使った解撤の実　証実験を実施、同プロジェクトを通じて�@イン　ベントリー、�Aシップリサイクル計画、�BESM　のチェックリスト、�C引渡し／切断作業前の事　前洗浄、�D通報とその時期、を検証し、同年10　月のMEPC55に報告するとの発言があった。�求@リサイクルに向かう船舶からの有害物質の事　前除去（Pre−deaning）　　トルコ解撤協会より、アスベスト等の物質は　船舶の構造に組み込まれているため、事前除去　の適用には限界がある旨発言があった。日本は、　事前除去の程度や範囲はヤードの能力等と関連　するものでありケース毎に異なるため、事前除　去のみを括りだしてその有効性を論じるべきで　はない等主張した。蘭からリサイクルヤード到　事前の事前除去は実施困難であるが、そのコン　セプトは有効である旨のコメントがなされた，（7）その他　　議場外でトルコ解撤協会より同国の解撤につ　いて発表が行われた。同国の解撤ヤードは、環　境・労働安全に配慮した解撤を実施するため解　撤協会から派遣される専門家チームが船舶を事　前検査、アスベスト等の除去を行った上で、解　撤作業を実施するとのことである。環境・労働　安全対策にかなりのコストをかけているようで　あるが、実際は商船ではなく、欧州各国の官公　庁船を格安で購入して実施しており、一般商船　の解撤という国際マLケットでは競争できない　ようである。＊l　JWGは、　IMOからは海運／造船／解撤国より5ヶ　国、BCからは主要地域より5ヶ国、　ILOからは労働者／雇用者から夫々5つの代表が出席、その他の国／団体はオブザーバーとして参加するルールとなっている。ただし、審議の過程において、代表国／団体とオブザーバー国／団体の意見は同等に取扱われ、このルールは形骸化している。＊2　有害廃棄物の国境移動を規制するバーゼル誓約（BC＞　の「事前同意スキーム」では、“輸出国”が”輸入国”　と“通過国”の同意を得た上で有害廃棄物の輸出を行　うことができるとしている。また、“輸出国”は有害物　質の種類や性状等を把握する必要があるほか、”輸入国”　における廃棄処理施設が環境上適切な管理を行えるか　を評価しなければならないなど、輸出するにしても煩雑な手続きを要する。一方、IMOでは、海運の特性に考慮し事務手続きを極力省いた「通報システム」を目指すこととしている。BCは、　IMOの通報システムが同条約上の事前同意スキームと同等の効力を有するものと　なるよう働きかけを行うこととしている。＊3　ESMはバーゼル条約上の理念のひとつ。同条約第　2条（8）項では、“「有害廃棄物又は他の廃棄物のESM」　とは、有害廃棄物又は他の廃棄物から生ずる悪影響か　ら人の健康及び環境を保護するような方法でこれらの廃棄物が処理されることを確保するために実行可能なあらゆる措置をとることをいう”と定義している。＊4　BCは2GO2年12月にシップリサイクルヤードのESM　に関するガイドラインを、ILOは、2003年10月にシップ　リサイクルヤードの労働安全衛生に係るガイドライン　を、IMOは2003年12月に船舶の建造からシップリサイ　クルヤードへの引渡しまで船舶のライフサイクルを通　じて環境・労働者への負荷を軽減するためのガイドラ　インを作成した。　　　　　　　　　　　　　　（企画部：本澤）6肇せんきょうノ翻2006．アジア蝉声の共通認識を共有一アジア船主フォーラム（ASF）シッビング・エコノミックス・レビュー委員会（SERC）　第18回中間会合の模様一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　威�_帰撫需鳶鴇硫藩　　“　「�`　“�d．、．論し．、一気i，．〆．迄．7　2005年12月13日、東京において、ASFシッビング・エコノミックス・レビュー委員会（SERC）の第18回会合が開催された。　同会合は、2005年4月の第17回会合（於ペナン）に続くもので、ASFメンバー船協から6力国／地域の代表22名が出席し、当協会からは芦田昭充常任理事（商船三井社長）をはじめ7名が出席し、率直かつ活発な意見交換の後、了解事項を採択して会合を終了した。（了解事項、出席者リストは【資料1】、【資料2】の通り。）　会合では、今回から芦田常任理事が新委員長として議長となり、太平洋およびアジア域内コンテナ航路の需給見通し、ドライバルク／タンカーの市況動向のほか独禁法適用除外問題など海運を取り巻く重要事項についても議論された。議論の主要点は以下のとおりである。　�@定期船部門　・最近の大規模M＆Aに関し、一連の合併が必ず　　しもコンテナ船腹量のネットの増加を意味す　　るものではない。　・太平洋トレード：市況は引続き堅調であり、　　コンテナ貨物の荷動きはアジアからの輸出の　　着実な伸びに支えられ健全と見られる一方で、　　増大するコスト要因、特に外航船舶やフィー　　ダー／内陸輸送の燃料油価格の高騰への懸念　　を共有。　・アジア域内トレード1アジア経済は好況であ　　り、コンテナ貨物の荷動き量は増加している　　が、用船料や燃料油の高騰などコスト要因に　　つき懸念を共有。また、インドネシア港湾に　　おける最近のターミナル・ハンドリング・チ　　ャージ（THC）問題については、民間による　　運賃設定行為に対し、厳格な罰則を伴う政府　　の直接介入が実施されたことを遺憾とし、こ　　うした問題は荷主と船社問の民間によるマー　ケット体系と定期的な商対話の中で解決され　るべきである。・東京で開催された荷主／船社の代表による「コ　ンテナ・シッビング・フォーラム」について　報告され、そのような公開フォーラムでの率　直な意見交換の場を持つことの価値を認識。�Aドライバルク／タンカー部門・ドライバルク：2006年は、新造船引き渡しに　よって船腹量は増加するだろうが、荷動き量　の増加によって相殺されるとの予測を示され　た。・タンカー：VLCC市況は堅調であり、米国や中　国における持続的な経済成長によって石油消　費は引続き増加するものと見込まれていると　報告された。�B　独禁法適用除外制度・最近シンガポール競争委員会（CCS）が、同盟　・協議協定・コンソーシャムなどの外航貨物　定期船社：問協定に対し、包括適用除外を与え　る方策を選んだとの発表を歓迎した。・独禁法適用除外制度は貿易業界全体に利益を　もたらしているものであり、船型問協定が果　たしている重要な役割について、荷主や政府　などの理解を得る努力を船社が継続すべきで　ある。　　　　　　　　　　　　　（企画部：笠原）せんきょうノ伽2006働7騨匠W5糊陛W5塾羅轡豊鍵羅轡騒継縷轡騒籍憂羅轡蕪i『叢轡蕪【資料1】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年12月13日、東京　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2005年12月14日東京で発表）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　了解事項　　　　　　　　　　　　　　　アジア船主フォーラム（ASF）　　　　　　　　　シッビング・エコノミックス・レビュー委員会（SERC）　　　　　　　　　　　　　　第18回中間会合陳京）にて採択　アジア船主フォーラム（ASF）シッビング・エコノミックス・レヴュー委員会（SERC）第18回中間会合は、ASFメンバー船協のアセアン、中国、台湾、香港、日本、韓国から6豊国／地域の代表22名が出席し、2005年12月13日、東京で開催された。出席者名簿は添付の通り。1．世界経済の概要　会合は、世界のマクロ経済構造が数年にわたり次第かつ確実に変化していることに留意した。例えば、消費物資の生産拠点のアジアへの移転は、米国における製品の低価格化とより高水準な個人消費をもたらした。世界貿易にとっての生産拠点であると同時に消費主義への巨大な可能性とともに急違に現出している国民経済である中国の持続的経済成長は世界貿易を押し上げている。その結果、東西航路たおけるコンテナ貨物荷動きは引続き増加し、そうした安定状況が今後数年聞は持続するものと見られている。2．ドライバルク／タンカー部門　1）2005年6月から8月にかけて急激に下落したドライバルク市況は、9月から回復を見せたことが　　報告された。2006年は、新造船引き渡しによって船腹量は増加するだろうが、これは荷動き量の増　　加によって相殺されるであろう6　2）タンカー部門につ．いては、現在のVLCC市況が適度に堅調であり、米国や中国における持続的な　　経済成長によって石油消費は引続き増加するものと見込まれていることが報告された。3．定期船部門　1）コンテナ海運業界における最近の大規模M＆A（企業の合併・買収）に関連し、出席者は一連の合　　併が必ず蔓もコンテナ脚結畢のネット（正味）の増加を意味するものではないことを確翠したrそ　　れゆえアジア海運会社のCEOは、正確なデータ分析による冷静かつ思慮深い市場対応を奨励された。　2）太平洋トレードについては、市況は引続き堅調であり、コンテナ貨物め荷動きはアジア、とりわ　　け申国、からの輸出の着実な伸びに支えられ健全であることが注目された。しかしながら、出席者．　　は増大するコスト要因、特に外航船舶やフィーダー／内陸輸送の燃料油価格の高騰への懸念を共有　　した。また、鉄道機能、ターミナル能力、より厳格な環境規制についても深刻な懸念が表明された。　　会合は、将来の需要の伸びに見合った長期的再投資の継続を実行可能なものとするため、現在のコ　　スト状況について荷主からの正しい理解を得るため最大限の努力をすることが、同トレードの運航　　船社CEOにとって絶対的に必要であることを強調した。　3）アジア域内トレードに関し、アジアは好況の最中にあり今後数年間はその状況は変わらないこと　　が留意された。コンテナ貨物の荷動き量は、主に中国貿易の強力な成長に支えられ絶え間なく増加　　していることが報告された。しかしながら、出席者は同トレードにおいても、特に用船料や燃料油　　の高騰などの深刻なコスト要因に直面していることへの懸念を共有した。出席者は、荷主のサブラ　　イ・チェーン・マネージメントにおける重要な役割を果たす上で、増大する運航コスト回収のため　　の適切な方策を見出すことが、全てのCEOにとって必要であると合意した。アジア船社CEOは、8簸せんきょうノ碗2006　　あらゆる経済要因を十分に考慮していく経営方針に基いて、世界各地の現地代表／代理店を含め会　　社の舵取りをしていくことを求められた。．　4）イ≧ドネシア港湾における最近のターミナル・ハンドリング・．チャージ．（THC）．問題について、　　民間による運賃設定行為に対し、不順守に対する謙格な罰則を伴う政府の直接臨みが実施されたと　　いう．混乱事態が同国で発弔したことにつき遺憾をもつそ留章さ誕た。SEkρ出席煮は、運賃やTHC　　を含むサrチャージなどの価格談定は、原禦原則として商業問題であり、こうした問題は荷主と船　　．発問の星間部門によっ下竪申参マーケッ野体系ζ三期的な商紺話の中で解深されるべきものである　　ことを確認した』出席都ま、’本問題は商業上め知恵と対話を有効に活桐レつつ、関係する全ての船灘纏欝め岬ト∵叩堺騨マて〕轡マ騨騨処r騨で．：’E．）2・・5年婦のぺ押備催されたアジ備主婦会（Asc）ζrSERcζ．の初編今合以降・・ジア　　荷茸の縣韓製する鋤め�hrプ．・躍動騨続的に推鞘れてきたことカミ雛棟た・　勲・．縛胡および・↓即棘で離された・躰聯疎髄轡スとす為嘩／鮒め臓　　による丁アンテナ1シッぢヒグ‘フ門田74」ρ模様についても輯宥きれた・、串好者は・そのタケ　　な公町すラムで嘱儲間による馬脚意解即時持つこ．との骨端言冒した・　　傘合は・・．上亨己4賠に．も関連して・．・一匹．とぐの現地民国／代理店にと？て・．画内的／地域的な対話∫琴勢嘩づ・、て鎮勤弾弓的な関即羅に向け汐ジァの駐と糊的な騨雄持してい　　く・とがますます聾で南る・．とを離郵た・そ抑え・癌イ・バ噸協は・．こうした醐を、　　達成す弛め訟的酪糊団体曝撃破輝繹供するこ．と螺められた・．・タ．・蜘購運業に斌・糠髄即吟外制度・．．ユ坤儲は・最近�kガポー・競争委員会．（CCSI力桐盟臓蹴・汐・ソーシ私などの外航　　貨物薙期麟社間協牢に対し、包括適用降外脅与える方策宇畢ん葎と発憎し鳶ことを特別に歓迎した。　　今回のシンガポrルの決寒1孝、アジアの近隣諸国をはじめ、世界め大部分の地域の法制と調和した　　ものである。　2）」方、近々欧州黍員会が1同盟に対す為独禁法包括適用除外制度の廃止を公式提案する旨示して　　いることが結醜た・このような提案1ま・E警部において徹底した欄力｛行われるべ師ある・　　また、．ELAA（Rurope�pHn畔A耳airs　Associ面on）が同盟借替制度の更奪る提案を準備していること　・に注目し、船社問協定の一定機能の維持に向けたELAAの活動を全面的に支持することが確認された。　3）’出席者は、海運業の健全性と、増加する国際貿易需要を支えるために必要となるその投資能力　　を維持するため、狸禁法適用除外制度は絶対に不可欠であるというASFの長年に亘る立場を確認し　　た。同制度はまさに貿易業界全体に利益をもたらしているものである。出席者は、貿易の拡大を支　　える上で船社問協定が果たしている重要な役割について、荷主や政府などの理解を得るための努力　　を船型が継続すべきである点を験調した。5．その他　1）海賊問題に関しては、事件数は減少しているもの．の、．最近、身代金目的で人質を取ったり誘拐し　　たりする武装強盗事件が驚くべき増ヵ日を示していることに留意した。本件はASF航行安全および環　　境委章会1（SNEC）の主要詳題であ1う漁暴力事件それ自体を防止するためのみなちず海上テロの潜　　在的脅威に対処するため、海賊対策のマ層の強イζが求められていることを確羅したg　2）　出席者はまた、WTO海運交渉や運輸保安問題を含む米国海事法制など海運業界に関する最近のぜんきょうルη2006鍵9麗匠WS騨薩W騨竪羅騨灘軽羅轡騒ili礒瞭騨霧麟鍛躍鐵i馨鹸…　蟻　　その他の事項についても意見交換を行った。【資料2】　　　　　　　　　　　　　　　アジア舶主フォーラム（ASF）　　　　　　　　　シッビング・エコノミックス・レビュー委員会（SERC）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第18回中間会合　　　　　　　　　　　　　　日　時：2005年12月13日�戟@　　　　　　　　　　　　　場所：東京（日本船主協会会議室〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出．席　者委員長　　芦田　昭充　　　　　　　日本船主協会　常任理事　　　　　　　　　　　　　　（商船三井　社長）メンバー〈中国船主協会＞　　Mr　Ma　Zehua　　　　　（Executive　Vice　President，　China　Ocean　ShipOing（Group）Co．）　　Mr　Chen　Chang　Hai　　　（President，　China　Shipping　Japan　Co，，　Ltd．）　　Mr　Zhu）Gang　Ke　　　　（Deputy　General　Manager，　Sinotrans　Container　Lines　Co．　Ltd．）．〈アセアン船主協会連合会〉　〈フィリピン船主協会＞　　Ms　Doris　Magsaysay　Ho　（President　and　CEO，　Magsaysay　Mari廿me　Corl）．）　〈インドネシア船主協会＞　　M・∫・k・Asi・g頸h．　（G・・up　Managi・g　Di・ect・鵡B・mi胎・t　G・・up）　　Mr　Budηi　Halim　　　．　（Chariman／CEO，　PHMM）　〈シンガポール船主協会＞　　Mr　Ronald　D　Widdows　（CEO，　APL　Co．，　Pte　Ltd，）　〈タイ船主協会＞　　Mr　Sumate　Tanthuwanit　（President，　Regional　Container　Lines　Group）〈香港船主協会＞　　Mr　IUIan　T　S　Wong　　　（Managing　Director，00CL（Asia　Paci丘。）Ltd．）〈日本船主協会〉　　清水　俊雄　　　　　　　（川崎汽船　専務取締役〉　　村上　英三　　　　　　　（川崎汽船　取締役コンテナ船事業グループ長）　　薬師寺正和　　　　　　　（商船三井　専務執行役員）　　関　　政志　　　　　　　（商船三井　常務執行役員）　　石田　忠正　　　　　　　（日本郵船　副社長）10藩ぜんきょう如22006　　井上登志仁〈韓国船主協会＞　　MrJSLee　　Mr　Jae　Hyun　Lee〈台湾船主協会＞　　Mr　Amold　Wang　　Dr　C　C　Chen　　Mr　Randy　Chen　　Mr　Robert　Ho弁護士　　Mr　Je血ey　F　Lawrence事務局　　園田　梧一　　．石川．　尚　　笠原　永子（商船三井　経営企画部　部長代理）（Senior　Vice　President，　Hanlin　Shipping　Co、，　Ltd．）（S6nior　Execu偵ve　Vice　President，　Hyundai　Merchant　Marine　Co，，　Ltd）（President，　Evergreen　Marine　Corp．（raiwan）Ltd．）（Group　Chairman，　Wan　Hai　Lines　Ltの（Special　Assistant　to　President，　Wan　Hai　L［nes　Ltd．）（Executive　Vice　President，　Yang　Ming　Marine野ansport　Corp．）（Part皿er，　Sher＆Blackwdl）（日本船主協会企画部長）（日本船主協会、企画部　副部長）（目本船主協会　企画部）灘内外情轍曝11．平成18年度海運関係税制改正　当協会は、平成ユ7年7月開催の定例理事会において、トン数標準税制の早期導入や、平成18年度末に期限切れを迎える特定資産（船舶）の買換特例措置（圧縮記帳）、国際船舶に係る所有権移転登記等の登録免許税の軽減措置、外航用コンテナに係る固定資産税の課税標準の軽減措置、外貿埠頭公社が所有または取得するコンテナ埠頭に係る固定資産税および都市計画税の特例措置などの延長をはじめとして、24の要望項目を取りまとめ、9月に「平成18年度税制改正要望」として自民党税制調査会に提出後、政府・国会等関係方面への要望活動を開始した。（本誌2005年10月号P．2参照）　一方、政府税制調査会が11月25日にとりまとめた「平成18年度の税制改正に関する答申」では、租税特別措置等の整理合理化について、『本年度末を迎える不動産登記に係る登録免許税の軽減措置などについて、現行の措置を延長する必要はない』とするとともに、『租税特別措置・非課税等特別措置を講ずるにあたっては、これまでの答申で指摘している通り、既存の措置について大胆な整理合理化を進めつつ、競争力向上等の構造改革や経済社会の活性化を進めるために真に有効な措置に集中・重点化していかなければならない。』とこれまでになく厳しい姿勢が示された。　同答申を受けて11月末に租税特別措置等について財務省および総務省より各省に対し、厳しい整理合理化案が提示された。圧縮記帳については、買い換え資産である船舶を新造船または省エネルギー船に限定することや、外航コンテナに係る固定資産税の課税標準の軽減措置の廃止が打ち出された。さらには、内航船を対象とする中小企業投資促進税制、特別修繕準備金制度、外貿埠頭公社が所有または取得するコンテナ埠頭に係る固定資産税および都市計画税の特例措置の縮減など厳しい内容が示された。このため当協会は、国土交通ぜんきようノ翻2006磯11懸鷹W5縄圏W蕊閥薩騨騒麟離轡藻塗綴轡繋溝懸躍難懸犠驚省とも連携を図り、自民党税制調査会へ当協会の要望が反映されるよう国会議員へ陳情活動を展開し、これらの現状維持を精力的に訴えた。　その結果、12月15日に決定した与党税制改正大綱においては、圧縮記帳では買い換え資産（船舶）について、新造船または環境配慮型（中古船に限定）の設備要件が課されたものの、ほぼ許容できる範囲の設備となった。また、国際船舶の登録免許税の軽減措置について縮減があったものの、外航コンテナの固定資産税、特別修繕準備金が現行通り、コンテナ埠頭に係る固定資産税の特例措置もほぼ現行内容で延長が認められるなど、概ね当協会の要望が実現した。　また、当協会の要望項目でもある『償却制度の改善　�@税法上100％償却を可能にすること、�A耐用年数の短縮』に関運し、日本経団連の税制委員会企画部会では、「償却資産に係る税制ワーキンググループ」を平成17年4月に設置し、以降4回に亘り会合を開催した。　同ワーキンググループでは、当協会財務幹事も参画し、減価償却制度ならびに償却資産に係る固定資産税のありかたについて検討を重ね、日本経団連による平成18年度税制改正に関する提言において減価償却制度の改革として、償却可能限度額については100％償却可能とする要望を盛り込むこととなった。　一方、経済産業省では、平成18年度税制改正要望において、機械および装置を対象（船舶・建物・構築物は対象外）とした償却制度の改善について、備忘価格まで償却可能とする要望を行った。　その後、自民党税制調査会で審議し、12月15日の与党税制大綱において、長期検討課題とされ『減価償却制度は費用と収益を対応させる観点から設けられているものであるが、最近の償却資産の使用の実態や諸外国の制度を踏まえ、企業の国際競争力や財政への影響に配慮しながら、税制の抜本的改革と合わせ、総合的に見直しを検討する。』こととなった。　今後、この結果を踏まえ、関係省庁などで償却制度全体について検討されることとなるが、当協会においてもこれを注視しつつ、海運業界が一方的な不利益を被らないよう必要に応じて意見反映するなど対応していくこととする。　平成18年度の当協会が要望した海運関係税制改正要望結果は【資料1】、改正後の海運関係税制の全容は【資料2】の通りである。2．平成18年度海運関係予算　平成18年度予算については、国土交通省をはじめとする関係省庁が平成18年度予算概算要求事項をユ7年8月末に決定し、財務省に対して要求を行っていたが、12月24日の閣議において政府予算が決定された。　このうち、外航海運に関連する流通効率化・貿易物資安定供給のための財政投融資（日本政策投資銀行）については525億円を要求しており、当協会としてもその動向を注視していたが、平成17年11月初め、国土交通省海事局より、「政府において政府系金融機関の民営化や統廃合についての検討が行われているが、本件については今後、経済財政諮問会議において議論されていくことになる。．現在、日本政策投資銀行が行っている外航海運企業向けの政策金融についても影響がある可能性もある。」との情報を得た。　このため、本件について政策幹事会において検討を行い、外航海運産業が高品質なサービスを提供していくためには、不断の船隊整備による事業基盤の強化を図っていく必要があることから、外航海運事業に対する低利かつ長期安定資金の政策金融の堅持を求めることとし、11月4日付で、国交省海事局長および政投銀総裁宛てに同融資制度の現行維持を要望した（【資料3】参照）。　その結果、ユ2月24日に閣議決定された平成18年度政府予算案においては、金利等の融資条件については、制度全体として、金利が現行の3つ（政策金利1〜皿）から2つに統合されたものの、当該制度については当協会の要望通り、実質現行内容にて存続されることとなった。また融資額については、「広域ネットワーク整備枠」（鉄道・航空等を含んだ大枠）全体に対し2，51G億円とされ、海12鍵ぜんきょうノ伽2006運向け融資はこの枠内で対応されることとなり実質的に満額確保となった。【資料1】平成18年度税制改正　最終結果【海運税制】（企画部　松本（税制改正）・宇佐美（予算））項　　　目現　行　制　度要望内容財務省（総務省）@　整理案最終結果1，特定資産の買い換えi圧縮記帳）の延長船舶から船舶および内航船舶から減価梛p資産への買換えにより生じた譲渡綜Yの譲渡益については、買換資産の??ｿ額を圧縮することにより、原則ﾆして、その8096相当額までの損金算?ｪ認められる。@　減税見込み額@　約17億6，000万円（平年度）延長i適用期限ｽ成18年3月末）買換資産である船舶をV造船又は省エネ船にﾀ定買換資産（船舶）に新造D又は、環境負荷低減^の設備要件を課し、T年間延長i法人税＝平成18年4氏`平成23年3月末）2．国際船舶に係る登録免鱒ﾅの軽減措置軽減後の税率（本則4／1000）i、）所有権保存登記@国際船舶．船舶価額の2／1000拠?膜?ﾝ定登記@国際船舶：債権金額の2／1000@　減税見込み額@　細，000万円@　（平年度2．5／1000の場合）@　【VLCC　3隻相当対象】延長i適用期限：ｽ成18年3月宋〉軽減税率引上げi1）および（2）@2／1000→2，5／1000税率を変更して2年間?ｷ@2／1000→2，5／10003，外航用コンテナに係るﾅ定資産税の軽減措置課税標準：価格の4／5@　減税見込み額@　約5〜6億円（平年度）延長i適用期限；ｽ成18年3月末）廃止現行内容で2年間延長4，とん税、特別とん税のp止または軽減税額@と　ん　税　　1純トン当り　16円@特別とん税　　1純トン当り　20円廃止または軽減｝実現せず5，外貿埠頭公社が所有お謔ﾑ今後取得するコンテi埠頭に対する固定資産ﾅ・都市計画税の軽減措u課税標準1E平成1G年3月31までに取得の埠頭の@うち、旧外貿埠頭公団からの継承資@産　価格の3／5、その他　価格の1／2・平成10年4月i日以降に取得の埠頭謫ｾ後10年間@　　価格のレ5、その後　価格の1／2@　減税見込み額@　約22億円（平年度）延　長i適用期限’ｽ成18年3月末〉縮減平成1B年4月1日以降ﾉ新設分のコンテナ埠ｪにかかる課税標準を撃Qとした上で、2年間?ｷ6．内航燃料油に係る特例ﾌ創設輸入重油については無税措置、国産精ｻ油については実質非課税措置（還付ｧ度）の導入。石油石炭税2、040円！kL@　実現の場合の減税見込み額@　約80〜90億（平年値）一『実現せず7中小企業投資促進税制@（中小企業による機械装u等の取得に係る特例）@1）機械装置@（取得価額160万円以上）Q）器具備品@（取得価額12〔四日以上）R）船　舶@（内航貨物船〔基準取得@価額＝取得価額×ア5@％〕）取得価額×30刀GOの特別償却又は取得ｿ額×7／100の税額控除i資本金1億円以下の法人に適用、たｾし、税額控除を選択できるのは資本烽R，000万円以下の法人のみ）i船舶については、�ｫ?謫ｾ価頷×30／100の特別償却狽ﾍ基準取得価額×7／100の税額控除）@　減税見込み額@　約しO26億円（平年度）@　うち海事関係約26億円@　（含む、造船、胎用、内航貨物船）延長　　　　’i適用期限：ｽ成18年3月末）縮減寃梶[ス税額控除の廃@止尅ﾎ象設備の晃直し�ｧ?yび備品の除外專ﾁ別償却率及びﾅ額控除率の引下げﾁ償30％→20％ﾅ額控除　ア％→5％対象要件を一部変更の繧Q年闘延長（船舶はｻ行通り）ﾎ象要件に。トラック単両@〔車両総重量3．5トンﾈ上）。電子計算機等及び一閧ﾌソフトウエアi器具及び備品は除O）を追加8．船員の支払給与に係るﾛ税標準の特例措置の創ﾝ（法人事業税に外形標準課ﾅを導入）2004年度から資本金1億円超の企業にﾎし、外形標準課税を法人事業税に導入。この外形標準課税に係る付加価値cの課税標準には、収益配分額に報酬距^額が含まれる。@税率@　所　得　割　　　　　　　7．2％@　付加価値割　　　　　　　0，48％@　資　本　割　　　　　　　0．2％船舶の乗組員に対してx出される報酬給与額�算定方法から除外一実現せずせんきょう勲7z　2006憩13欝薩WS羅耀騨餐纏鰯轡霧欝曝薩轡難纏灘轡欝婁ミ難墾解簸鰯露i》轄錨【その他財務省より整理案の出た海運関係税制】項．　　．目現行制．度要望内容財務m，饗斧）ﾅ終結果○船舶の特別修繕準備金制@度．．5年毎の定期修繕（法定）に係る費用．の3〆4を、準備金として各年度に積立．@　減税見込み額@　約6〜7億円（平年度）一○特別三三す碓．額の見直しC糠用の3／4諏2現行内容で存続【国際課税】項　　　目現行制度要．望．．内．容財務省（総務省）．@　整理案最終二三．1，タックスペイブン特定外国子会社の利益ω特定外国子会社にっき弘留保所得のある子会　実現せず対策税制の見直しのみ合算課税コ損金は社のみならず欠損金のある子会社も合算の対象．含算不可とすること�A　欠損金繰越期限を撤廃すること．（17年度改正で、欠損金繰越期限を5年から：7年に延長）．（3＞軽課税国の判定基準を引き下げること．．�C　課税済留保金額の損金算入制限を撤廃す．るζ．と（17年度改正で損金算入制限を．5年を10年に．延長）�D控除未済課税済配当の控除期間制限を撤廃すること�E．適用除外の非適用業種から「船舶の貸付」：を．外すこと．．移転価格税制上定義されている国外関連者から、1タックスヘイブン対策税制が適用される特定外国．子会社を除外する．．2，外国税額控除制度外国税額控除：．G＞一括限度方式の堅持．　．実現せず．．．の見直し．・損金算入に制限�A　控除隈度超過額の損金算入制度の創設．．．：・持ち株比率に制限�@．控除限度超過となった外国法人税については繰越か損金算入の寒択を認めるこど．．�A．繰越期限内に控除でぎず、：控除不能が確定．．した繰越外国港人税は損金算入を認める．ζと（3）控除限度超過額および控除余裕額の繰越期間．を撒廃すること．．（4）間接外国税額控除制度の拡大．．�@．間接外国税額控除の持ち株比率の制限を現．．行の「2596以上」．から．、．欧米先進国並みのDO％1以上」．とするζと．．．1�A．．間接外国税蓼控除の対．象範囲を孫会社か．．ら、曾孫会社ま．で拡大すること．．．�D．．みなし外国税額控除制度の維持．、．〔�E地方税から控除未済となった金額め還付制度．．の創設．．．．�@地方税から控除未済となった金額はぐ法門．．．税と同様に還付すること．�A．還付が認め．られない場合は、．少な：く．とも損．：金算入を認めること．：．1【一般企業税制】項．　．目現．行：制　度．要望内容．．．燒ｱ省�竃ｱ省）@　　整理案．．．最終結果．11，法人税の実効税率引き下げ．．一．実現セザ．2．連結納税制度の改善ω．グル7プ内の寄付．．　実現せず．金の容認．：．：�A．小規摸子会社の交際費損金算入．．．�B．連結納税子会社の轡吉納税適用以前の．欠損金の当該子会社所得とめ相殺（4）連結対象に特定外国子会社qOO％）．も．含める．14轡せんきょうノα7z　2006項　　　目　　　　　　　　現　行　制　度要望内容財務省（総務省）@　整理案最終結果3，償却制度の改善（D．税法上の償却可能額は取得価額の@95％A　耐用年数：油槽船13年、薬品槽船@10年、その他15年�@税法上100％償却をﾂ能とすることA船舶の耐用年数をZ縮（税法上の償却ﾆ会計上の償却を分｣させることを条件@とする）一与党税制大綱におし、て沒｢課題とさ糠：。4．償却資産（船舶）に係骭ﾅ定資産税の廃止．燗瓶などの償却資産に対する保有課税ﾍ収益課税との二重課税で課税根拠がs明確。．償却資産に対する課税ﾌ廃止一実現せず【一般企業税制関係1項　　　目．現．行．制　度．．要望内容．．財務省（総務省）@　整理案最終結果．5，海外投資等損失準備金．ｧ度．海外投資を行う際の政治的・経済的リ．Dス．クに備えるため、一定の要件に合致ｵた特定株式などを取得した場合、．投曹ﾌ糸定額を準備金と．して積み立てた．場合には積立金を損金算入でぎる特例ﾏ立率．@（イ）．資源探鉱．　　　　　100％．@（口）資源開発．．　　　　　　．30％．D（八）特定海外経済協力　　　　14％@（二）新開発地域．　　　　　．．10％@（上記八二については1平成11年3．視灯注Fでに取得した特定株式等に限．Dる）．．延長．i適用期限：@平劇簿3月末）「部縮減．資源開発事業等の対象ﾆなる資源かう蛍右を怺Oした上で、2年間?ｷ6．温眠i化対策税制の導入ｽ対　（環境省からは、京都議定書目標達成．計上に位置付けられた対策をより一薩D確実に達成するため、化石燃料に課税．Dする環境税を創設する方針が出されて｢る）．一一導入阻止．　　　　　　　　　　　．V．欠損金の繰越期間制限ﾌ撤廃．．ｻ在はア年に制限されている（平成17N度改正で．5年から7年に延長）．撤廃．一18年度は実現せず．8．欠損金の繰戻還付不適p措置租税特別措置により1．平成4年以降不K用措置が継続されている廃．．止｝実現ぜずs適用措置2年間延長甑受取配当金の苗金隈算?ｧ度の改善平成14年度の連結納税制度導入によるｸ収の穴埋めとレて、以下の増税措置ｪ行われたD・．ﾁ定利子規定の廃止E特定株式以外の株式等に係る受取配@当につき、益金不算入割合を8096が@ら5〔％に減額、．ω特定利子規定の復@活A特定株式以外の株．@式に係る受取配当の：益金不算入割合の引@上げ一実現せず10．退職給与引当金制度平成14年度の連結納税制度導入によるｸ収の穴埋めとして、当該制度は廃止ｳれた。復活一実現せず11，事前確認制度新規導入｝実現せず12，交際費の損金算入｝実現せず13．減価償却費、．各種引当燉又�金、圧縮記帳積ｧ金等の各種項目におけ髏ﾅ法での損金経理．・利v処分経理要件会計と税務が分離していく流れのなかﾅ、．会計で処理したものしか認められﾈいとする損金経理要件・．利益処分経D理要件は不合理・撤廃一実現せずぜんきょう如32006欝15輝匿W5髄EW5熱鋸W5溝醗騨籔練馨1騨欝翼馨轡繋：軽職轡欝【資料2】平成18年度税制改正後の海運関係税制一覧項　　　目制　　　度　　　の　　　概　　　要適用期間1，船舶の特別償却・外航環境低負荷船（3000G／T以上）ﾁ償率　マ8／100E内航環境三一荷船（300GIT以上）ﾁ償率　雀6／10D平17，4，1〜平19，3，3了ｽ17．4．1〜平19，3．31平18，4．1〜平20，3．312．中小企業投資促進税ｧ（中小企業による機B装置等の取得に係るﾁ例）取得価額×3G／100の特別償却又は取得価額×7／100の税額控除i資本金1億円以下の法人に適用、ただし、税額控除を選択できるのは資本@金3、000万円以下の法人のみ）i船舶については、基準取得価額×30／100の特別償却又は基準取得価額x7／100@の税額控除）@1）機械装置（取得価額160万円以上）@　　（リース費用総額210万円以上）@2）電子計算機等及び一定のソフトウエア@　　（取得価額120万円以上）@　　（リース費用総額160万円以上）@3）船舶（内航貨物船（基準取得価額＝取得価額×75％））@4）トラック車両（車両総重量3．5トン以上）3．特定資産の買換特例i圧縮記帳制度）昭45．4，1〜平23，3．31ω船舶から船舶A　内航船舶から減価償却資産i（1×2）とも譲渡差益の8D96を圧縮記帳）リｷえ資産（船舶）に新造三又は環境負荷低減型（中古船に限定）の設備要昭594．1〜平23．3．31件が課される4．特定外国子会社等の鞄ｾの合算課税特定の外国子会社等の留保所得のうち、親会社（内国法人）の持ち分に対応ｷる部分を親会社の所得に合算して課税する。平16，4．1〜丁丁．33｝5．登録免言午税の課税のﾁ例軽減後の税率（本則4／1DOO）i1）所有権保存登記　　国際船舶：船舶価額の2．5／100D（2）抵当権設定登記　　国際船舶：債権i金額の2．5／10DO6．特別修繕準備金修繕費用×事業年度の月数／60か月×3／47．船舶の耐用年数・油そう船　　　　　　　　　　13年・薬品そう船　　　　　　　　　　　τD年・その他のもの　　　　　　　　　　　15年ヒ8，とん税、特別とん税（1）と　ん　税　　　　1純トン　　　　16円A　特別とん税　　　　1純トン　　　　20円9．固定資産税の課税の@特例@D船　舶黹ﾏF一冒冒一一一・課税標準：i1）内　航　船　　　　　　　　　　　価格の1／2A外航　船　　　　　　　　　　価格の1／6i3）外国貿易船（外貿実績50％超）　　　価格の1／10求@外国貿易船のうち国際船舶　　　　価格の1刀5平9〜平18年度取得分2）外航用コンテナ・課税標準：　　　　　　　　　　　価格の4／5　　　　　　　「一ρ冒一一一一一一ｽ10〜平19年度取得分平14，4．1〜平20．3．31抑．港湾施設の特例措置@D外回埠頭公社が所@　有又は取得するコン@　テナ埠頭に対する固@　定資産税・都市計画@　税の軽減措置|巨P．一一冒一匿．課税標準：i1）平成10年3月31までに取得した埠頭@�@　旧外罰埠頭公団からの継承資産　　価格の3／5@�A　その他（承継分）　　　　　　　価格のレ2A平成10年4月1日〜平成ユ8年3月31日までに取得する埠頭@�@　取得後10年間　　　　　　　　　価格のレ5@�A　そ　の　後　　　　　　　　　価格の1／2i3）平成18年4月1日〜平成20年3月31日までに取得する埠頭@�@　　　　　　　　　　　　　　　価格のV2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一一一i1）公社から民営化会社への不動産の移転一一「冒−−一一一一P一幽瞭曽−ｽ1B．4，1〜2）川幅埠頭公社の民c化に伴う税制上の蒲vの措置　登録免許税　　軽減税率　8刀000（当初2年間）@　　　　　　　　　〃　　15／1000（その後1年間）@不動産取得税　　非課税A公社から民営化会社へ承継するコンテナ埠頭�@　旧公団から白丁が承継した埠頭@課税標準　　　価格の3／5（承継国IO年間）A公社が解散するまでに所有した埠頭（�@を除く）@課税標準　　　価格の1／2（承継後10年間）16簸ぜんぎょうルπ2006項　　　目制　　　度　　　の　　　概　　　要適用期間3）スーパー中枢港湾課税標準：価格のレ2平］7，4．1〜平19．3．31の次世代高規格コンテナターミナルにおいて整備される荷捌き施同等に対する固定資産税・都市計画　　税の軽減措置−−一一一一一一辱¶魑−−一一一一一一一一p一酌−一“「冒−一一−．一一4）P円法（民間資金等課税標準：の活用による公共施�@　固定資産税（税率L4％）：価格の1／2平12．4．1〜平20．3．31設等の整備等の促進（2）都市計画税（税率0．396）1価格の1／2平14，4．1〜平20，3，31に関する法律）に基�B不動産取得税（税率3％）　：価格の1／2平15．4，1〜平19．3．31つく選定事業として整備される公共荷捌き施設等の特例措置η，海外投資等損失準備積立率：金制度（イ）．資源探鉱　　　　　　　　　　　沁096．平16．4．1〜平20，3．31（□）資源開発　　　　　　　　　　　30％平16，4．1〜平20．3，31（対象となる資源から蛍石を除外）（ハ）特定海外経済協力　　　　　　　　14％平10，4．1〜平20，3．31（二）新開発地域　　　　　　　　　　　10％昭48，4．1〜平20，3．31（上記八、二については、平成U年3月3旧までに取得した特定株式等に限る）※下線は平成18年度税制改正による変更箇所である。【資料3】平成17年11月4日国土交通省　海事局長　星野茂夫　殿日本政策投資銀行　総　裁．小村三殿社団法人日本船主協会　　会長鈴木邦雄外航船舶整備融資制度の維持に関する要望拝　啓　時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。　海運事業に．関する政策金融につきましては、平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。　さて、私ども外航海運産業は、我が国の貿易物資安定輸送を確保するという使命を担っておりますが、その一方で諸外国の海運企業との熾烈な国際競争に晒されております。また、最近は、燃料油価格の高騰、造船船価の上昇などにより、船舶経費が大幅に増加しております。　今後も私ども外航海運産業が高品質なサービスを提供していくためには、不断の船隊整備による事業基盤の強化を図っていく必要がありますが、船舶建造のための設備投資は、巨額の資金を必要とする上、建造期閾も長期であり、投資資金の回収は相当長期にわたることから、民間金融による融資のみでは、時々の金融情勢に左右され、長期資金を安定的に供給して頂くことは困難なものと思われます。このため、事業者にとりましては、低利かつ長期安定資金を確保できる政策金融が不可欠であり、また、船舶の建造にあたっての収支採算も多くはこうした安定資金の確保を前提として計画しております。　現在、政府においては、政策金融改革として、政府系金融機関の民営化や統廃合が論議されていると灰聞しておりますが、私ども外航海運産業の果たすべき公益的使命と資金調達面の現状についてご理解を賜り、外航海運事業に対する低利かつ長期安定資金の政策金融を堅持していただきたく、特段のご配慮をお願い申し上げます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬　具せんきょう力π2006膨17鋒麗W5睡醗層》鄭懸i醗轡欝懸醗轡鵬欝耀轡藻麟襲響懸穿灘灘薄餐1ACS、タンカー／バルカーの共通構造規則（CSR）を正式採択一2006年4月1日以降の建造契　国際船級協会連合（込CS）は、各船級協会によって異なる船体構造部材の寸法（長さ、幅、板厚）などの設計基準を統一するため、タンカーとバルカーを対象とした共通構造規則（Common　Struc−tural　Rules：CSR）の策定を行ってきた。この内、タンカーに係る規則についてはABS（米国船級）、LR（英国船級）、DNV（ノルウェー船級）によるJointTanker　Project（JTP）が、またバルカーに係る規則についてはNK（日本海事協会）、KR（韓国船級）をはじめとする7船級によるJoiht　Bulker　Project（JBP）がその開発にあたっていた（本誌2005年5月号P．13参照）。　今般、同規則の改正案が2005年12月に開催されたIACS理事会において採択され、2006年4月1日に発効することとなった。同規則採択までの経緯等は次のとおりである。（1）CSR採択スケジュールの延期　　2005年4月にタンカー／バルカー両規則の第　二次草案が発表されたが、この時、IACS内部で　は、海運・造船業界が要望していた両規則間に　おける技術的不整合の調和作業が進んでおらず、　またCSR発効後の取り扱いについても意見が纏　まっていなかった。このため、IACSメンバーで　ある各船級協会は、2005年6月13日にパリにお　いて会合を開き、概要以下のとおり合意した。　�@CSRを2005年10月1日までに理事会におい　　て採択し、2006年4月1日に発効させる。　�A両規則間の調和作業に関し、短期で終了可　　能な項目についてはCSR採択までに終了させ　　る。時間を要する項目については採択後に作　　業を開始することとし、その計画についても　　採択までに明らかにする。　�BCSRの採択とともに規則の所有権は各船級　　協会に属することとし、JTP／JBPは両規則の　　開発等に要した費用を互いのプロジェクトに約船に適用一　請求することはしない。　　これを受けて、当協会／日本造船工業会（造　工）は、IACSに対して7月7日付でレターを送　付し、2006年4月1日にCSRを発効させるため　には、上記スケジュールでは第二次草案を検証　する期間が不十分であること〜また同草案に対　する業界からのコメントをIACSがCSRに取り　込む時間的余裕がないと思われることから、コ　メントの受け付け期間、ならびに採択に関し再　度スケジュールを延期するよう申し入れた。こ　の結果、IACSは当初8月末までとしていたコメ　ントの受け付けを9月末までに延期するととも　に、採択を2DO6年1月1日までとすることを公　表した。（2）CSRに関する意見交換会の模様　　2005年9月8、9日、東京において、IACSと当　協会／造工との問でCSR策定に関する意見交換　会が開催された。　　席上、IACSはタンカー／バルカー両規則の調　和作業に関する進捗状況、および今後のスケジ　ュールについて説明を行い、「船体梁強度」や　「腐食予備厚」等、短期間で調和可能な項目に　ついては同年ユユ月30日までに完了し、「波浪荷重」　や「疲労」等、更なる時間を必要とする項目に　ついては、CSR採択後も作業を継続するとした。　　一方、造工は、CSRの設計計算プログラムに　関するソフトウエアが依然として不完全である　ため、最終的な検証を行えないことから、これ　を早急に改善して造船関係者に配布するよう求　めた。これに対し、IACSは、同ソフトは各船級　協会によって作成・公表されるため、配布時期　については明確にできないが、JTP／JBPともに　最低1セットのソフトを2005年中に提供するこ　とを約束した。18鯵ぜんきよう∫α7z　2006（3）IACS理事会によるCSR最終案の採択　　2005年ユ0月11日にJTPよりタンカー規則最終　案が、同年12月1日にJBPよりバルカー規則最　終案が公表され、これらは12月13日から15日ま　で開催された第52回IACS理事会において特段の　変更無く採択された。この結果、CSRは2006年　4月1日に発効することが正式に決定し、同日　以降に建造契約が交される長さ150m以上のタン　カー、および長さ90m以上のバルクキャリアに　適用されることとなった。また、長期的な調和　作業については、今後5年をかけて継続するこ　とが合意された。　　現在、造船関係者が最終的なソフトを用いて　試計算を行なっているところであり、個々の船　種における重量増加については2月中には明ら　かになる模様である。（4）CSRにおける「塗装基準」適用時期について　　国際海事機関（IMO）では、耐用年数15年を想　旧した「防食塗装の性能基準（塗装基準）」を将　来的に海上人命安全条約・（SOLAS条約）に取り　入れ、バルカーの二重船側部、および全船種の　バラストタンク等に適用することが既に合意さ　れている。同基準案は2006年2月に開催される第49回設計・設備小委員会（DE49）において作成される予定である。　本塗装基準については、INTER［ANKO（国際独立タンカー船主協会）等が船舶の安全性を強化するため、CSRに同基準を盛り込むよう、IACSに強く要望していた。これに対しNKは、同基準がIMOにおいても未だ検討段階にあり、これをCSRに取り入れれば海運・造船業界に混乱を招くことになるとして反対した。このような状況から、IACSは両者の折衷案として、同基準をCSR発効直後には適用しないものの、IMOにおける適用日より前倒しで実施するという内容をCSRに盛り込んだ。　IMOにおいて、同基準の適用を強制化するためにはSOLAS条約H−1章3−2規則の改正が必要となるが、現在のところ、改正規則案は最短で2008年5月に採択され、2010年1月に発効すると見られていており、この発効日以降の起工船が適用対象となる。　しかしながら、CSRにおいては、上記改正規則案が採択された日以降に建造契約が交されるタンカー／バルカーに同基準を適用することとなった。　　　　　　　　．（海員部：高野）　外航船社問協定に対する独禁法適用除外制度（以降「除外制度」）を巡る最近の動き（シンガポール、EU）は以下の通りであり、欧州委員会が除外制度の廃止を公式に提案した一方、シンガポールでは、海運界などからの要望を反映（当協会もコメントを提出）した形で独禁法適用除外制度が新たに認められたことが特筆される。　我が国では、船舶・荷主間の協議メカニズムが確立されており、当協会もコンテナ・シッビング・フォーラムへの協力＊ユやASF　SERC（アジア船主フォーラム　シッビング・エコノミックス・レビュー委員会）におけるアジア荷主との対話＊2を通じ、日本はもとよりアジア各地における荷主との相互信頼の深化と、除外制度への理解促進に努めているところである。国土交通省もこれら乱声・荷主間の自発的な取り組みを評価した上で、（日本の）除外制度は我が国荷主の利益を確保・向上させるものと認識＊3している。　当協会は、EU、豪州などの除外制度見直しに対しては、引き続き現行制度維持を求めるとともに、上述のアジアにおける取り組みや除外制度に対する評価が、各地の除外制度の見直しにおいても十分に考慮されるよう、働きかけを継続することとしている。　なお、各地の除外制度に関する動きに関連し、我が国公正取引委員会は05年エ1月末、外航海運にぜんぎょう∫醐2006轡19輔匿W5髄暉W5騰灘轡騒懸羅轡騨羅騨醗繊轡麟、難験蕪関する実態調査を開始し、日本発着の貸船・外船　　な制度が策定・施行されるよう取り組みを継続す社、関係荷主等にアンケートを実施した。　　　　　ることとしている。1．シンガポール　2004年10月に成立した2004年競争法（The　Com−petidon　Act　2004）の大部分の規定は06年1月1日に施行予定であるものの、外航船社問協定に対する適用除外制度が盛り込まれていなかったため、当協会はQ5年5月に開催されたASF総会のSERC会合において問題提起の上、同月、香港船卸と連名で除外制度策定を求めるコメントを提出した。＊4当協会のコメント提出と相前後して、シンガポール船協（SSA＞、　ICS（国際海運会議所）なども同趣旨のコメントを提出している。　その後も、SSAなどによるシンガポール政府への働きかけが行われていたところ、同国独禁当局（シンガポール競争委員会（CCS））は、05年12月6日、外航船社間協定（同盟、協議協定、コンソーシアム）に対し、当面の間、競争法適用除外を与えることを公表した。プレスリリースの概要は以下の通り。一CCSは、貿易産業大臣に対し、外航定期船社問　協定を競争法の適用から除外することを提言す　る。一包括適用制度に関する規則は、06年7月までに　最終化し、06年1月（＝競争法施行時〉に遡及　して適用することを目指す。一包括適用除外制度は、定期船社の同盟、協議協　定、コンソーシアムを対象とする。一コンソーシアムに対する包括適用除外は、2010　年（＝EUのコンソーシアム規則の定期見直し期　限）を期限として認める。一同盟と協議協定に関する包括適用除外は、当面　の間認めるものの、海運業を取り巻く内外の状　況に応じて適宜見直しを行う。一包括適用除外制度の内容は06年3月後半に公表　し、関係者の意見聴取を行う。当協会は引き続き、SSAなどと連携して、適切2．E　U　2003年3月以来、外航定期船社間同盟に関するEU競争法適用除外制度（欧州理事会規則4056／86）の見直しを行ってきた欧州委員会は05年12月ユ4日、これまで得られた関係者意見、公聴会、外部委託した調査結果等を踏まえた上で、現行同盟制度を廃止すべきとの最終結論をまとめ、同日付にて4056／86廃止提案を規則の改廃権限を持つ欧州閣僚理事会に提出した。欧州委の発表の要旨は以下の通り。〈定期船同盟関係〉一欧州委は、同盟制度（4056／86）廃止を欧州連　合理事会（閣僚理事会）に提案する。一現在の同盟はEU競争法の定める適用除外を与え　る要件（ローマ条約81条第3項）を満たしてお　らず、同盟廃止は運賃低下やサービス向上等に　つながる。一同制度の廃止は閣僚理事会が廃止を採択してか　ら2年経過後に実施。（船社・EUメンバー国に　十分な対応期間を与えるため）一同制度廃止の場合、欧州委は海運分野における　情報交換を含む共同行為に対してEU競争法がど　のように適用されるかに関するガイドラインを　出す予定。一ガイドラインでは、trade　associa丘onも．しくは対　話フォーラムの設置、運賃指標やサーチャージに　係る共通フォーミュラーの発表等の問題を扱う。一欧州委は、同盟制度に関する国際的側面を十分　認識しており、これまでも米、加、豪、日本等　主要貿易相手国と緊密に連絡をとってきた。今　後も二国間の連絡を継続したい。但し、EUの貿　易相手国が船社の同盟結成を強いる制度を採ら　ない限り、法制の衝突は発生しない。太平洋航　路等EU外の航路で同盟の継続に関しては、欧州　委がそれを妨げるものではない。一本提案は、コンソーシアムへの競争法包括適用20繕せんきょうノ伽2006除外制度（欧州委員会規則823／2000）には影響を与えない。〈不定期船・カボタージュ関係〉一上述4056／86廃止提案には、不定期船・カボタ　ージュに関する競争法手続法からの適用除外措　置（欧州理事会規則1／2003　32条）の廃止を　含めることとす．る。一これにより、欧州委は同分野において他業種と　同じく、競争上の手続権限（調査・罰金課徴等）　を持つこととなる。一上述のガイドラインは、不定期船・カボタージ　ュもカバーするものとなる。　今後は、06年1月下旬に開催される競争閣僚理事会（運輸閣僚理事会メンバーの出席も可能）で本提案に関する審議が開始される。欧州委は、06年末までに理事会が提案を採択することを望んでいると報じられているが、審議には数年を要するとの見方もあり、提案の採択時期は未確定である。　なお、欧州議会は本件に関しては諮問を受けるものの、閣僚理事会との共同決定権は有さず、拘東力のない意見を提出できるに留まる。　また、上述の定期船・不定期船等に関する欧州委のガイドラインについては、06年9月に関係者の意見を求めるIssues　Paperが公表され、07年末を目途に最終化される予定である。　当協会は、外航船社横協定は海運業界のみならず貿易業界全体にとって有益なものであるとの考え方に基づき、ICSやECSA（欧州船協〉などと連携して除外制度維持に向けてコメント提出をはじめとした取り組みを行ってきたが、これらは欧州委には受け入れられなかったこととなる。今後は、閣僚理事会での審議を通じ、ECSAなどの関連団体とも協調して当協会意見の反映に努めることとしている。＊1　本誌2005年12月号P，25参照＊2　本誌2005年4月号P．8参照＊3　「海運同盟への独占禁止法適用除外に対する行政の　見解」国土交通省海事局外航課長（当時）櫻井俊樹　氏（『海運』2005年3月号P．16、日本海運集会所）＊4　コメント詳細は本誌2005年6月号P．24参照　　　　　　　　　　　　　　（企画部：山上）新年賀詞交換会を開催　当協会は、1月5日困、海運ビル2階大ホールにおいて新年賀詞交換会を開催した。一昨年まで（社）日本海運倶楽部が主催していたが、同倶楽部の解散に伴い、昨年より当協会の主催により海運1造船関係者が参加し開催している。　当日は、松村国土交通副大臣より挨拶をいただき、国土交通省等官庁関係、経済関係団体、報道関係などから約430名にも及ぶ多数の参加者の下盛大に行われた。　　　　　　　（総務部：斎藤）▲鈴木邦雄当協会会長▲松村龍土国土交通副大臣▲会場の様子せんきょう∫αη2006鞠21各種調査・報告書欄藷〜・　難輝響驚罪響璽鮮解欝響欝曙罫、璋鐡馨霧欝畿樗　　鳥、難　　　九二霞1ゑ　ぎ　　　　　づ饗1“　i　繍�e一・麟．瓢乱β一三糠誠｝亀　論　巌匪潔婦蜘轍醜蒸轍総噸i騨零∴．響讐糊∵．　　　　」　　　　内　　　　　　《”批難灘饗囎績・　　　　　　き　，．　i畷　　　　　磁諺乙BlMCO／lSF　2005年船員需給調査一偏附蜘轟雛綿二蕊謡ゑ轟　ボルテック国際海運協議会（BIMCO）およびISF（国際海運連盟）は、1990年より5年毎に船員需給に関する世界的な調査を実施しており、この度2005年の調査結果「BIMCO／ISF　2005　ManpowerUpdate」を発表した。以下は、同調査のサマリーレポートの内容を当部にて和訳したものである。　なお、同サマリーレポート（英語版）は、以下ISFホームページアドレスから入手できる。http：／／wwwmaris6c．org／resources／Manpower2005UpdateSUMMARY．pdf概　要　「BIMCO／ISF　Manpower　Update」は、商船に乗り組む船員に関する世界的な需給調査の中では最も包括的な調査と考えられる。2005年の調査結果は、1990、1995、2000年の調査結果の積み重ねとなっており、次の二つの主要な調査結果を提示している。　�@現在の世界的な船員の需給状況　�A海運産業が状況の変化を予測し、適切な対　　応策を講ずるための今後5年〜10年間の予測　本調査結果には、海運会社の経営者や海事行政機関の見解および英国のWarwick大学の学術的な分析を組み入れている。　サマリーレポートでは、主な結論と要点を概説している。1　主な結論（1）2005年の供給　　今回の調査結果による世界全体の船員供給数　は、ほとんど全ての主要な船員供給国およびそ　の他海運国から、最新の政府統計値を収集する　ことにより推定したものである。この調査結果　から、2005年における全世界の船員供給数は、　職員が46万6，000人用部員が72万1，000人と推定し　ている。北米、西欧、および日本等の経済協力　　　　　　　　　　　　　　　　　　　；嚢疇1蝋熱蝋。＿二臨舗縞藁＿凱＿．蒸i臨一丁＿＿＿誌＿証謡護1開発機構（OECD）諸国は、引き続き重要な職員の供給国であるが、東欧諸国において職員数の増加が際立っている。極東諸国およびインド亜大陸は、引き続き重要な部員の供給国であるとともに、職員の主要供給国として急速に発展している。図1船員供給国（ケータリングとホテルスタッフは除く）　　　　　　　　　　　　　　　　　（千人）　　　　0　　　　　50　　　　100　　　　肇50　　　　200　　　　250OECD諸国東欧諸国アフリカ／ラテンアメリカ極東諸国インド亜大陸「堕μ『購戸ρ團（2）2005年の需要　　世界全体の船員需要数は、過去における調査　のために開発されたコンピュータープログラム　を用いて、夫々の国の現在の配乗基準・予備員　率の予測の改訂のみならず、世界の商船隊の隻　数、船型および船種における変化も十分に考慮　．して推定した。また、クルーリストに基づく配　乗基準を確かめるために国際船員研究センター　（SIRC）のデータベースも使用している。　　需要予測は、船型と配乗人数を考慮し、供給　予測と一致するように測定した。その測定値は、　約100社からの十分な提供資料から引き出し、全　体の需給バランスを予測している。　　現在における世界の船員需要数は、職員が47　万6，000人、部員が58万6，000人と推定している。　これらのデータには、国籍、年齢構造、および　離職による減少予測情報も含まれている。（3）2005年需給バランス　　表1は、職員については理論上、控えめな推　測をもってしても、1万入（全体の労働力の2％）22勝ぜんきょうメ砺2006の不足、部員については著しく過剰な状態であることを示している（※ユ）。しかしながら、この内どの程度の部員が国際航海に従事できるのか疑問が残る。　今回推定した職員不足は、前回の調査に比べ緩和されている。職員の供給が改善されたのは、インド亜大陸および極東諸国における海事訓練のレベルが上がったことが挙げられるが、その他の理由としては、�pCW（※2）95条約の履行により不正免状が減少したことから、より正確なデータが報告されたこと、および東欧諸国の船員が自国船の減少により、世界の船員マーケットに進出してきたことなどによる。　なお、前回の調査に比べ職員不足は緩和されているものの、特殊船や特定の職位にある職員は、深刻な不足状態にある。いくつかの国では、早期退職が職員不足の原因となっている。　前回調査で予測したとおり、2000年から2005年まで、毎年船腹量が1％の増加で推移した。特に大型船舶の増加が目立った。職員の需要については、2000年の予測より高い数値で推移し、船員全体の需要については、2000年の予測より急速に増加している。また、供給についても、顕著に増加している。　異なる文化・言語、国際経験不足および船員国籍制限など、船員の余剰国から不足国への補充の妨げとなる障害が存在することから、予測される職員不足は2％となっているものの、実際には推計以上に深刻であると予想する。表1　2005年の船員需給状況（千人）供　　給需　　要バランス職　　　．員466476．一P0部　　貴721、586．135（4）今後の需給バランス見通し　　今回の調査結果においては、将来におけるさ　まざまな船員需給バランスのシナリオを提示し　ているが、海事訓練および離職船員に対する対　策が講じられなければ、控えめな予想をもって　しても、現在の緩やかな職員不足はもっと深刻　な状況になると最近の状況および海運会社の経　営者の見解が傾向を示して．いる。なお、ここで　は、過去ユ0年間の実績を参考に、世界の船舶数　の推移は、僅か1％程度の増加を見込んでおり、新入／離職率は、過去5年間とほぼ同様の水準で想定されている。　本予測は、メインレポートにおいて深く探究している多くの要因から成っているため、非常に精緻なものであり、本サマリーレポートに添付されているいくつかの図表例を用いて簡単に説明している。上述の要因の中には、不確定なものも含まれているが、需要は増加し、供給は減少するという見通しは、海事産業にとって好ましくない状況を示している。表2　船員需給バランス2005i千人）％2015i千人）、％職　　員一10．一Q．1一27一5，9．部　　員1351B．816721．62，主要点（1）変化する船員の国籍　　今回の調査結果は、船員の労働市場の中心が　引き続き西欧、日本、北米といった伝統的な海　運国から、極東諸国、インド亜大陸および東欧　諸国に移っていることを表している。中国にお　いては、海事労働者の供給が著しく増加してい　るものの、労働力の殆どが、拡大する国内の需　要を満たすために自国の商船隊に配乗されてい　る。また、中国人船員の申には、英語力に問題　のあるものもいる。（2）増加する船員需要　　過去10年間で、商業貿易に従事する船舶数は　年率約1％ずつ増加している。職員・部員双方　に対する全体的な需要増加は、ある程度は船舶　の大型化による。新造船は増加し、船舶のスク　ラップは減少している。労働時間規制やISPS　コード（※3）などの国際的に求められる要件によ　って、船上での作業量が増加していることから　今後の1隻あたりの配乗船員の減少は見込まれ　ない。従って、船舶数の僅かな増加予測であっ　ても、船員の需要は更に高まる結果となるであ　ろう。その需要増加に対しては、船員の補充お　よび訓練の強化によって対処するしかない。ま　た、特定の職位にある船員不足および特殊船の　職員不足の解消のためには、教育訓練に真剣に　取り組む必要がある。ぜんぎよう∫碗2006勲23（3）高齢化するOECD諸国職員への依存　　世界の商船隊は、引き続き、多くの職員を欧　州、北米、日本およびその他のOECD諸国に依　存している。しかしながら、これらの職員の25　％以上が50歳、50％以上が40歳を超えており、　その殆どは船機長などの上級職員であり、上級　職員に替わる十分に訓練・経験を積んだ代替要　員がいない状態で、彼らが退職した場合、影響　は非常に大きなものとなる。�求@アジア船員の上級職員への昇進の必要1生　　本調査結果では、極東諸国またはインド亜大　陸の職員は、OECD諸国と異なり、50歳を超えて　海上職に留まろうとするものが殆ど存在しない　ことを示している（特に極東諸国の50歳以上の　職員については8％にも満たない：図3参照）。　これが唯一の理由とは言えないものの、これら　の国の船員が上級職員として現れない理由の一　つであると言える。この傾向は、新興船員供給　国においても予想され、年齢構成も時間が経つ　につれOECD諸国の形と同様になるであろう。　過去10年間の統計から、年齢構成は、この傾向　が一貫して続いていくことを示している。今後、　職員が50歳までに退職し続けるなら、アジアの　職員がOECD諸国の上級職員に取って代わると　の予測に疑念を抱かざるを得ない。現時点では、　東欧諸国の船員の退職傾向は明らかではないも　のの、今後の5年間で明らかになるであろう。図2　職員の年齢構成＝OECD諸国％シェア50403020001ggo19952GQO2005■31歳未満日3140歳□4150歳口50歳田図3　職員の年齢構成＝極東諸国％シェア6050403020　10　0　　　199D　　　　　1995　　　　　2000　　　　　2005■31来満囲310歳口41G歳ロ50　超24嵯せんぎょうノ韻2006紛　新規船員の増加および離職船員の削減の必要　性　　幸いに、新規船員の補充と訓練の全体的なレ　ベルは上昇している。しかしながら、今回の調　査結果では、新規採用レベルの更なる上昇の必　要性を示している。それと同時に、離職数を減　らさなければならない。このことは、特に職員　訓練生と関連しており、約10人に1人が訓練未　了で失敗していることを本調査結果が証明して　いる（インド亜大陸およびアフリカ／ラテンア　メリカでは極端に低い数字となっている）。これ　を解消するためには、船員数を維持するための　要因について把握することの他、訓練生の選定　の基準・職業認識の見直しが必要である。なお、　いくつかの国では、部員から職員への昇進のた　めの必要な教育および技量を身に付けさせるた　めの方法を考えている。（6）データ改善の必要性　今回基本資料における明確な改善点は、SI℃W　95条約の履行により、不正免状が減少したこと　から、より正確なデータが報告されたことであ　る。しかしながら、依然として各国資料の改善　の必要性が相当あり、今回の調査結果では、多　くの国における資料不足が明らかとなった。本　調査の一義的な目的は、国ごとの分析よりも、　世界的な需給状況についての展望を提示するこ　とにあり、本資料は、世界的な需給状況を論じ　るための国の行動指針になり、今後の対策に役　立つと思われる。3，結　び　今回の調査結果では、職員については世界的に若干不足し、部員については引き続き過剰であることが示された。前回の予測から比べると、職員不足は小幅であるが、特殊船および特定の職位にある職員が不足していること、また世界的に船腹量の増加が継続していることおよび労働時間規制やISPSコードなどの国際的に求められる要件によって作業量が増加していることから、これからの10年間も能力を有する船員の需要は増加していくことを示している。船員補充と訓練強化および離職率の低下を図らない限り、この需要増に対応していくことができないであろう。図4　船舶職員の需給ギャップ　　　商船隊の伸びの影響度商船隊の伸びゼロ成長（仲び率ゼロ1　基準〔伸び率1．0％）　高成長（f申び率τ、5％，図5．2．1％　　　　　　　　　　　　．0．6％一　一−一一■　一一　一一　一　一　■　一　一2．2％　　　供給一』■一■一一一一一一ﾂ需要・2．1％・5．9％需要供給・10．3％一2．T％　　　　　　　一6．6％鼈鼈黶Q一一一一一”●’　　　　一一一一一一一一一一’噸Q，r一一一’需要＿＿一一一一一一供袷200520†O船舶職員の需給ギャップ度配乗事情の影響度配乗予測予備員率10％増基準定員削減なし2015　　　　　　　一r一黷Q．1％一一一一一一r醒黷e一一一一　　一＿＿一一一一凹黷ｩ黷P0．3％一一一一＿一一一”●@　　　　　一14，・5．9．4．5％．2．1％　　　　　　　一一＿一一，一一一一一一一一”一．，＿＿一＿一一一一φ一一一　π　一　胴　一　一　一　冒　一　一h一10，．2．1％一一一一一一一一．一．6．3％　　　　　一一一，一一一一一’“●Q＿一一一一一”　一r一一一一r醒一黶f200520102015需要供給要給需供需要供給図6　船舶職員の需給ギャップ　　　供給事情の影響供給予測離職率1％増加基準訓練生］人増／船　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需要盆t弩一＿一一一一一一一一一一一一一・一一一一一一「…’…”一’一’『→　　　　　　　　　一9．6％　　　　　　　　　　　　　　　　　　・15．ア％供給端　　　　・咄　一一＿＿一．，一豊呈�`要一一一，一，一一一一一一一一一一一’画一’一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　供給・2．1％供給　　　　　　　　　　　　　　　　19．2％　　　　　　　7、4％　　　　　　　　　　一＿一一，一，一．’一一一｛　需要一一＿一一一一一一一一一一●一一一冒一一F200520102015※1　前回の調査結果においては、2005年の職員につい　ては3万3，000人の不足、部員については23万人の過剰　になるであろうと予測している。（本誌200〔｝年5月号P．33　参照）※2　船員の訓練要件、資格証明、当直の基準などに関　する国際的な統一基準を定めた条約。ユ978年7月7日　に採択され、1984年4月28日に発効した。1992年末か　ら、連続的に発生したタンカー事故および海難事故に　おけるヒューマンファクターを考慮したISMコードの　強制化等の動きと相まって、包括的な見直し作業が進　められた結果、1995年7月7日に78年条約の内容を全　面改正した95年改正条約が採択され、1997年2月ユ日　に発効した。※3　船舶と港湾の国際保安コード。船舶と港湾施設が　協調して、テロ行為などの保安に脅威を与える事を阻　止することを目的としている。2002年12月ユ3日に改正SOLAS条約として採択され、2004年7月1日に発効し　た。　　　　　　　　　　　　　　　　　（海務部：堀）ぜんきょうノ礁2006働251…1　　　　、，，、i縣董；1憂：蕪釜1潔〆　　　．．‘．「！　　　　　「一匡こ＝＝＝こ＝二：二1一国際海運会議所�O＆国際髄運連盟��●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●名　　称：Interna廿Qnal　Chamber　of　Shipping（国際海運会議所）　　　　　International　Shippillg　FederaUon（国際海運連盟）所在地：（事務局）Maridme　International　Secretariat　Services　Limited（Marisec）　　　　　12Carthusian　Street，　London，　ECIM　6EZ　United　KingdomTel：＋4420−7417−8844　Fax：＋4420・7417−8877HP：http：／／www．marisec．org／（ICS／ISF共に）会　　長：Mr．　Ro廿Westfa1−Larsen（ICS／ISF）事務局長：ML　Chris　Horrocks（ICS／ISF）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▲Larsen氏　　　　　▲Horrocks氏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2003来日時撮影）1｛羅麟軽ll細φ船主協会等によ蠣成される国際籠団体諸唯軽詳論灘◇lCS（国際海運会議所）　加　盟：35団体＋準メンバー6団体（各国／地域船協レベル）　設立：1921年　船主の利益を擁護・代表し、商船隊の発展を促進させることを目的とする団体。各国／地域船協や企業の代表が集まり委員会等で海洋環境保全・船舶航行安全・海事法制・情報システム等に関し具体的な検討を行い、国際海運業界としての意見を集約、IMOなどにおいて海運業界を代表する組織として助言・意見開陳等の活動を行っている。（ISFの活動以外の全分野）〈機構〉総　　　会執行委員会海　　務　　委　　員　　会海洋法委員会保　　険　　委　　員　　会海運政策委員会（SPC）海運PRワーキンググループ無線および航行小委員会運河小委員会原油タンカー部会バルクキャリア部会ガスキャリア部会コンテナおよび危険物部会客　　　船　　　部　　　会造船および設備小委員会環境小委員会ケミカルキャリア部会26趨ぜんぎょうル躍2006◆ISF（国際海運連盟）@総　　　会qICS／ISF活動のフロー〉　加　盟135団体＋準メンバー1団体（各国／地域船協レベル）@設　立：1909年@船員の労働条件、資格、訓練、福利厚生など海上労働問題全般にわｽる国際的な検討、処理を目的とする団体（労働問題に特化）。メンバーに海上労働問題に関する助言w導を行なう一方、業界の声を集約し、ILOやIMOにおいて使用者を代表する国際組織として活動して｢る。q機構〉@　　　　　　　　理　　事　　会　　　　　　労　務　委　員　会（LAG）@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　配乗および訓練委員会（MTC）　　　　●､　・　吻@　　　　　　　　　　　，　　　　　iMO∵．lLO等U噂各国政府無噸撃h暇�k1遣　　　　　．「賛　　　　　．�ePり．「戸戸、　∵”ご辱　�`炉　　　　　輝鱒（所麟二二1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（HPより作成）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘E各国の船主協会は会員の個々の海運会社に対し助言を行なうE各国の船主協会はICS／ISFの政策を各国政府へ助言し、また国際会議へ出席する@政府代表団の一員として参加する@直接的（工CS／ISFとして）および間接的（各国政府を通じて〉に業界の意見等を国際会議において反映ｳせている。国際海事Worid〜Webから〜は海運に関係のある国際的な機関・団体等のHPにアクセスし内容をご紹介していくコーナーです。Rーナー掲載内容以外の情報につきましては各機関にお問合せください。　　　　　　　　　（コーナー担当：総務部・長嶋）せんぎょうノ伽2006翻27　　　　　　　　奏　　　　　　　　．撚美装一義転覆馨編r悲慧：慧コ　、｝　．凡　r卓Fp　莞囁　　　　　　　　　　　囁　、　凡「．囁囁囁　石　｛二、」石　．駈�J麗繧鯵阪神地区事務局の廃止にあたって　本年2月末をもって阪神地区事務局が廃止されるにあたりまして、私が船主協会に勤め始めた頃を振り返ってみたいと思います。ただし、阪神・淡路大震災で事務局にあった書類の殆どを失いましたので、思い違いなどあるかと思いますが、ご容赦ください。　私は昭和43年大学卒業と同時に船主協会に採用されまして、阪神地区事務局に勤務することになりました。当時の事務局は現在と同じ商船三井ビll　事務局が入居儲船三井ビル毒　鰍瓢鵬鰯粥聯盟脚欄響蒙瀟瀟鰍＿蹴総欄講28欝せんきょう知銘2006ル4階にありました。総務・業務・海務・労務・海図の5課目わかれており、総務には和文タイピスト、私送便の定時制高校生、嘱託の小使いさんを含め7人、業務・海務・海図がそれぞれ2人つつ、労務は外航中小船主労務協会の阪神支部への出向者2人、一洋会への出向者1人を含め5人、事務局長を含め合計／9人の大所帯でした。阪神地区所属の会員会社は70余社で、2年後の昭和45年には100社に達しました。　神戸港にポートアイランドが完成、マトソン社のコンテナ第1船が入港した年でもありました。当然ながらまだ在来型貨物船がたくさん入港しており、特に月末・月初は入港船で込み合うため、神戸税関が関係者を集めこの対策を検討されたりしておりました。只今作業中。潮建築筋舞藝蓑豪雨憲肇黙華一隈鵬繍灘�o�o　　　　　　　　　　　　欄驚蒙難。肇華婆藝繍撫灘瀟撫難羅轍　その後、昭和48年に事務局は明海ビル5階に移転、途中2度目5年間にわたる本部勤務がありましたが、平成7年の阪神・淡路大震災までそこに勤務し、震災で事務局のあったビルが潰れましたので、現在は商船三井ビルの4階にいるという訳です。　この間、愛媛・中国地区の会社多数の入会もありましたし、内航から近海への進出、会社の度重なる合併や統合、2度にわたる石油ショック、船員制度近代化、緊雇対などなどを経て、いまや会員数31社、その内訳は神戸に14社、大阪に8社、四国・中国に9社となっています。　現在、事務局は私と主任の女性の他、一洋会の職員の計3入です。事務局の廃止も世の中の流れかとは思いますが、いささか寂しい気持ちがする阪神地区船主会活動中です。のもやむを潤えません。　最後に、長年にわたりご指導・ご鞭捷をいただいた会員会社の皆様を初め関係官庁、関係団体など数多くのお世話になった皆様方のご健勝と、会員である海運会社がますます発展されるようにお祈りし、事務局廃止にあたってのご挨拶とさせていただきます。本当に長い間ありがとうございました。　　　　　　（阪神地区事務局長　谷ロ　一朗）糟馨潔馨弱諜嚢一膿幽幽∴1ぜんきょう∫ακ2006轡29タンカー訪船記　2005年11月16、日、職員研修の一環により筆者を．含め当協会7人のスタッフは、新日本石油タンカー株式会社海門グループ・和田さんにご案内を頂き、新日本石油精製株式会社根岸製油所を訪問、荷役中の内航アフラタンカ」「錦江丸」を見学した。　最寄の根岸駅より専用の小型送迎バスで製油所へ。到着後、タンクの立ち並ぶ広大な構内を走り、A桟橋に接岸・荷役中の同船へ向かう。ヘルメット・救命胴衣を着用し、甲板の多くのパイプラインの下をくぐりぬけ、船内に入る，先．ずは大型テレビ等AV機器やマッサ「ジチェアのある居住区の休憩室にて、船長にご挨拶をした。同階には食堂・厨房・会議室らしき部屋・荷役のコントロールルーム等が広がり、船舶独特の．機器を除けばファイルやEAXの並ぶ一見普通の．オフィスと変わらないような錯覚さえする。荷役中のためコントロールルー．ムではチーフオフィサー（一等航海士）がパソコンに向かい勤務中であ．つた。翌日にはまた出航とのことでゆっrくりもしていられないようである。同船は内航の日本船めため21名・玉響日本人船員とのこと。外出されている人も多いのか人は少なめであった。．D内なので天井は低めであるが、ベージュを基調とした室内は思ったより明るい印象。根岸駅よ、りご案内してくださっ．た和田さんによると、船での勤務は一旦乗船すると数ヶ月乗りつづけるため、長期の乗船になると疲れるという。　小休憩の後、’いよいよ居住区から見学が始まった二先ずは同母の食堂、厨房岱。タ7カーの△錦江丸へ向かう桟橋にてため火気は一部を除き厳禁、厨房も火は使えず、ヒーターで調理をしているそうである。その後急勾配の階段を使い（船内の階段はほとんどそうである）上階へ、文具やプリンタ用紙等が並ぶ備品室、船員の方が使用する船室、船長室を見学させていただいた。想像していたよりも各部屋は比較的広めであった。いよいよブリッジへ。パソコンやECDIS＊1、　AIS＊2等の機器が並ぶ傍らには、鉛筆で書き込みがいろいろなされた海図が大きく広げられて．いる。上に置かれたデバイダー、三角定規。．多くの機器がコンピューター化され、船内LANが張られた現在でも、アナログも重要でありまた健在なようである。ブリッジの外へ出るとファンネルがすぐ近くに見え、上方にはINMARSAT＊3のアンテナとレー．ダーが見られた。　その後ブリッジから見下ろした多くのパイプが並ぶ甲板を歩く。甲板を触ると温かい。冷えると固まってしまう原油を積載しているので常に温めているとのことだった。船体の端．の方にある筒のようなものを覗くとく遥か下にかすかに水面が見えた。バラスト水とのことだったQ目を傍らの海面へと向けるとそれはかなりの高さ。原油をおろしているため満載ではないが｛台〜7メートルあるとのことだった。甲板にいくつも走る白い筋はなんと塩1この船がいくつもの航海や荒波を経験していることを感じさせる。　次ばドアのついた船内エレベータ（定員6名）を使い下層部へ。エンジンルームを見学させていただいた。停泊中なのでメイ．ンエンジンは止三三▲Gaptain’s　roon1（船長室）。来客用ス　　ム船員さんの部屋。思ったより広めで　ペースもあり、広いで．す　　　　　　　した3G磯せんきょうノ碗2006められているが荷役のための発電機やモーターが稼動、機関士の方がモニタチェックをされていた。こちらも多くのレバーやメーターのよう．なものが並び、素人にわかるはずもない。ただ、「A重油使用中」との文字を発見。船舶の燃料は、発電機も含め主にC工油といわれる精製度の低い燃料油であるが、環境を考え同社では停泊中のみA重油（C五油よりも精製度の良いもの）を使用している、と機関士の方よりお話があった。　舌ンジンルームを出て下を見下ろすといくつもの階段が続いているのが見えた。．D底は遥か下らしい。少し歩くと発電機の音が凄ま．じく、．．近く．では会話はほぼ不可能。音同様発する．熱も凄いらしく、船舶の動力エリアはかなり暑い。真夏の状況を考えると∵船員の方のご苦労がしのばれる。和田さんによるとメインエンジンが．動け1ぎ更に音は倍増．し、男振り手振りで章馬韓．通をとることもあるそうだ。　広い船内外を歩き回りも．との休憩室へ戻り、．．バスを待つ間船上での生活、素朴な疑問など和田．さんのお話を．伺う。当協会に入社するまで、．物流　海運業に全．く無縁・無知であった自分にと．つて、お話1つ1つの全てが自分にとって新．．しいものであり、船の現場というものきほんの僅かな一部に過ぎないのであろうが、知るζとができたような気がした。こういつ．たことを知．．つた上で業務に取り組むめとそうでな．いのとでは、業務遂行におけるコミュニケーション等において大きな違いがでてくると個人的には思う。そしてご案内め和田さんを含め船内でお目にか．かった船員の方お一人お一人が船舶を支え、船舶一隻一隻が企業を支え、業界を、日本経済を孟．ブリッジでAISについて伺う妻支えて吟るの灯との壮大なつ．ながりに少々．思い．を馳せた。船内にい．るうちに陽が落ちて、精油所側のいくつもの光が煤きζ美し．い．夜景までお土産に戴いてしまつ．た。　今回の研修に参加でき．ましたこ．と乱関係の皆様には貴重な機会を本当に有難う．ございました＊　なおこの研修は2回に分けて実施され、先立つ　こと11月10日には、同様にスタッフ7名が同所　を．訪問、新日本石油タンカー・丸本さんご案内　の下、「新世丸」を訪船致しました。＊1ECDIS：Electronic　Ch舐Dlsplay　and　h�uo�oa血on　Systemの略6溝図情報をデジタル化レ、　CD　ROM　に納めた電子海図をモニター画面上に表山する装置　　レーダーの画像情報や入ヵさμオ航1毎情報とをリ／　ク．させて電子海図の諏像と重ねて表示で．きるほカ、　電子海図上に百船の予定航路を設定し、．オートブイ　ロット．（自動操舵装置）．に接続して　針路や航路を　自動制御するな．ど寅度な付加機能を持つものもある＊2　AIS：4uto加atic　ldent迅qation：Syste卑の略．自船ρ　船名、位置、速力おまび針路等の情報を、船舶の丁丁旺　を行う陸岸局および他船に自．動的た送信すると同時　に、他船からも同様の情報を自動受信し表示するこ　ζに．タり、輻蜘毎域で�A航行管制お＝よ．ゲ他船との衝　突回避に役車でるためのセス．テム。改年SOL薦条約　発効によ．り．2003年7月1日．以降、lri再次AIS：φ措載が義　．務！寸けらμ｝国際臨画心する維トノ数300トノ以　上の全ての船舶に適用されている。＊3　1NMARS訂’国際海事衛星機構。．1979年に．設立』　サービス開始は1982年。静止軌道に打ち上ヴう．れた．　　9つの衛星により、船舶をはじめ航空機、陸上交通．．　機関．に．よる竜舌．・．テ．レッ．．クス・フ．．アノクス・．ハソコ．．　ン通信な．どの世界．的な利用を可虎と．するシ．ステム　31ヶ月、．約40の地上島で受信する。．当初は船舶の運　航状況や海難、航行安全情報の提供に留ま6ていた　が、順次対象範囲を拡大した6．　　　　　　　　　　　　　　（総務部：長嶋）磯繍融輪爺▲広大な甲板。背景には製油所が見え　ます（ブリッジより）．▲甲板にて和由さんめ説明を伺うぜんきょうノ朋2006囎311鐡国土交通省は・ヒュ覗ンエラー｝こよる重大峯鍛1事故やトラブルの防止対策について検討する　　「運輸安全マネジメント態勢構築に係るガイ　　ドライン等検討会（座長：杉山武彦・一橋大　　学学長）」第1回会合を開催した。響　　シンガポール競争委員会は、2006年1月目り　　施行される2004年競争法に際し、2006年7月ま　　でに外航船社問協定に対する包括適用除外制　　度を策定し、1月に遡及して適用する方針を　　示した。（P．19海運ニュース参照）講国土交通省は・日’ASE訓交通連携プロジェ馨鱗クトの一環として「アジア地域・船員の資質鍵騰�l」をフィリピンのマニ　　IACS（国際船級協会連合）は理事会を開催し、　　タンカー・バルカーの共通構造規則（CSR）の　　最終規則案について審議がなされ、採択されi麟た調馬は2。。6年4月1日の予定。　　（P．18海運ニュース参照）同庁1第8回「船員保険制度のあり方に関する検討ii忌事（座長：岩村正彦・東京大学大学院教授〉」　　が開催され、検討会報告がまとめられた。照影欧州委員会（EC）は、欧州閣僚理事会に対し、ii圏｝ii海運同盟の独占禁止法（競争法）包括適用除外　．を規定した欧州理事会規則4056／86を廃止す　　る提案を行った。（P．19海運ニュース参照）蹴磐灘涛翻欝膿歪日面弄　．の買換特例措置（圧縮記帳）についての買換　　対象に一部設備要件が課されたものの、ほぼ　　許容できる範囲となるなど概ね現行内容で存　　続が決定した。（P．11海運ニュース参照）罐鎌平成18年度予算の政府案が出され、国土交通li園ili省関係では「スーパー中枢港湾プロジェクト」巴：の385億円等が計上された。鑑繍饗脚狸弊紙灘二馨　　（第9回）が開催された。　　．回中間会合が東京において開催された。　　（P，7海運ニュース参照）塑儀国土交通省は、政策群『安全かつ効率的な国灘蟻擦物流の実現』に関する関係省庁調整会議に　　おいて平成17年中にとりまとめることとなつ　　ていた「国際海上コンテナの陸上における安　　全輸送ガイドライン」および「官と民及び事　　業者間での電子化促進に向けたグランドデザ　　インのイメージ」を発表した。32轡ぜんきょう」碑2006懸・提出日　2005年12月6日宛　先　国土交通省、日本経団連件　名：石綿による健康被害の救済に関する法律　　　　案について要　旨：標記法律案においては、事業者からの拠　　　　出金の徴収にあたって、「労働者を雇用す　　　　る事業主」と「船員を雇用する船舶所有　　　　者」と分けて記載されるとともに、船舶　　　　所有者からの拠出金徴収について環境再　　　　生保全機構を活用するとしているが、こ　　　　れらに関連し次のとおり当協会意見を述　　　　べる。　　　・船員保険の分野でも、既存の保険徴収シ　　　　ステムが存在することから、環境再生保　　　　全機構を活用するのではなく｛既存のシ　　　　ステムを活用すべきである。　　　・これに関連し、法案の書き振りを「既存　　　　の保険徴収システムを活用するものとす　　　　ること」等の表現．に改めることにより、　　　　「労働者を雇用する事業主」と「船員を　　　雇用する船舶所有者」の別を無くすべき　　　　である。会議名：ILO海事総会・合同海事委員会日程：2月7日〜23日・24日場所：ンユ不一フ齢曜堀獅　》．毒、会議名：IMO第49回設計設備小委員会（DE49）日程：2月20日〜24日場　所：ロンドン会議名：国際油濁補償基金（10PCF）日程：2月27日〜3月3日場所：．ロ．ンドンぜんきょうル鴛2006轡331，わが国貿易額の推移海運統計一翻一一…　一一　　　（単位：τ0億円）　　2．対米ドル円相場の推移（銀行聞直物相場）輸　出輸　入前年比・前年同期比（％）年　月（FOB）（CIF）入（△）出超輸　出輸　入19904L45733，8557，6019．616．8199541153031，5489，9822．612．3200051β5440，93810，7158．616．1200148，97942，4156，563△5．23．6200252，1c942，2289，8816．4▲G．4200354，54844，36210，1864．75．1・200461，i8249，17ア12，0D512．210．92004年12月5，3954，2581，1378．81LO2QO5年1月4，4124，2181943．211．424，8473，7571，0901．71L435，7764，6571，1196．17．745，5D64，5489587．812．854，7964，5032931．418．765，4784，6098693．6τ1．175，5374，6688694．311．785，2215，1081129．121．3．95，9254，9フ29538．817．5105，9105，0928188．017．9剪5，915．5．，：31フ．．．．597．．．D14．：7．．．P6：．7．「（注）財務省貿易統計による。3．不定期船自由市場の成約状況年　月舗）平均最高値最安値τ99D144．81124．3016D．10199594．0680．3D104．25200D107．77102．50114．9020D「121．53｝13，85131．692002125．28115．92134．692003115．90107．03120．812004108．］7102．20114．402005110．16102．15121．352005年1月103．2〕102．15104．572104．88103．63105．733105．31104．10107．354107．36105．78108．685106．91104．68108．OB6108．63106．82110．407川．94110．95112．9981τ0．72109．33112．409川．06109．15113．1510114．B2113．48115．9011118．41τ16，55119．83．12．．．．118．．7．64．．P021．15．．P21．．35．．．．（単イ立：干M／T）区分航海用船定期用船△シングル（品　目別内　訳）年次口　計連続航海航　海石　炭穀物砂　糖鉱　石スクラップ肥　料その他TripPerbd199914113211，304150，48156，1843D，6863，27457，309235117091，082149，73439，5812000146，6432，182144，46146，54926，1474，57667，4311981821．55、17G，D3245，02120D1154，0053，063150，94252，32416，7897，28872，177472978914150，15438，4552002132，26997813129143，40615，1825，85365，1054421，Q54249184，8905G，474200399，6551132098，33530，7226，0973，65757，001248438172208，69081，721200483，3982，41480，98431，8755，62170041，39459669D10825D，38659，90620D5　44，32204，3222，32817001β2004021β715，54956，407D6，4071182828204，2178000τ9，6841184468，9576708，2873，02632804，874554016，70丁1，90279，31109，3113，596478275，02852130027，4633，05284，35904，3591，870463162，0100D023，2634，64694，9フ704，9771，86033202，785o0D26，99フ5，912マ07，265707，195L750495144，925011029，4255，296117，79515G7，6452，20G193145，090o148〔〕34，8303，494．12．41…4630．．4，，463．．Q99．0．．Q1，663．@　．008620，，U392，393、：　　　　（注）�@マリタイム・リサーチ社資料による。�A品目別はシングルものの合計。�B年別は暦年。34醗ぜんきょう力η．2006；『i：機場薄型二隈懲撚重韓盤濡脳鏡勲騨議蝦蟹鋳聾婁搬盛照照轍愚詠難騒驚驚荷馬鶴翼黛懸繍藤登難撫無鐸舞騒輔無懲凝撚謡無購毛i鱗脳謡鑑熊蝦蓼ミ聞継黒鍵欝ミ蕊齋雛燃1鶴1400300200100o原油（ペルシャ湾／日本・ペルシャ湾／西欧）ペルシヤ湾／日本rh　バ　1’罵’7黙　！　馳／v〜　　　「kぜノノー、　L　　　、〜「rド1　、矛ペルシヤ湾／欧米v、　ぺ200D【年，　　　　　2臣巳｝�o20P32ゆ04ヨCO5　　〔ド助400　　10030σ2Gq100o80504020o穀物（ガルフ／日本・ガルフ／西欧）　ガルフ／日本^＼ガルフ／西欧2000偉）2ロロ12002臼〕03脳2qo5阻m日0602004。原油（ペルシャ湾／日本・ペルシャ湾／欧米）ペルシャ湾／日本ペルシャ湾／欧米月次200320042005200320042005最高最低日読「謫ｯ最低最高最低最高最低最高最低最高最低1161．00102．50152．5087．0085．0059．50120．0075．00127．5082．5077．0062．502132．5067．50159．00102．50167．5075．00117．506500132508750140．00112．503160．001D5．00117．5070．75τ37．5075．00145．0085．00112．5060．00τ02．5075．004137．5052．50110．0077．5096．0080．0097．0045．0087．5067．5090．0072．505109．5042．00125．0071．2590．0062．5099．0050．00100．0069．5088．2562．50690．0056．00135．00114．0067．5052．5070．0052．50U2．5087．5Q61．2550．GQ763．754500148．00T20．00102．0073．7554．0D42．50マ23．0095．0085．0062．50868．0041．00121．0097．5072．5056．505ア．504D．00102．5087．5067．5060．009135．007G．00157．5083．50102．5062．50115．0050．00145．0075．0G102．5G65．0G1078．0042．50290．00156．00125．0090．0090．0047．50225．00117．50120．0087．5011152．50102．50350．00265．00216．00τ35．00126．5075．00255．00167．50170．00130．0012τ60．00133．75310008500137．5095．00225．0097．50（注〉�@日本郵船調査グループ資料による。　　�Cグラフの値はいずれも最高値。�A単位はワールドスケールレート。　�Bいずれも20万D／W以上の船舶によるもの。5．穀物（ガルフ／日本・ガルフ／西欧）（単位：ドル／トン）ガルフ／日本ガルフ／西欧月次20Q420G52GO420G5最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低1一60，50　　59．75一1一2ア3．00　　一372．50『一一4一『｝一5一『｝一637．00『｝一750，00　　46．5037．75　　37，50『一853．75一『　9一』『　1059．0047．50一一1162．50』1261．00一（注）�@日本郵船調査グループ資料による。�Aいずれも5万ロ／W以上8万〔〕／W未満の　　船舶によるもの。�Bグラフの値はいずれも最高値。�d蕊鵠：；�_こ∴舜�j詫四＝∴1・胃β∴凝ノ囁斧一15∵’二郷湾二∵・・｝・1∴ガ．〜・1評∴�d；、写＼爵、、”1内チ、ζ、げρ耀！二三鶴き1．：｝涛1揺鷲・ハFげ”『こ勉誇べ囁い四内戦「せんきょうルπ2006灘35野際繍鎌…繍総灘灘灘継　韓難礁謙懸難瀧驚叢縢濾難騰灘莞霧搬1雛1き藩灘撫繍累層llll讐繍議難急黒絞、i購難珍鋸ξ欝轍繍一難｝騰欝灘撫鵡ミ無ミ漁戴滋廓慈〔ドル｝605030〜00石炭（オーストラリア／西欧）・鉄鉱石〔ブラジル／中国・ブラジル／西欧）鉄鉱石（ブラジル！中国｝巳　　　　　　　l戟@轟1　　　　8　　　‘石炭〔オーストラリア／西欧）／，1！八�１’藍h　覧　　畠　1　　「、、　1　81；〜l　l　5早fﾁ．、6、“＼　鉄鉱石（ブラジル／西欧）2DOO【年，　　　20012D02ED0320042005【ドル｝60　　5DO504045040035033030　　25D201D2DO1駒10050o　　　　o運賃指数ハンディーOリーンYλHa［dy一←　　　　　　F@　　　　　ll渇ACl巳an11lIレ参三霧＝’A「ra｝　　　　　，戟@　　　l堰@、　1　　層A　　　　11，　へ　1f1　1　1f1　　　1uez｝1’『Vl、　　　、撃ﾖ、　ヒ　　，　t@’「ゾ1　，　　ノ蒐竃1監覧、　　　‘、、　、、小型‘‘1　’n　1d　’VLCC噂！1A　　l甘、　1　　、！、ノド、一’?^　’VLCC節0】1年〕　　　　　　　細2　　　　　　　　　2003　　　　　　　　　2D図　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005500450仙35030o2532PO1501005D06．石炭（オーストラリア／西欧）・鉄鉱石（ブラジル／中国・ブラジル／西欧）（単位：ドル／トン）オーストラリア／西欧（石炭）ブラジル／中国（鉄鉱石〉ブラジル／西欧（鉄鉱石）月次200420052004200520042005最高　　最低最高　　最低最高　　最低　　　　　最低一隅取同　　　　　　最低』宣園田最高　　最低139．70　　35．00一46．50　　34．0040．00　　125026，00　　22，001975　　16，0D232．0D一50，00　　350036，00　　33，0026．00　　20．フ522．00　　17，25331．6527．0040．00　　35．5039．25　　347519，00　　17，2516．204『一35．00　　325038．50　　340018．DO　　］52524，25　　22，75518．30一26．50　　25．DO33，40　　215014，75　　1L3020、50　　ユ3，256『一28．00　　22、902L50　　166813．50　　　8251125　　10，007『一32．0023、50　　190018．90　　16901150　　9，258『13．6034，50　　10，2024，50　　17．5019．00　　149012，15　　10．309『一37．55　　30．0029．5D　　260D18，25　　1450一1027．502L504Q，00　　33，2534，00　　2763一18、50　　15，BO11410045．80　　40．0032．00　　23，48　14．00τ2『50，60　　41802ア．10　　22．50（注）�@日本郵船調査グループ資料による。　　�Bグラフの値はいずれも最高値。�Aいずれもケープサイズ（14万DIW以上）の船舶によるもの。7，タンカー運賃指数夕ン力一　　運賃指数月次200320D42005VLCO中型小型H・DH・CVLCCSuezAfraHandyCleanVLCCSuezAfraHandClean19B．6161．9165．6266．323L　313325028938628フ801702�ho3073222133．3180．9186．8267．1245．6マ32178215355326135マ651812332673114．0224．9275．6290．0273．4132153182238323961621952552894128．6240．2294．0290．0328．29614114020421085124157212274579．8150．4217．7200．0294．39513716420123575］37旧1271253685．4156．2200．9235．0231．1η914919323325661126157267253750．6110．5132．9250．O2210127156｝8724324D831D8144248243852．8103．216771975221110715516921921ア69107133］90211958．492．1138．2208．9233．1103154163229226821201542443501057．9120．41533202．Q18001952853553202631091B61493763851170．4158．416402583213．327634237443339017922526935831212125．5278933252900288．621624026837836フ平均87．9164．8202．4246．3246．8144．3195．Q224．9286．6278．3（注）�@2003年までは「Lloyd’s　Shlp　Manager」、2004年からは「Lloyds　Shlpplng　Economlst」による。�Aタンカー運賃はワー　　ルドスケールレート。�Bタンカー運賃指数の5区分については、以下のとおり（〜2003）�FVLCC：15万トン以上◎中型：7万一　　15万トン�S小型：3万〜7万トン◎H・D＝ハンディ・ダーティ：3万5000トン未満��H・C＝ハンディ・クリーン全船型。（2004　　〜）�FVLCC：20万トン以上◎Suez：12〜20万トン�JAfra’7〜12万トン◎Handy：25〜7万トン��C「ean：全船型｝囁兎R・＝マ〜　　　ら’扉♂　；・∵　「　　ら”“　　　　再　需rP　、、　　　　　　　　　　　　、彗　，　　　　P♂�e36瀞せんぎょうルπ2006葦灘義黛三瀬灘／壽謙i慈i二転羅葺溝轟も三二難毒辮1Il鑓壽一一慧託言鍔多蕪纏皇旛三山轟蕪点点購搬灘総鍔鞍簗舞二二警難字灘藝職騰≧羅鑑懸総鰍戯鋸二一酒達引難鞭謙難翼喰鰯ゴ棄：窪無120011DO1000900600700500500400aoo凶oOOOド用船料指数FFh「「〜　　1「、，1、’「5●　　、　　　　しし」　　「　　　　1亀9　　，　　」　匹幽ノ1　　　　　　　　Lk　　’ト　　　　　　　　8’，囁　　　　　「@　ヒW5万以上@F　　「《　　rh’　　　、　’@　「ｵ’5万以上W5万未満@昏一9，　　辱35万以上T万薦岡　ノ　　　　　，ρ　　　　　　　Pm’，　、　　　　　、黶fP　　，@2万以上’　　　’二　’T’ゴ＼総合指口　PA3、5未満1　　　「2000〔牢）200120022Doq撫ao051200　　10CO　　　酬口001000900800700600隅�轄ﾗ20o1σoo鰯甲姻�oD係船船腹　　　　、u　　　　P@、｡貨物船@1　　　’、@　・’　1、　　「　亀　　「　　1P　　「　ハ丁、hN^ンカーへ」1　」’@　’レ、ノ　・〕L、11　　「　」I、　く　　　　、ﾋ1999【年1�o2Qじ1200220a320041030万D州B口O6004Dσ20008．貨物船定期用船料指数2002200320042005月次総合指数BDl総合指数BDI総合指数BDI1．2万〜@2万2万〜R，5万3，5万〜@　5万5万〜W，5万8．5万〜総合指数BDI1898891851，7335534，5396866565778466806774，471273915156L6696135，2908995795317117117154，51］31Q21，Q73151118026155，12243255065Q7667Q55654，68541041，0852032，0815584，635一5885807606356244，810593110342902，3175333，452一5795265445455523，7376951，0353042，1354012，762一4404214223064122，5867991，0052732，2384783，971一3753503052883422，30781139922762，3225624，竃80一2842813002792852，16991251，0632942，4675144，214曽3353343853893522，949101141，0633374，4775034，602一3フ73534194693912，94911140｝，1633094，0465444，264一3703543674503762，991121541，1633604，5397015，1762，624出所＝　（注）「〕oy〔1唱s　Shipping　Economist」�@船型区分は重量トンによる。�A用船料指数は1985年＝100。�BBDI（Baltlc　Dry　Index）は月央値。9，係船船腹量の推移200320042005月次貨物船タンカー貨物船タンカー貨物船タ　ン　カ　一隻数干G／T千D／W隻数千G／T千D／W隻数千G／T干D／W隻数千GIT干D／W隻数千G／T千DIW隻数千G／T千D／W1241　　1，859　　1195843　　　905　1，838205　τ1317　1135053　　　287　　　489138　　　779　　　83035　　　135　　　2092236　　1，865　　1191144　　　741　1，488206　11236　1127951　　　286　　　490τ47　　　766　　　81332　　96　1423237　1，770　1，79145　　　485　　　940188　1，156　1123456　　　300　　　509137　　　733　　　ア9733　　　　147　　　2294232　1，687　1，72044　　　361　　　706181　　1，101　1，23255　　　　163　　　256130　　　670　　　76535　148　2315224　　11525　　1，55546　　　525　　1，016175　　1，041　1，17854　　　145　　　224128　　　640　　　75236　　　　103　　　1506215　　L441　1，51348　　　527　1，019168　　　935　　1，05755　　　　142　　　218129　　　637　　　75036　　　　103　　　　1507226　　1，556　　1171948　　　524　1，014166　　　902　　1100652　　　　131　　　204達33　　　641　　　75434　　99　1458215　1，477　1，63350　　　786　11569159　　　900　　1，00850　　　　130　　　　199τ32　　　645　　　76634　　99　1459213　1．407　1，53450　　　784　1．567146　　　802　　　88147　　90　146134　　　668　　　74534　　　1ア0　　　了94｝0203　　1，273　　1，38353　　　709　言1414155　　　882　　　93443　　　103　　　148138　　　676　　　75τ34　　　103　　　14911209　］1320　L40652　　　706　L40フ138　　　813　　　87ア38　　　　113　　　　162139　　　649　　　73134　　　13τ　　　173122G7　、1308　1138651　　　705　L4G7モ38　　　811　　　87739　　　143　　　218（注）インフォーマ発行の〔］イズ・インアクティブベッセルズによる。藻．囁r：；・51遍i｝；・読宙ζ彦：1，�a31鐸yビ＝論1・ごひ認1稔’；ミ：・蕊：・数1瓦∵｝よ凛難く．＝iiき罷：寧ヘニ観1．蔑ザ：脇：ド鷺：二1；i『葺1贋趣軍il鵜二壷．：，1職・｝給摂號ぎ窯il濃斡・履ごi藷三《1；；ジ：；ぐぎi濠・籍色：＝：．〆1ジ�dゴ嘱・�d：せんきょうノ伽2006翻37轍鷹�o　一一一一一一一一ﾒ集雑感一一一一一…一一一一一一一　IMO（国際海事機関）といえば、海運や船舶に関係する条約や規則などの技術的な問題を検討する国際機関として、読者諸兄もこ既承のことでしょう。ここでは海上安全委員会や海洋環境保護委員会といった委員会等において、各国政府の代表団が自国の主義主張を通すため喧喧謬誇の議論がなされている。当協会も、わが国政府代表団の一員として参加し、意見反映に努めているところである。　このIMOのトップである事務局長のミトロプロス氏が、先般、東京で開催された「国際交通セキュリティ大臣会合」出席のために来日した。その折、当協会の鈴木会長との会談があり、小生も同席させていただいた。　同事務局長はギリシャ出身の65歳。商船、コーストガード等での乗船経験を経て、海運経済に関する研究で博士号を取得したり、Lloyd’s　Registerof　Shippingで海上技術に関する研究をしたりした秀才でもある。1979年にIMO事務局に参加し、2003年に事務局長まで登りつめた。　会談では、鈴木会長から海賊・テロ等のセキュリティ問題や、IMOで作成される国際ルールと各国・地域ごとに作られる地域規制との整合性等について言及があり、IMO主導による問題解決を要請した。　ところで、2004年のIMO予算における各国の拠出金額を見ると、日本は第6位の約1億6千万円（全体の4．0％）を拠出している。1位はパナマの約7億6千万円（同18．9％）であるが、邦船越の多くの船舶がこの国に便宜置籍していることを考えれば、邦当社が支払った税金から賄われる拠出金は相当な額にのぼると想像できる。　自分たちだけに都合の良い規則を作る気はもちろん無いが、IMOの運営に重要な役割を担っている我々の立場が正しく認知され、より大きな発言力と存在感があって然るべきと考える次第である。日本船主協会　海務部長　半田　枚一一一一一一ﾒ集委員名薄心蹴〜　・〜　　蹴聯…編集後記　櫓隅田’賦第一中央汽船　総務グループ次長飯野海運　総務グループ広報・IR室川崎近海汽船　総務部副部長川崎汽船　旧・広報グループ情報広報チーム長日本郵船調査グループコンテナ・港湾調査チーム長商船三井　広報室マネージャー三光汽船　社長室経営企画課長三洋海運　総務部副部長新和海運　総務グルーブ総務・法規保険チームリータL日本船主協会　常務理事　　　　　常務理事　　　　　服務部長　　　　　企画部長　　　　　総務部長　　　　　海務部労政担当副部長加藤和男石川達也廣岡　啓高山　敦細野直也鹿野謙二遠藤秀己荒井正樹藤田正数梅本哲朗植村保雄半田　牧園田裕一井上　　晃山脇俊介　明けましておめでとうございます、とは言っても既に年度末に向け、慌しい日々を送っている方も多いかと思います。一番寒い時期でもありますので体調を崩さずに過ごしたいものです。　今年も当協会では3月31日に業界新入社員を対象とした海運講習会を開催致します。なぜ海運業だけこのような会があるのかは私も知らないのですが、とかく目の前のことで一杯になりがちな新・社会人に業界全体というマクロ的視点でアプローチすることは海運人として成長する上でプラスに働くのではないか、と個入室には思っています。また、当然個々の企業はライバル的側面を持っていても、業界全体で日本の経済の根幹を支えているという意識が必要な業界だからこそあるのではないかとも思います。各社のご参加をお待ちしております。　　　　　　　　　　　　　　　（MN）せんきょう1月号　No．546（Vol，46　No．10）発　行趣平成18年1月20日創　刊鐙昭和35年8月10日発行所轡社団法人　日本船主協会〒102−8603東京都干代田区平河町2−6−4（海運ビル）TEL，（03）3264−7181〔総務部（広報）〕編集・発行人轡梅本哲朗製　作麺株式会社タイヨーグラフィック定　価鐘407円（消費税を含む。会員については会費に含めて　　　購読料を徴収している）38籔ぜんきょうノ碑2006　四方を海に囲まれ、資源小国・貿易立国であるわが国にとって海運は国の存立にかかわる重要産業ですが、わが国海運業は、諸外国との競争において税制の上で大きなハンディキャップを負っています。　欧州先進海運国は、船舶のトン数を基準に法人税額を算出するトン数標準税制を相次いで導入し、企業がこれを選択的に採用できるようにすることにより、海運業所得に対し大幅な減税を行い、自国海運の維持・発展を図っています。例えば、イギリスでは、海運の果たす役割の重要性から、海運業への実効税率は他産業の1／10程度ときわめて低くなっていましたが、さらにトン数標準税制の導入によって、その半分程度に軽減し、自国海運を強化しています。　産業と国民生活の基礎を支えるわが国海運を維持していくため、税制上の競争条件を諸外国と同一にしていただきたい、というのが私たちの切なる願いです。　海運税制の充実・改善は、小泉内閣の構造改革が目指すわが国産業・経済の競争力の強化に資するものと、私たちは考えます。トン数標準税制の導入国．導入済み導入決定済オランダ、ノルウェー、ドイツ、イギリス、スペイン、ギリシャ、デンマーク、フランス、アイルランド、ベルギー、インド米国、韓国の�Hっ　諸タト国　＿…　　　　税豚窩、〃♂　・　　』’…ウノ・　　船が支える日本の暮らし社団法人日本船主協会http：〃www．jsanet．or．jpノ

